
第１回東京都における国際スポーツ大会のガバナンス強化に向けた 

有識者会議 次第 

 
 

日 時：2022年 12月 9日 10時 00分～ 

場 所：東京都庁第一本庁舎 33階北側 

     特別会議室N6 
 
 

１ 挨拶 

 

２ 委員紹介 

 

３ 有識者会議の目的について 

 

４ 議題 

  ・国際スポーツ大会のガバナンス、情報公開、都の関与の在り方などに

ついて 

 

５ 意見交換 



 

東京都における国際スポーツ大会のガバナンス強化に向けた有識者会議設置要綱 

 

令和４年１２月９日付 

４生推企８９３号決定 

 

第１条 設置目的 

国際スポーツ大会のガバナンスや情報公開、都の関与の在り方などについて、東京

２０２０大会の経験も踏まえ、将来の国際スポーツ大会に向けた改善を議論するため、

有識者会議を設置する。 

  

第２条 所掌事項 

 有識者会議では、次に掲げる事項について検討を行う。 

（１）東京都が関わる国際スポーツ大会の将来に向けた改善に関すること 

（２）その他必要な事項に関すること 

 

第３条 委員 

 有識者会議は、外部の有識者４名以内で構成することとし、委員は生活文化スポー

ツ局長が委嘱する。委員名簿は別紙のとおりとする。 

 

第４条 会議 

 有識者会議は、生活文化スポーツ局長が必要に応じて招集する。 

２ 各委員は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見等

を求めることができる。 

３ 委員会は、オンラインによる実施を妨げないものとする。 

４ 会議、会議資料及び議事録は、原則公開とする。ただし、東京都情報公開条例第

７条に掲げる非公開情報を取り扱うとき、その他正当な理由があると認めるときは、

全部又は一部を非公開とすることができる。 

 

第５条 委員の任期 

 委員の任期は、委嘱の日からその年度の３月31日までとする。ただし、再任を妨げ

ない。 

 



 

第６条 謝金の支払 

委員及び第４条第２項に規定する委員以外の者に対し、「生活文化スポーツ局各種

委員会等委員謝礼基準」に準じて、謝金を支払うことができるものとする。 

 

第７条 守秘義務 

 有識者会議の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた

後も同様とする。 

 

第８条 庶務 

 有識者会議の庶務は、生活文化スポーツ局において行う。 

 

第９条 その他 

 この要綱に定めるもののほか、有識者会議の運営に関し必要な事項は、委員で協議

の上、これを定める。 

 

 

 附 則 

 この要綱は、令和４年１２月９日から施行する。 

 



 

東京都における国際スポーツ大会のガバナンス強化に向けた有識者会議委員名簿 

 

区 分 氏 名 現 職 備 考 

委 員 滝口 広子 弁護士  

委 員 松尾 祐美子 弁護士  

委 員 松本 泰介 
弁護士、 

早稲田大学スポーツ科学学術院教授 
 

委 員 山本 英幸 弁護士、公認会計士  

 



配付資料一覧 

 

資料１ 国際スポーツ大会ガバナンス強化に向けた「有識者会議」の

進め方 

 

資料２ 国際スポーツ大会のガバナンス強化に関する主な論点 

 

参考１ コーポレートガバナンス・コード 

 

参考２ スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け> 

 

参考３ 2025 年世界陸上競技選手権大会 大会運営組織の設立

準備会「中間の整理」 

 

参考４ 東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会報告書 

    ・公式報告書 

     https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/taikaijyunbi/houkoku/official-report/index.html 

    ・東京都報告書 

     https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/taikaijyunbi/houkoku/tokyo/index.html 

 

参考５ 東京２０20オリンピック・パラリンピック競技大会 各種規定 

https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/taikaijyunbi/houkoku/official-report/index.html
https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/taikaijyunbi/houkoku/tokyo/index.html


東京都における国際スポーツ大会のガバナンス強化に向けた「有識者会議」の進め方

１ 会議の位置づけ

２ 議論の進め方（イメージ）

国際スポーツ大会は、都民の健康づくりや都市の活性化などに有効で、今後も都として
招致・開催を支援していく。
一方で、スポーツの根幹はフェアネスであり、大会の運営組織も、公正で信頼されること
が必須。ガバナンス強化に向け都が大会運営組織へ、何を、どのように求めるべきか議論

【国際スポーツ大会（都の関与のイメージ）】

東京都

企業統治などの視点も参考にガバナンス強化等に有効な関与のあり方について、

企業などでの具体的な取組事例も含め知見をいただく

＜有識者への期待＞

運営組織が取り組むべき事項を明示したガイドラインを作成

国際スポーツ大会
の準備運営組織

【有識者会議での議論（イメージ）】

反映

大会のガバナンス強化に向けた取組

1

大会の成功に向けた協力（レガシーの創出、大会運営に係るサポート）



国際スポーツ大会のガバナンス強化に関する主な論点

〇役員等の選任

（世界陸上の取組）役員等選考委員会の設置、選任方針の策定

⇒役員等選考の透明かつ公正な手続を担保するために、また、選任された役員等が適切に
役割を果たすためにどのような工夫があるか

〇コンプライアンスの確保

（世界陸上の取組）外部専門家を含む委員会設置、継続的な教育実施、通報窓口の設置

⇒委員会の活動や教育の実施、通報制度の活用等、コンプライアンス確保に向けて、どの
ような工夫があるか

〇予算・契約・調達の内部統制、外部チェックの仕組み

（世界陸上の取組）契約等を監督する委員会の設置、三様監査体制の整備

⇒契約等の内容・プロセス等が適切に行われていることの確認や、監査体制の実効性担保
に当たって、どのような工夫があるか

〇利益相反の適切な管理

（世界陸上の取組）利益相反関係規程の整備

⇒利益相反を管理する仕組みが効果的に機能するために、どのような工夫があるか。

特に、出向職員が出向元の契約に関係する際、利益相反を管理するためにどのような
工夫があるか
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〇情報公開

（世界陸上の取組）契約等情報について、公開・非公開の考え方を整理

⇒公開可能な情報範囲について、どのように整理されるべきか。また、非公開の情報に
ついても公正性が担保されていることを確認するために、どのような工夫があるか

〇組織設立後の関与

⇒組織の設立時に確保されたガバナンス強化や情報公開の取組みを、組織設立後、運営時
において維持し続けるためにどのような工夫があるか

〇開催ビジョンの策定

⇒大会基本計画、開催ビジョンの策定などについて、スポーツの価値（都民の健康づくり、
東京の活性化、共生社会の実現など）につなげていくために、どのような工夫があるか
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コーポレートガバナンス・コード 
～会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 6月 11日 

株式会社東京証券取引所 
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コーポレートガバナンス・コードについて 

 

本コードにおいて、「コーポレートガバナンス」とは、会社が、株主をはじめ顧客・

従業員・地域社会等の立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行

うための仕組みを意味する。 

本コードは、実効的なコーポレートガバナンスの実現に資する主要な原則を取りまと

めたものであり、これらが適切に実践されることは、それぞれの会社において持続的な

成長と中長期的な企業価値の向上のための自律的な対応が図られることを通じて、会

社、投資家、ひいては経済全体の発展にも寄与することとなるものと考えられる。 
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基本原則 

 

 

 

【株主の権利・平等性の確保】 

１.  上場会社は、株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行う

とともに、株主がその権利を適切に行使することができる環境の整備を

行うべきである。 

また、上場会社は、株主の実質的な平等性を確保すべきである。 

少数株主や外国人株主については、株主の権利の実質的な確保、権利

行使に係る環境や実質的な平等性の確保に課題や懸念が生じやすい面

があることから、十分に配慮を行うべきである。 

 

 

【株主以外のステークホルダーとの適切な協働】 

２.  上場会社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出は、従

業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする様々なステーク

ホルダーによるリソースの提供や貢献の結果であることを十分に認識

し、これらのステークホルダーとの適切な協働に努めるべきである。 

取締役会・経営陣は、これらのステークホルダーの権利・立場や健全

な事業活動倫理を尊重する企業文化・風土の醸成に向けてリーダーシッ

プを発揮すべきである。 

 

 

【適切な情報開示と透明性の確保】 

３.  上場会社は、会社の財政状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・

経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報について、法

令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提

供にも主体的に取り組むべきである。 

その際、取締役会は、開示・提供される情報が株主との間で建設的な

対話を行う上での基盤となることも踏まえ、そうした情報（とりわけ非

財務情報）が、正確で利用者にとって分かりやすく、情報として有用性

の高いものとなるようにすべきである。 
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【取締役会等の責務】 

４.  上場会社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、

会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効

率等の改善を図るべく、 

(1) 企業戦略等の大きな方向性を示すこと 

(2) 経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行う

こと 

(3) 独立した客観的な立場から、経営陣（執行役及びいわゆる執行

役員を含む）・取締役に対する実効性の高い監督を行うこと 

をはじめとする役割・責務を適切に果たすべきである。 

こうした役割・責務は、監査役会設置会社（その役割・責務の一部は

監査役及び監査役会が担うこととなる）、指名委員会等設置会社、監査

等委員会設置会社など、いずれの機関設計を採用する場合にも、等しく

適切に果たされるべきである。 

 

 

【株主との対話】 

５.  上場会社は、その持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する

ため、株主総会の場以外においても、株主との間で建設的な対話を行う

べきである。 

経営陣幹部・取締役（社外取締役を含む）は、こうした対話を通じて

株主の声に耳を傾け、その関心・懸念に正当な関心を払うとともに、自

らの経営方針を株主に分かりやすい形で明確に説明しその理解を得る

努力を行い、株主を含むステークホルダーの立場に関するバランスのと

れた理解と、そうした理解を踏まえた適切な対応に努めるべきである。 
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第１章 株主の権利・平等性の確保 

 

 

 

【基本原則１】 

 

上場会社は、株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、

株主がその権利を適切に行使することができる環境の整備を行うべきである。 

また、上場会社は、株主の実質的な平等性を確保すべきである。 

少数株主や外国人株主については、株主の権利の実質的な確保、権利行使に係る

環境や実質的な平等性の確保に課題や懸念が生じやすい面があることから、十分に

配慮を行うべきである。 

 

 

考え方 

 

上場会社には、株主を含む多様なステークホルダーが存在しており、こうしたステ

ークホルダーとの適切な協働を欠いては、その持続的な成長を実現することは困難で

ある。その際、資本提供者は重要な要であり、株主はコーポレートガバナンスの規律に

おける主要な起点でもある。上場会社には、株主が有する様々な権利が実質的に確保

されるよう、その円滑な行使に配慮することにより、株主との適切な協働を確保し、持

続的な成長に向けた取組みに邁進することが求められる。 

また、上場会社は、自らの株主を、その有する株式の内容及び数に応じて平等に取り

扱う会社法上の義務を負っているところ、この点を実質的にも確保していることにつ

いて広く株主から信認を得ることは、資本提供者からの支持の基盤を強化することに

も資するものである。 
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【原則１－１．株主の権利の確保】 

上場会社は、株主総会における議決権をはじめとする株主の権利が実質的に確保

されるよう、適切な対応を行うべきである。 

補充原則 

１－１① 取締役会は、株主総会において可決には至ったものの相当数の反対票が投じ

られた会社提案議案があったと認めるときは、反対の理由や反対票が多くなっ

た原因の分析を行い、株主との対話その他の対応の要否について検討を行うべ

きである。 

 

１－１② 上場会社は、総会決議事項の一部を取締役会に委任するよう株主総会に提案

するに当たっては、自らの取締役会においてコーポレートガバナンスに関する

役割・責務を十分に果たし得るような体制が整っているか否かを考慮すべきで

ある。他方で、上場会社において、そうした体制がしっかりと整っていると判断

する場合には、上記の提案を行うことが、経営判断の機動性・専門性の確保の観

点から望ましい場合があることを考慮に入れるべきである。 

 

１－１③ 上場会社は、株主の権利の重要性を踏まえ、その権利行使を事実上妨げるこ

とのないよう配慮すべきである。とりわけ、少数株主にも認められている上場

会社及びその役員に対する特別な権利（違法行為の差止めや代表訴訟提起に係

る権利等）については、その権利行使の確保に課題や懸念が生じやすい面があ

ることから、十分に配慮を行うべきである。 

 

 

 

【原則１－２．株主総会における権利行使】 

上場会社は、株主総会が株主との建設的な対話の場であることを認識し、株主の

視点に立って、株主総会における権利行使に係る適切な環境整備を行うべきであ

る。 

補充原則 

１－２① 上場会社は、株主総会において株主が適切な判断を行うことに資すると考え

られる情報については、必要に応じ適確に提供すべきである。 

 

１－２② 上場会社は、株主が総会議案の十分な検討期間を確保することができるよう、

招集通知に記載する情報の正確性を担保しつつその早期発送に努めるべきであ

り、また、招集通知に記載する情報は、株主総会の招集に係る取締役会決議から

招集通知を発送するまでの間に、TDnetや自社のウェブサイトにより電子的に公

表すべきである。 
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１－２③ 上場会社は、株主との建設的な対話の充実や、そのための正確な情報提供等

の観点を考慮し、株主総会開催日をはじめとする株主総会関連の日程の適切な

設定を行うべきである。 

 

１－２④ 上場会社は、自社の株主における機関投資家や海外投資家の比率等も踏まえ、

議決権の電子行使を可能とするための環境作り（議決権電子行使プラットフォ

ームの利用等）や招集通知の英訳を進めるべきである。 

特に、プライム市場上場会社は、少なくとも機関投資家向けに議決権電子行使

プラットフォームを利用可能とすべきである。 

 

１－２⑤ 信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等が、株主総会において、信

託銀行等に代わって自ら議決権の行使等を行うことをあらかじめ希望する場合

に対応するため、上場会社は、信託銀行等と協議しつつ検討を行うべきである。 

 

 

 

【原則１－３．資本政策の基本的な方針】 

上場会社は、資本政策の動向が株主の利益に重要な影響を与え得ることを踏ま

え、資本政策の基本的な方針について説明を行うべきである。 

 

 

 

【原則１－４．政策保有株式】 

上場会社が政策保有株式として上場株式を保有する場合には、政策保有株式の縮減

に関する方針・考え方など、政策保有に関する方針を開示すべきである。また、毎年、

取締役会で、個別の政策保有株式について、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリ

スクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証するとと

もに、そうした検証の内容について開示すべきである。 

上場会社は、政策保有株式に係る議決権の行使について、適切な対応を確保するた

めの具体的な基準を策定・開示し、その基準に沿った対応を行うべきである。 

補充原則 

１－４① 上場会社は、自社の株式を政策保有株式として保有している会社（政策保有

株主）からその株式の売却等の意向が示された場合には、取引の縮減を示唆す

ることなどにより、売却等を妨げるべきではない。 

 

１－４② 上場会社は、政策保有株主との間で、取引の経済合理性を十分に検証しない

まま取引を継続するなど、会社や株主共同の利益を害するような取引を行うべ

きではない。 
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【原則１－５．いわゆる買収防衛策】 

買収防衛の効果をもたらすことを企図してとられる方策は、経営陣・取締役会の

保身を目的とするものであってはならない。その導入・運用については、取締役

会・監査役は、株主に対する受託者責任を全うする観点から、その必要性･合理性を

しっかりと検討し、適正な手続を確保するとともに、株主に十分な説明を行うべき

である。 

補充原則 

１－５① 上場会社は、自社の株式が公開買付けに付された場合には、取締役会として

の考え方（対抗提案があればその内容を含む）を明確に説明すべきであり、ま

た、株主が公開買付けに応じて株式を手放す権利を不当に妨げる措置を講じる

べきではない。 

 

 

 

【原則１－６．株主の利益を害する可能性のある資本政策】 

支配権の変動や大規模な希釈化をもたらす資本政策（増資、ＭＢＯ等を含む）に

ついては、既存株主を不当に害することのないよう、取締役会・監査役は、株主に

対する受託者責任を全うする観点から、その必要性･合理性をしっかりと検討し、適

正な手続を確保するとともに、株主に十分な説明を行うべきである。 

 

 

 

【原則１－７．関連当事者間の取引】 

上場会社がその役員や主要株主等との取引（関連当事者間の取引）を行う場合に

は、そうした取引が会社や株主共同の利益を害することのないよう、また、そうし

た懸念を惹起することのないよう、取締役会は、あらかじめ、取引の重要性やその

性質に応じた適切な手続を定めてその枠組みを開示するとともに、その手続を踏ま

えた監視（取引の承認を含む）を行うべきである。 
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第２章 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 

 

 

 

【基本原則２】 

 

上場会社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出は、従業員、顧

客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーによるリソ

ースの提供や貢献の結果であることを十分に認識し、これらのステークホルダーと

の適切な協働に努めるべきである。 

取締役会・経営陣は、これらのステークホルダーの権利・立場や健全な事業活動

倫理を尊重する企業文化・風土の醸成に向けてリーダーシップを発揮すべきであ

る。 

 

 

考え方 

 

上場会社には、株主以外にも重要なステークホルダーが数多く存在する。これらの

ステークホルダーには、従業員をはじめとする社内の関係者や、顧客・取引先・債権

者等の社外の関係者、更には、地域社会のように会社の存続・活動の基盤をなす主体

が含まれる。上場会社は、自らの持続的な成長と中長期的な企業価値の創出を達成す

るためには、これらのステークホルダーとの適切な協働が不可欠であることを十分に

認識すべきである。 

また、「持続可能な開発目標」（ＳＤＧｓ）が国連サミットで採択され、気候関連財

務情報開示タスクフォース（ＴＣＦＤ）への賛同機関数が増加するなど、中長期的な

企業価値の向上に向け、サステナビリティ（ＥＳＧ要素を含む中長期的な持続可能

性）が重要な経営課題であるとの意識が高まっている。こうした中、我が国企業にお

いては、サステナビリティ課題への積極的・能動的な対応を一層進めていくことが重

要である。 

上場会社が、こうした認識を踏まえて適切な対応を行うことは、社会・経済全体に

利益を及ぼすとともに、その結果として、会社自身にも更に利益がもたらされる、と

いう好循環の実現に資するものである。 
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【原則２－１．中長期的な企業価値向上の基礎となる経営理念の策定】 

上場会社は、自らが担う社会的な責任についての考え方を踏まえ、様々なステー

クホルダーへの価値創造に配慮した経営を行いつつ中長期的な企業価値向上を図る

べきであり、こうした活動の基礎となる経営理念を策定すべきである。 

 

 

 

【原則２－２．会社の行動準則の策定・実践】 

上場会社は、ステークホルダーとの適切な協働やその利益の尊重、健全な事業活

動倫理などについて、会社としての価値観を示しその構成員が従うべき行動準則を

定め、実践すべきである。取締役会は、行動準則の策定・改訂の責務を担い、これ

が国内外の事業活動の第一線にまで広く浸透し、遵守されるようにすべきである。 

補充原則 

２－２① 取締役会は、行動準則が広く実践されているか否かについて、適宜または定

期的にレビューを行うべきである。その際には、実質的に行動準則の趣旨・精神

を尊重する企業文化・風土が存在するか否かに重点を置くべきであり、形式的

な遵守確認に終始すべきではない。 

 

 

 

【原則２－３．社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題】 

上場会社は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題につい

て、適切な対応を行うべきである。 

補充原則 

２－３① 取締役会は、気候変動などの地球環境問題への配慮、人権の尊重、従業員の健

康・労働環境への配慮や公正・適切な処遇、取引先との公正・適正な取引、自然

災害等への危機管理など、サステナビリティを巡る課題への対応は、リスクの

減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題であると認識し、中長期

的な企業価値の向上の観点から、これらの課題に積極的・能動的に取り組むよ

う検討を深めるべきである。 

 

 

 

【原則２－４．女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】 

上場会社は、社内に異なる経験・技能・属性を反映した多様な視点や価値観が存

在することは、会社の持続的な成長を確保する上での強みとなり得る、との認識に

立ち、社内における女性の活躍促進を含む多様性の確保を推進すべきである。 



- 10 - 

 

補充原則 

２－４① 上場会社は、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等、中核人材の登

用等における多様性の確保についての考え方と自主的かつ測定可能な目標を示

すとともに、その状況を開示すべきである。 

 また、中長期的な企業価値の向上に向けた人材戦略の重要性に鑑み、多様性

の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針をその実施状況と併せて開示

すべきである。 

 

 

 

【原則２－５．内部通報】 

上場会社は、その従業員等が、不利益を被る危険を懸念することなく、違法また

は不適切な行為・情報開示に関する情報や真摯な疑念を伝えることができるよう、

また、伝えられた情報や疑念が客観的に検証され適切に活用されるよう、内部通報

に係る適切な体制整備を行うべきである。取締役会は、こうした体制整備を実現す

る責務を負うとともに、その運用状況を監督すべきである。 

補充原則 

２－５① 上場会社は、内部通報に係る体制整備の一環として、経営陣から独立した窓

口の設置（例えば、社外取締役と監査役による合議体を窓口とする等）を行うべ

きであり、また、情報提供者の秘匿と不利益取扱の禁止に関する規律を整備す

べきである。 

 

 

 

【原則２－６．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】 

上場会社は、企業年金の積立金の運用が、従業員の安定的な資産形成に加えて自

らの財政状態にも影響を与えることを踏まえ、企業年金が運用（運用機関に対する

モニタリングなどのスチュワードシップ活動を含む）の専門性を高めてアセットオ

ーナーとして期待される機能を発揮できるよう、運用に当たる適切な資質を持った

人材の計画的な登用・配置などの人事面や運営面における取組みを行うとともに、

そうした取組みの内容を開示すべきである。その際、上場会社は、企業年金の受益

者と会社との間に生じ得る利益相反が適切に管理されるようにすべきである。 
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第３章 適切な情報開示と透明性の確保 

 

 

 

【基本原則３】 

 

上場会社は、会社の財政状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・経営課題、

リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報について、法令に基づく開示を適切

に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組むべきであ

る。 

その際、取締役会は、開示・提供される情報が株主との間で建設的な対話を行う

上での基盤となることも踏まえ、そうした情報（とりわけ非財務情報）が、正確で

利用者にとって分かりやすく、情報として有用性の高いものとなるようにすべきで

ある。 

 

 

考え方 

 

上場会社には、様々な情報を開示することが求められている。これらの情報が法令

に基づき適時適切に開示されることは、投資家保護や資本市場の信頼性確保の観点か

ら不可欠の要請であり、取締役会・監査役・監査役会・外部会計監査人は、この点に関

し財務情報に係る内部統制体制の適切な整備をはじめとする重要な責務を負っている。 

また、上場会社は、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組むべきで

ある。 

更に、我が国の上場会社による情報開示は、計表等については、様式・作成要領など

が詳細に定められており比較可能性に優れている一方で、会社の財政状態、経営戦略、

リスク、ガバナンスや社会・環境問題に関する事項（いわゆるＥＳＧ要素）などについ

て説明等を行ういわゆる非財務情報を巡っては、ひな型的な記述や具体性を欠く記述

となっており付加価値に乏しい場合が少なくない、との指摘もある。取締役会は、こう

した情報を含め、開示・提供される情報が可能な限り利用者にとって有益な記載とな

るよう積極的に関与を行う必要がある。 

法令に基づく開示であれそれ以外の場合であれ、適切な情報の開示・提供は、上場会

社の外側にいて情報の非対称性の下におかれている株主等のステークホルダーと認識

を共有し、その理解を得るための有力な手段となり得るものであり、「『責任ある機関

投資家』の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》」を踏まえた建設的な対話に

も資するものである。 
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【原則３－１．情報開示の充実】 

上場会社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、会社の意思決定の透明

性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するとの観点から、

（本コードの各原則において開示を求めている事項のほか、）以下の事項について開

示し、主体的な情報発信を行うべきである。  

 

（ⅰ）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画 

 

（ⅱ）本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する

基本的な考え方と基本方針 

 

（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 

 

（ⅳ）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当た

っての方針と手続 

 

（ⅴ）取締役会が上記（ⅳ）を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候

補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明 

補充原則 

３－１① 上記の情報の開示（法令に基づく開示を含む）に当たって、取締役会は、ひな

型的な記述や具体性を欠く記述を避け、利用者にとって付加価値の高い記載と

なるようにすべきである。 

 

３－１② 上場会社は、自社の株主における海外投資家等の比率も踏まえ、合理的な範

囲において、英語での情報の開示・提供を進めるべきである。 

特に、プライム市場上場会社は、開示書類のうち必要とされる情報について、

英語での開示・提供を行うべきである。 

 

３－１③ 上場会社は、経営戦略の開示に当たって、自社のサステナビリティについて

の取組みを適切に開示すべきである。また、人的資本や知的財産への投資等に

ついても、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ分かりやすく具

体的に情報を開示・提供すべきである。 

特に、プライム市場上場会社は、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社

の事業活動や収益等に与える影響について、必要なデータの収集と分析を行

い、国際的に確立された開示の枠組みであるＴＣＦＤまたはそれと同等の枠組

みに基づく開示の質と量の充実を進めるべきである。 
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【原則３－２．外部会計監査人】 

外部会計監査人及び上場会社は、外部会計監査人が株主・投資家に対して責務を

負っていることを認識し、適正な監査の確保に向けて適切な対応を行うべきであ

る。 

補充原則 

３－２① 監査役会は、少なくとも下記の対応を行うべきである。 

（ⅰ） 外部会計監査人候補を適切に選定し外部会計監査人を適切に評価する

ための基準の策定 

（ⅱ） 外部会計監査人に求められる独立性と専門性を有しているか否かにつ

いての確認 

３－２② 取締役会及び監査役会は、少なくとも下記の対応を行うべきである。 

（ⅰ） 高品質な監査を可能とする十分な監査時間の確保 

（ⅱ） 外部会計監査人からＣＥＯ・ＣＦＯ等の経営陣幹部へのアクセス（面

談等）の確保 

（ⅲ） 外部会計監査人と監査役（監査役会への出席を含む）、内部監査部門や

社外取締役との十分な連携の確保 

（ⅳ） 外部会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合や、不備・問

題点を指摘した場合の会社側の対応体制の確立 
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第４章 取締役会等の責務 
   

 

【基本原則４】 

 

上場会社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続

的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図るべく、 

(1) 企業戦略等の大きな方向性を示すこと 

(2) 経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うこと 

(3) 独立した客観的な立場から、経営陣（執行役及びいわゆる執行役員を含む）・取

締役に対する実効性の高い監督を行うこと 

をはじめとする役割・責務を適切に果たすべきである。 

こうした役割・責務は、監査役会設置会社（その役割・責務の一部は監査役及び監

査役会が担うこととなる）、指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社など、い

ずれの機関設計を採用する場合にも、等しく適切に果たされるべきである。 

 

 

考え方 

 

上場会社は、通常、会社法が規定する機関設計のうち主要な３種類（監査役会設置会

社、指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社）のいずれかを選択することとされ

ている。前者（監査役会設置会社）は、取締役会と監査役・監査役会に統治機能を担わ

せる我が国独自の制度である。その制度では、監査役は、取締役・経営陣等の職務執行

の監査を行うこととされており、法律に基づく調査権限が付与されている。また、独立

性と高度な情報収集能力の双方を確保すべく、監査役（株主総会で選任）の半数以上は

社外監査役とし、かつ常勤の監査役を置くこととされている。後者の２つは、取締役会

に委員会を設置して一定の役割を担わせることにより監督機能の強化を目指すもので

あるという点において、諸外国にも類例が見られる制度である。上記の３種類の機関

設計のいずれを採用する場合でも、重要なことは、創意工夫を施すことによりそれぞ

れの機関の機能を実質的かつ十分に発揮させることである。 

また、本コードを策定する大きな目的の一つは、上場会社による透明・公正かつ迅

速・果断な意思決定を促すことにあるが、上場会社の意思決定のうちには、外部環境の

変化その他の事情により、結果として会社に損害を生じさせることとなるものが無い

とは言い切れない。その場合、経営陣・取締役が損害賠償責任を負うか否かの判断に際

しては、一般的に、その意思決定の時点における意思決定過程の合理性が重要な考慮

要素の一つとなるものと考えられるが、本コードには、ここでいう意思決定過程の合

理性を担保することに寄与すると考えられる内容が含まれており、本コードは、上場

会社の透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を促す効果を持つこととなるものと期待

している。 

そして、支配株主は、会社及び株主共同の利益を尊重し、少数株主を不公正に取り扱
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ってはならないのであって、支配株主を有する上場会社には、少数株主の利益を保護

するためのガバナンス体制の整備が求められる。 

 

 

【原則４－１．取締役会の役割・責務(1)】 

 取締役会は、会社の目指すところ（経営理念等）を確立し、戦略的な方向付けを

行うことを主要な役割・責務の一つと捉え、具体的な経営戦略や経営計画等につい

て建設的な議論を行うべきであり、重要な業務執行の決定を行う場合には、上記の

戦略的な方向付けを踏まえるべきである。 

補充原則 

４－１① 取締役会は、取締役会自身として何を判断・決定し、何を経営陣に委ねるのか

に関連して、経営陣に対する委任の範囲を明確に定め、その概要を開示すべき

である。 

 

４－１② 取締役会・経営陣幹部は、中期経営計画も株主に対するコミットメントの一

つであるとの認識に立ち、その実現に向けて最善の努力を行うべきである。仮

に、中期経営計画が目標未達に終わった場合には、その原因や自社が行った対

応の内容を十分に分析し、株主に説明を行うとともに、その分析を次期以降の

計画に反映させるべきである。 

 

４－１③ 取締役会は、会社の目指すところ（経営理念等）や具体的な経営戦略を踏ま

え、最高経営責任者（ＣＥＯ）等の後継者計画（プランニング）の策定・運用に

主体的に関与するとともに、後継者候補の育成が十分な時間と資源をかけて計

画的に行われていくよう、適切に監督を行うべきである。 

 

 

 

【原則４－２．取締役会の役割・責務(2)】 

 取締役会は、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うこと

を主要な役割・責務の一つと捉え、経営陣からの健全な企業家精神に基づく提案を

歓迎しつつ、説明責任の確保に向けて、そうした提案について独立した客観的な立

場において多角的かつ十分な検討を行うとともに、承認した提案が実行される際に

は、経営陣幹部の迅速・果断な意思決定を支援すべきである。 

 また、経営陣の報酬については、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映さ

せ、健全な企業家精神の発揮に資するようなインセンティブ付けを行うべきであ

る。 
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補充原則 

４－２① 取締役会は、経営陣の報酬が持続的な成長に向けた健全なインセンティブと

して機能するよう、客観性・透明性ある手続に従い、報酬制度を設計し、具体的

な報酬額を決定すべきである。その際、中長期的な業績と連動する報酬の割合

や、現金報酬と自社株報酬との割合を適切に設定すべきである。 

 

４－２② 取締役会は、中長期的な企業価値の向上の観点から、自社のサステナビリテ

ィを巡る取組みについて基本的な方針を策定すべきである。 

また、人的資本・知的財産への投資等の重要性に鑑み、これらをはじめとする

経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、企業の持続的な

成長に資するよう、実効的に監督を行うべきである。 

 

 

 

【原則４－３．取締役会の役割・責務(3)】 

 取締役会は、独立した客観的な立場から、経営陣・取締役に対する実効性の高い

監督を行うことを主要な役割・責務の一つと捉え、適切に会社の業績等の評価を行

い、その評価を経営陣幹部の人事に適切に反映すべきである。 

また、取締役会は、適時かつ正確な情報開示が行われるよう監督を行うととも

に、内部統制やリスク管理体制を適切に整備すべきである。 

更に、取締役会は、経営陣・支配株主等の関連当事者と会社との間に生じ得る利

益相反を適切に管理すべきである。 

補充原則 

４－３① 取締役会は、経営陣幹部の選任や解任について、会社の業績等の評価を踏ま

え、公正かつ透明性の高い手続に従い、適切に実行すべきである。 

 

４－３② 取締役会は、ＣＥＯの選解任は、会社における最も重要な戦略的意思決定で

あることを踏まえ、客観性・適時性・透明性ある手続に従い、十分な時間と資源

をかけて、資質を備えたＣＥＯを選任すべきである。 

 

４－３③ 取締役会は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、ＣＥＯがその機能を十分

発揮していないと認められる場合に、ＣＥＯを解任するための客観性・適時性・

透明性ある手続を確立すべきである。 

 

４－３④ 内部統制や先を見越した全社的リスク管理体制の整備は、適切なコンプライ

アンスの確保とリスクテイクの裏付けとなり得るものであり、取締役会はグル

ープ全体を含めたこれらの体制を適切に構築し、内部監査部門を活用しつつ、

その運用状況を監督すべきである。 
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【原則４－４．監査役及び監査役会の役割・責務】 

 監査役及び監査役会は、取締役の職務の執行の監査、監査役・外部会計監査人の

選解任や監査報酬に係る権限の行使などの役割・責務を果たすに当たって、株主に

対する受託者責任を踏まえ、独立した客観的な立場において適切な判断を行うべき

である。 

また、監査役及び監査役会に期待される重要な役割・責務には、業務監査・会計

監査をはじめとするいわば「守りの機能」があるが、こうした機能を含め、その役

割・責務を十分に果たすためには、自らの守備範囲を過度に狭く捉えることは適切

でなく、能動的・積極的に権限を行使し、取締役会においてあるいは経営陣に対し

て適切に意見を述べるべきである。 

補充原則 

４－４① 監査役会は、会社法により、その半数以上を社外監査役とすること及び常勤

の監査役を置くことの双方が求められていることを踏まえ、その役割・責務を十

分に果たすとの観点から、前者に由来する強固な独立性と、後者が保有する高度

な情報収集力とを有機的に組み合わせて実効性を高めるべきである。また、監査

役または監査役会は、社外取締役が、その独立性に影響を受けることなく情報収

集力の強化を図ることができるよう、社外取締役との連携を確保すべきである。 

 

 

 

【原則４－５．取締役・監査役等の受託者責任】 

上場会社の取締役・監査役及び経営陣は、それぞれの株主に対する受託者責任を認

識し、ステークホルダーとの適切な協働を確保しつつ、会社や株主共同の利益のため

に行動すべきである。 

 

 

 

【原則４－６．経営の監督と執行】 

上場会社は、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保すべく、

業務の執行には携わらない、業務の執行と一定の距離を置く取締役の活用について検

討すべきである。 
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【原則４－７．独立社外取締役の役割・責務】 

 上場会社は、独立社外取締役には、特に以下の役割・責務を果たすことが期待さ

れることに留意しつつ、その有効な活用を図るべきである。 

 （ⅰ）経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成

長を促し中長期的な企業価値の向上を図る、との観点からの助言を行うこと 

 （ⅱ）経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監

督を行うこと 

 （ⅲ）会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反を監督すること 

 （ⅳ）経営陣・支配株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステーク

ホルダーの意見を取締役会に適切に反映させること 

 

 

 

【原則４－８．独立社外取締役の有効な活用】 

独立社外取締役は会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するよ

うに役割・責務を果たすべきであり、プライム市場上場会社はそのような資質を十

分に備えた独立社外取締役を少なくとも３分の１（その他の市場の上場会社におい

ては２名）以上選任すべきである。 

また、上記にかかわらず、業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環

境等を総合的に勘案して、過半数の独立社外取締役を選任することが必要と考える

プライム市場上場会社（その他の市場の上場会社においては少なくとも３分の１以

上の独立社外取締役を選任することが必要と考える上場会社）は、十分な人数の独

立社外取締役を選任すべきである。 

補充原則 

４－８① 独立社外取締役は、取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、

例えば、独立社外者のみを構成員とする会合を定期的に開催するなど、独立し

た客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図るべきである。 

 

４－８② 独立社外取締役は、例えば、互選により「筆頭独立社外取締役」を決定するこ

となどにより、経営陣との連絡・調整や監査役または監査役会との連携に係る

体制整備を図るべきである。 

 

４－８③ 支配株主を有する上場会社は、取締役会において支配株主からの独立性を有

する独立社外取締役を少なくとも３分の１以上（プライム市場上場会社におい

ては過半数）選任するか、または支配株主と少数株主との利益が相反する重要な

取引・行為について審議・検討を行う、独立社外取締役を含む独立性を有する者

で構成された特別委員会を設置すべきである。 
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【原則４－９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】 

取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役とな

る者の独立性をその実質面において担保することに主眼を置いた独立性判断基準を

策定・開示すべきである。また、取締役会は、取締役会における率直・活発で建設

的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選定するよう

努めるべきである。 

 

 

 

【原則４－10．任意の仕組みの活用】 

上場会社は、会社法が定める会社の機関設計のうち会社の特性に応じて最も適切

な形態を採用するに当たり、必要に応じて任意の仕組みを活用することにより、統

治機能の更なる充実を図るべきである。 

補充原則 

４－10① 上場会社が監査役会設置会社または監査等委員会設置会社であって、独立社

外取締役が取締役会の過半数に達していない場合には、経営陣幹部・取締役の

指名（後継者計画を含む）・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と

説明責任を強化するため、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とす

る独立した指名委員会・報酬委員会を設置することにより、指名や報酬などの

特に重要な事項に関する検討に当たり、ジェンダー等の多様性やスキルの観点

を含め、これらの委員会の適切な関与・助言を得るべきである。 

     特に、プライム市場上場会社は、各委員会の構成員の過半数を独立社外取締

役とすることを基本とし、その委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割

等を開示すべきである。 

 

 

 

【原則４－11．取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】 

取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体と

してバランス良く備え、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性と適正

規模を両立させる形で構成されるべきである。また、監査役には、適切な経験・能

力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者が選任されるべきであり、

特に、財務・会計に関する十分な知見を有している者が１名以上選任されるべきで

ある。 

取締役会は、取締役会全体としての実効性に関する分析・評価を行うことなどに

より、その機能の向上を図るべきである。 
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補充原則 

４－11① 取締役会は、経営戦略に照らして自らが備えるべきスキル等を特定した上で、

取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する

考え方を定め、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マ

トリックスをはじめ、経営環境や事業特性等に応じた適切な形で取締役の有す

るスキル等の組み合わせを取締役の選任に関する方針・手続と併せて開示すべ

きである。その際、独立社外取締役には、他社での経営経験を有する者を含める

べきである。 

 

４－11② 社外取締役・社外監査役をはじめ、取締役・監査役は、その役割・責務を適切

に果たすために必要となる時間・労力を取締役・監査役の業務に振り向けるべ

きである。こうした観点から、例えば、取締役・監査役が他の上場会社の役員を

兼任する場合には、その数は合理的な範囲にとどめるべきであり、上場会社は、

その兼任状況を毎年開示すべきである。  

 

４－11③ 取締役会は、毎年、各取締役の自己評価なども参考にしつつ、取締役会全体の

実効性について分析・評価を行い、その結果の概要を開示すべきである。 

 

 

 

【原則４－12．取締役会における審議の活性化】 

取締役会は、社外取締役による問題提起を含め自由闊達で建設的な議論・意見交

換を尊ぶ気風の醸成に努めるべきである。 

補充原則 

４－12① 取締役会は、会議運営に関する下記の取扱いを確保しつつ、その審議の活性

化を図るべきである。 

（ⅰ） 取締役会の資料が、会日に十分に先立って配布されるようにすること 

（ⅱ） 取締役会の資料以外にも、必要に応じ、会社から取締役に対して十分な

情報が（適切な場合には、要点を把握しやすいように整理・分析された形

で）提供されるようにすること 

（ⅲ） 年間の取締役会開催スケジュールや予想される審議事項について決定し

ておくこと 

（ⅳ） 審議項目数や開催頻度を適切に設定すること 

（ⅴ） 審議時間を十分に確保すること 
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【原則４－13．情報入手と支援体制】 

取締役・監査役は、その役割・責務を実効的に果たすために、能動的に情報を入

手すべきであり、必要に応じ、会社に対して追加の情報提供を求めるべきである。 

また、上場会社は、人員面を含む取締役・監査役の支援体制を整えるべきであ

る。 

取締役会・監査役会は、各取締役・監査役が求める情報の円滑な提供が確保され

ているかどうかを確認すべきである。 

補充原則 

４－13① 社外取締役を含む取締役は、透明・公正かつ迅速・果断な会社の意思決定に資

するとの観点から、必要と考える場合には、会社に対して追加の情報提供を求

めるべきである。また、社外監査役を含む監査役は、法令に基づく調査権限を行

使することを含め、適切に情報入手を行うべきである。 

 

４－13② 取締役・監査役は、必要と考える場合には、会社の費用において外部の専門家

の助言を得ることも考慮すべきである。 

 

４－13③ 上場会社は、取締役会及び監査役会の機能発揮に向け、内部監査部門がこれ

らに対しても適切に直接報告を行う仕組みを構築すること等により、内部監査

部門と取締役・監査役との連携を確保すべきである。また、上場会社は、例えば、

社外取締役・社外監査役の指示を受けて会社の情報を適確に提供できるよう社

内との連絡・調整にあたる者の選任など、社外取締役や社外監査役に必要な情

報を適確に提供するための工夫を行うべきである。 

 

 

   

【原則４－14．取締役・監査役のトレーニング】 

新任者をはじめとする取締役・監査役は、上場会社の重要な統治機関の一翼を担

う者として期待される役割・責務を適切に果たすため、その役割・責務に係る理解

を深めるとともに、必要な知識の習得や適切な更新等の研鑽に努めるべきである。

このため、上場会社は、個々の取締役・監査役に適合したトレーニングの機会の提

供・斡旋やその費用の支援を行うべきであり、取締役会は、こうした対応が適切に

とられているか否かを確認すべきである。 

補充原則 

４－14① 社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役は、就任の際には、会社の事

業・財務・組織等に関する必要な知識を取得し、取締役・監査役に求められる役

割と責務（法的責任を含む）を十分に理解する機会を得るべきであり、就任後に

おいても、必要に応じ、これらを継続的に更新する機会を得るべきである。 
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４－14② 上場会社は、取締役・監査役に対するトレーニングの方針について開示を行

うべきである。 
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第５章 株主との対話 

 

 

 

【基本原則５】 

 

上場会社は、その持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主

総会の場以外においても、株主との間で建設的な対話を行うべきである。 

経営陣幹部・取締役（社外取締役を含む）は、こうした対話を通じて株主の声に

耳を傾け、その関心・懸念に正当な関心を払うとともに、自らの経営方針を株主に

分かりやすい形で明確に説明しその理解を得る努力を行い、株主を含むステークホ

ルダーの立場に関するバランスのとれた理解と、そうした理解を踏まえた適切な対

応に努めるべきである。 

 

 

考え方 

 

「『責任ある機関投資家』の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》」の策定を

受け、機関投資家には、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づく建設

的な「目的を持った対話」（エンゲージメント）を行うことが求められている。 

上場会社にとっても、株主と平素から対話を行い、具体的な経営戦略や経営計画な

どに対する理解を得るとともに懸念があれば適切に対応を講じることは、経営の正統

性の基盤を強化し、持続的な成長に向けた取組みに邁進する上で極めて有益である。

また、一般に、上場会社の経営陣・取締役は、従業員・取引先・金融機関とは日常的に

接触し、その意見に触れる機会には恵まれているが、これらはいずれも賃金債権、貸付

債権等の債権者であり、株主と接する機会は限られている。経営陣幹部・取締役が、株

主との対話を通じてその声に耳を傾けることは、資本提供者の目線からの経営分析や

意見を吸収し、持続的な成長に向けた健全な企業家精神を喚起する機会を得る、とい

うことも意味する。 
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【原則５－１．株主との建設的な対話に関する方針】 

上場会社は、株主からの対話（面談）の申込みに対しては、会社の持続的な成長

と中長期的な企業価値の向上に資するよう、合理的な範囲で前向きに対応すべきで

ある。取締役会は、株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関

する方針を検討・承認し、開示すべきである。 

補充原則 

５－１① 株主との実際の対話（面談）の対応者については、株主の希望と面談の主な関

心事項も踏まえた上で、合理的な範囲で、経営陣幹部、社外取締役を含む取締役

または監査役が面談に臨むことを基本とすべきである。 

 

５－１② 株主との建設的な対話を促進するための方針には、少なくとも以下の点を記

載すべきである。 

（ⅰ） 株主との対話全般について、下記（ⅱ）～（ⅴ）に記載する事項を含

めその統括を行い、建設的な対話が実現するように目配りを行う経営陣

または取締役の指定 

（ⅱ） 対話を補助する社内のＩＲ担当、経営企画、総務、財務、経理、法務

部門等の有機的な連携のための方策 

（ⅲ） 個別面談以外の対話の手段（例えば、投資家説明会やＩＲ活動）の充

実に関する取組み 

（ⅳ） 対話において把握された株主の意見・懸念の経営陣幹部や取締役会に

対する適切かつ効果的なフィードバックのための方策 

（ⅴ） 対話に際してのインサイダー情報の管理に関する方策 

 

５－１③ 上場会社は、必要に応じ、自らの株主構造の把握に努めるべきであり、株主

も、こうした把握作業にできる限り協力することが望ましい。 

 

 

 

【原則５－２．経営戦略や経営計画の策定・公表】 

経営戦略や経営計画の策定・公表に当たっては、自社の資本コストを的確に把握

した上で、収益計画や資本政策の基本的な方針を示すとともに、収益力・資本効率

等に関する目標を提示し、その実現のために、事業ポートフォリオの見直しや、設

備投資・研究開発投資・人的資本への投資等を含む経営資源の配分等に関し具体的

に何を実行するのかについて、株主に分かりやすい言葉・論理で明確に説明を行う

べきである。 
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補充原則 

５－２① 上場会社は、経営戦略等の策定・公表に当たっては、取締役会において決定さ

れた事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直し

の状況について分かりやすく示すべきである。 

 







 

 





 

 

 

 



 





 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 





 

 



 

 

 

 

 

 

 





 

 

 



 

 

 

 





 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 





 



 

 

 

 

 

 

 



 

 





 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 





2025年世界陸上競技選手権大会大会運営組織の設立準備会
「中間の整理」の主なポイント

2025年世界陸上の成功には、都民・国民から信頼される、しっかりしたガバナンス
を確保した大会運営組織の設立が必要不可欠である。

こうした組織の設立に向け、本準備会では、スポーツ団体の組織運営の原則・規範であ
る「スポーツ団体ガバナンスコード」（令和元年スポーツ庁策定）を踏まえ、法律・会
計の専門家の助言も得ながら議論、検討を行うこととした。

「スポーツ団体ガバナンスコード」では、適切な組織運営のための役員体制整備や、
コンプライアンス強化の取組、法務・会計等体制の構築、適切な情報開示、基本計画の
策定等の原則が示されている。

本準備会では、これらの原則を以下の３つの観点で整理し、必要に応じて原則を上回
る内容も含め、取組を具体化することとした。

A コンプライアンスに十分配慮した仕組みの構築

B 主体的な情報発信

C 開催ビジョンの作成

この度、これまでの議論・検討を踏まえ、現段階における取組の方向性について、今
後の更なる検討事項も含め「中間の整理」としてとりまとめ、報告する。



1役員等の体制整備（本文p.6-7）
＜役員等選考委員会の設置＞
►外部専門家を含む多様な委員で構成

＜役員等選任方針の策定＞
►役員等の選任を行うための方針を議論・策定

2コンプライアンス委員会の設置、コンプライアンス教育の実施等 (本文p.9-10)
►弁護士、公認会計士等の外部専門家を含め構成
►職員に加え役員へも継続的に教育を実施

3法務、会計等の体制構築（本文p.11-14）
＜契約・調達の管理＞
►適切な契約・調達制度を構築（一定金額以上の場合、入札制度適用等）
►契約・調達管理委員会を設置（外部専門家も参画の上、収支両面において契約内容・
プロセス等を監督）

＜監査体制等＞
►内部監査/監事監査/会計監査人監査による「三様監査体制」を構築
►重層的な第三者チェック（都など公的セクターの関与）を今後検討

4利益相反取引の適切な管理（本文p.15-16）
►利益相反取引に関し、役職員への継続的な教育や、取引の適正性を管理できる仕組みを
今後検討

A コンプライアンスに十分配慮した仕組みの構築
※下線部はガバナンスコードを上回る取組



►
C 開催ビジョンの作成

1積極的な情報発信（本文p.18-19）

►組織の重要な決定プロセスや社会的関心の高い事項について、主体的に発信

2都民・国民が参画できる仕組み（意見聴取、大会参加等）を検討・構築（本文p.19）

3情報公開の仕組みについて、公正性の担保を含め、今後検討（本文p.19）

►原則公開を基本に、非公開とする必要がある情報については、その理由を含め整理

►特に契約関係については、民間企業の経営上の視点含め公開可能範囲について整理

►非公開情報についても公正性を担保する仕組みの構築を検討

B 主体的な情報発信

【最終報告に向けて】

今後、更なる検討が必要な課題について、専門家等へのヒアリングも行いながら議論・

検討を進めるとともに、今月18日に国が立ち上げたPT（大規模な国際又は国内競技大会の

組織委員会等のガバナンス体制等の在り方検討プロジェクトチーム）や、都が今後立ち上げ

る有識者会議の検討状況も参考に、最終報告をとりまとめていく。

※下線部はガバナンスコードを上回る取組

●大会運営組織として、大会の開催ビジョンを掲げた上で、ビジョンに基づき一貫した
行動指針や各種計画を構築することが重要（本文p.21-28）

●健康増進や共生社会の実現等、大会の意義・使命につながる視点も含め、議論・検討
の上、ビジョンの方向性を整理 ➡ 大会運営組織へ承継（本文p.21-28）



2025年世界陸上競技選手権大会開催に係る
大会運営組織の設立準備会

中間の整理

2022年11月24日



はじめに

2022 年7 月14 日（日本時間15 日）、アメリカ合衆国オレゴン州で開催された陸上
競技の国際競技連盟であるワールドアスレティックス（以下「ＷＡ」という）のカウ
ンシル会議において、東京が2025 年の世界陸上競技選手権大会（以下「2025年世界陸
上」という。）の開催地に選ばれました。

2025年に東京で世界陸上を開催することは、世界最高水準の選手による熱戦を間近
で見て応援する絶好の機会となるだけでなく、大会を契機として、次代を担う子供達
に感動や勇気を贈るとともに、都民・国民のスポーツや健康づくりへの意識を高める
ほか、社会や経済の活性化など、数多くのポジティブな影響が期待されます。

こうした意義のある大会を成功させていくには、都民・国民、そしてあらゆるス
テークホルダーの理解と協力が不可欠です。そのためには、大会を運営していくにあ
たっての責任と公的な役割を自覚し、適切な準備運営体制を備えた、公正で信頼され
る大会運営組織を設立することが前提となります。

そこで、本設立準備会では、準備運営体制の構築にあたり必要な事項を取りまとめ
ることを目的として、法律・会計の専門家の助言を得ながら議論・検討を行ってまい
りました。

この度、これまでの議論・検討を踏まえ、現段階における取組の方向性について、
今後の更なる検討事項も含め「中間の整理」としてとりまとめ、報告します。
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2025年世界陸上の大会運営組織に関する議論・検討は、「スポーツ団体ガバナンスコー
ド」を踏まえることとした。

本コードは「スポーツ基本法」の趣旨を踏まえ、令和元年にスポーツ庁により策定された。
スポーツ団体における適正なガバナンスを確保し、単なる不祥事事案の未然防止にとどまら
ず、スポーツの価値が最大限発揮されることを目的とし、組織運営の原則・規範となるもの
である。中央競技団体などを対象に策定されたものであるが、大会運営組織は、都民・国民
から信頼されるしっかりとしたガバナンスの確保が求められるため、これを準用することと
した。

本コードに掲げられた諸原則を踏まえ、コンプライアンスに十分配慮した仕組の構築、主
体的な情報発信、開催ビジョンの作成の３つの観点から論点整理を行った。

設立準備会としての論点整理

［ガバナンスコードの規定］ ※以下の番号は「スポーツ団体ガバナンスコード」の原則の番号と同様

１ 組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである

２ 適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである

３ 組織運営等に必要な規定を整備すべきである

４ コンプライアンス委員会を設置すべきである

５ コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである

６ 法務、会計等の体制を構築すべきである

８ 利益相反を適切に管理すべきである

９ 通報制度を構築すべきである

７ 適切な情報開示を行うべきである

Aコンプライアンスに十分配慮
した仕組みの構築

※ガバナンスコード原則11「選手、指導者等の間の紛争解決」及び13「地方組織等に対するガバナンス」は、大会運営組織には馴染まない。
また、原則10「懲罰制度」及び12「危機管理・不祥事対応体制」は、Ａ コンプライアンスに十分配慮した仕組みの構築の論点に内包

C開催ビジョンの作成

B主体的な情報発信



目次

A コンプライアンスに十分配慮した仕組みの構築 P 5

原則２ 適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである P 6

原則３ 組織運営等に必要な規程を整備すべきである P 8

原則４ コンプライアンス委員会を設置すべきである

原則５ コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである P 9

原則９ 通報制度を構築すべきである

原則６ 法務、会計等の体制を構築すべきである P11

原則８ 利益相反を適切に管理すべきである P15

B 主体的な情報発信 P17

原則７ 適切な情報開示を行うべきである P18

C 開催ビジョンの作成 P20

原則１ 組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである P21
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A

コンプライアンスに

十分配慮した仕組みの構築

5



原則２

●原則２に関するガバナンスコードでの指摘

・従来、スポーツ団体の運営を担う役員人事を巡っては、派閥・学閥や年功序列等によ
る組織的慣行が存在

・しかし、理事については、資質や能力を適切に確認するとともに、多様な意見を反映
できる構成とすることが重要

●原則２を世界陸上・大会運営組織に適用するにあたっての委員等からの意見

・役員等がいないと大会運営組織設立にあたって必要な定款等も作成できない。

役員等の選任は早期に進める必要がある

・役員等の選考に関して公平に選任するために、外部有識者を加えた役員等選考委員会

を設置すべき

・理事、監事といった役員だけではなく、評議員も役員等選考委員会で選考することも
考えられる

・役員等選考委員会の委員について、独立性だけではなく、年齢や性別、職業等の多様
性を勘案することも重要である

6

適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである



●大会運営組織設立に向けた現段階の考え方

＜役員等選考委員会＞

・大会運営組織設立に向け、設立時の役員及び評議員を公正かつ適切に選任するため、
役員等選考委員会を早期に設置する

・役員等選考委員会は、外部専門家を含む多様な委員で構成する

＜役員等選任方針＞

・役員等選考委員会において、ガバナンスコードに定めた外部理事の目標割合（２
５％以上）、女性理事の目標割合（４０％以上）を達成することを前提に、より適
切な役員（理事・監事）及び評議員の選任を行うための方針（「役員等選任方針」
という。）を議論し、策定する。

＜理事会等の規模＞

・理事会の規模が過大になると、重要な役割・職責に対する各理事等の自覚が希薄化
し、活発な議論が行われにくくなり、会議体として機能不全に陥るおそれがあるこ
とから、実効性を担保するための適正規模を検討する。
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原則３

●原則３に関するガバナンスコードでの指摘

・法人形態や事業内容によって適用される法令は異なるが、いかなる法令でも遵守でき
る体制を構築することが必要

・組織運営に必要な規程を設けることにより、意思決定の公正性や透明性を確保するこ
とが可能となる。

●原則３を世界陸上・大会運営組織に適用するにあたっての委員等からの意見

・設立準備会での議論、各種法令、ガバナンスコード等を踏まえて、大会運営組織が

設立される前に、着実に各種規程類の整備を行うことが必要

●大会運営組織設立に向けた現段階の考え方

・法人設立や運営に必要な規程（定款、事務局規程、会計処理規程等）を整理・公表

・加えて、コンプライアンスや利益相反、契約・調達、内部通報、情報公開等、設立準
備会や作業部会の議論を踏まえて、公正性や透明性の向上に必要な規程を整理・公表

8

組織運営等に必要な規程を整備すべきである



原則４

●原則４・５・９に関するガバナンスコードでの指摘

・スポーツ団体においては、役職員等による不適切な会計処理などにより、信頼が損
なわれる事案が発生

・コンプライアンスの実践は、スポーツ団体が多様なステークホルダーや国民・社会
からの信頼を得て、安定的かつ持続的に組織運営を行う上での基盤

・ガバナンスコードでは、コンプライアンス委員会の定期開催によりコンプライアン
ス強化に係る計画策定、状況点検等とともに役職員へのコンプライアンス教育の実
施を規定

●原則４・５・９を世界陸上・大会運営組織に適用するにあたっての委員等からの意見

・コンプライアンス委員会について、大会運営組織から独立させるのか内部に置くか、
通報制度とも併せて検討が必要

・通報制度は、組織内部の通報により違法行為を未然に防止するものであり、外部の
法律事務所等、独立性を確保することが重要。一方で、法律事務所の活用にはコス
トを要するため、コンプライアンス委員会を窓口とする方法もある

9

コンプライアンス委員会を設置すべきである

原則５ コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである

原則９ 通報制度を構築すべきである



●大会運営組織設立に向けた現段階の考え方

＜コンプライアンス委員会＞

・コンプライアンス委員会を設置する

・弁護士、公認会計士等を構成員とする

＜コンプライアンス教育＞

・職員だけでなく役員も含め、コンプライアンス委員会による継続的なコンプライア
ンス教育を実施

＜通報制度＞

・通報制度については、内部の違反行為又はこれに関連する違反行為を早期に発見し、
自浄作用を機能させるという重要な役割がある。通報窓口を有効に機能させるため
に、その独立性、中立性等を考慮の上、設置場所について、引き続き検討

10

（イメージ図）

理 事 会（役 員）
コンプライアンス委員会

・弁護士
・公認会計士 等

教育/提言

事 務 局（職 員）

教育

大会運営組織会長



原則6

●原則６に関するガバナンスコードでの指摘

・スポーツ団体は、公的資金による支援を受けているほか、多くのステークホルダーか
らの登録料、協賛金、寄付金等の資金も受領して活動しており、それらの資金の使途
については、極めて高い公正性と透明性の保持が必要

●原則６を世界陸上・大会運営組織に適用するにあたっての委員等からの意見

＜契約・調達の管理＞

・外部の有識者を含む委員会を設置し、契約・調達の経過を監督する体制が必要

・入札等実施前にチェックする視点だけでなく、入札手続き等を含めその後の契約締結
に至るプロセスをチェックする視点もある。

・支出面だけでなく、スポンサー契約といった収入面を含めた仕組みの検討が必要

・支出金額別の契約手法の設定や第三者委員会における監督範囲など、業務が滞らない
ようにする視点も重要

<監査体制＞

・監事の機能・大会運営組織内部のチェック機能・内部けん制機能をいかに有効に保つ
かということが重要

・組織体制だけでなく、問題発生時の対応を定めた規程や管理マニュアルが必要
11

法務、会計等の体制を構築すべきである



●大会運営組織設立に向けた現段階の考え方

＜契約・調達の管理＞

・契約・調達は、行政の仕組みを参考に、一定金額以上の案件に入札を適用する等、契
約・調達制度を構築

・外部の専門家を含む契約・調達管理委員会を設置し、契約と調達を、収入・支出の両
面において内容・プロセス等を監督する

（イメージ図）

12

大会運営組織

理事会

担当部署
（仕様内容検討・予算確保）

企業

②入札公告

⑥´一定額以上の
契約案件は理事会で決議

①案件付議

⑦契約締結

契約・調達管理委員会
（委員として外部の専門家が参加）

⑥ 決定
（規則に基づく）

⑤審議・答申 ③入札実施

④落札者決定
事務局



＜三様監査体制の構築＞

・会計監査人を、適切な会計処理をより強力な体制で担保するため設置する（大会運
営組織では、法令上の根拠の有無に関わらず、体制強化の観点から設置する）

・内部監査/監事監査/会計監査人監査の連携による「三様監査体制」を構築する

・監査の実効性を高めるべく、監事や内部監査の連携体制について引き続き検討する

（イメージ図）

13

評 議 員 会

理 事 会 監 事

会計監査人

業務執行理事（CEO）

選任・解任

報告 選定・解職

監査

選任・解任

内部監査部門

事務局

代表理事

監督

監査

承認 連携

監査

報告

連携

連携



≪その他継続検討事項≫

〇 重層的なチェックの在り方

・契約・調達管理委員会の開催や三様監査体制の構築等により組織としての自立的な
チェック機能を確保しつつ、適正な準備運営体制の構築に関し、東京2020大会の共同
実施事業管理委員会等を参考に、第三者的なチェック機能として、都など公的セク
ターの関与を今後検討

14



原則８

●原則８に関するガバナンスコードでの指摘

・国民・社会からの信頼を醸成するためには、利益相反へ適切に対応することが重要
であり、法令上の要求を踏まえ、スポーツ団体における利益相反への適切な対応が
必要

・一方、どのような取引が利益相反関係に該当するか、どのような価値判断に基づき
利益相反取引の妥当性を検討すべきか、基準が必ずしも明確ではないことから、規
程等を定め、利益相反の適切な管理を実践することが重要

●原則８を世界陸上・大会運営組織に適用するにあたっての委員等からの意見

・利益相反取引は、取引自体が禁止されているものではないが、法令上の問題がない
ことが組織運営上問題ないということではないため、組織として利益相反取引の範
囲をどの程度定義するか検討が必要

・利益相反取引の規程を策定することに加え、行動規範やコンプライアンス規程など
を策定し、コンプライアンスに関する教育が必要

15

利益相反を適切に管理すべきである



●大会運営組織設立に向けた現段階の考え方

・法令上定義されている利益相反取引に加え、適切な該当範囲等を定めた利益相反取引
に関する規程を日本サッカー協会等の事例も参考に検討

・利益相反取引に関し、役職員への継続的な教育や取引の適正性を管理できる仕組みを
検討

16

（目的）
第１条 本規則は、公益財団法人日本サッカー協会（以下「本協会」という。）

の利益相反取引及び競業取引（以下「利益相反取引等」という。）を適切に管理
するために必要な事項を定め、本協会の事業が公正に行われることを目的とする。

（適用範囲）
第２条 本規則の適用対象者は、以下の各号の全てとする（以下、本規則において
「役職員」という。）。
（１）定款第 16 条に定める評議員
（２）定款第 25 条第 1 項に定める役員（理事及び監事）
（３）就業規則第 3 条第 1 項に定める職員（正職員、契約職員、再雇用職員及び
パートタイム職員）

（利益相反取引等の定義）
第３条 本規則において、利益相反取引等とは次の各号に掲げる行為をいう。原則
として、行為の外形のみから判断するものとし、また、その行為の種類を問わな
い。
（１）役職員、役職員の配偶者及び一親等の親族並びにこれらの者が代表者を務
める法人（評議員が代表者を務める加盟団体及び加盟チームを除く。以下、「役
職員等」という。）が、自己又は第三者のために行う本協会の事業の部類に属す
る取引。
（２）役職員等が、自己又は第三者のために本協会と直接行う取引。
（３）本協会が役職員等の債務を保証すること、その他役職員等以外の者との間
において本協会と当該役職員等との利益が相反する取引。

（役職員の義務）
第４条 本協会の評議員が、利益相反取引等に該当する又は該当する可能性がある

取引を行う場合には、その取引について重要な事実を開示し、事前に専務理事の
承認を得なければならない。
２ 本協会の役員が、利益相反取引等に該当する又は該当する可能性がある取引を
行う場合には、その取引について重要な事実を開示し、事前に理事会の承認を得
なければならない。
３ 本協会の職員が、利益相反取引等に該当する又は該当する可能性がある取引を
行う場合には、その取引について重要な事実を開示し、事前に専務理事の承認を
得なければならない。
４ 本協会の役職員は、事情の変更により利益相反取引等が生じる場合には速やか
に本協会に報告するものとする。その場合は、第１項及び第２項に準じて承認を
得なければならない。

（考慮要素）
第５条 前条第 1 項又は第 2 項に定める承認の申請を受けた者は、以下を含めた諸
要素を考慮した上で、取引が本協会の利益になると総合的に判断した場合には、
当該申請を承認することができる。
（１）当該取引が本協会にとって必要不可欠であること
（２）当該取引が本協会の利益を最大化できる見込みであること
（３）当該取引により当該対象者が不当に利益を得ているとはいえないこと
（４）当該取引により本協会の公平性に疑念が生じるとはいえないこと

（適切な利益相反取引管理）
第６条 本協会の役職員は、自己以外の役職員等の利益相反取引等を発見した場合
には、速やかに本協会に報告し、本協会において適切な利益相反取引等の管理が
行われるよう努める。

―（略）―

（参考）公益財団法人日本サッカー協会 利益相反取引等管理規則（抄） ※公益財団法人日本サッカー協会のホームページより引用



B

主体的な情報発信

17



原則7

●原則７に関するガバナンスコードでの指摘

・スポーツ団体は、多くのステークホルダーと関わり、大きな社会的影響力を有する
ことから、国民・社会に対して適切な説明責任を果たすことが求められる

・このような観点から、スポーツ団体は、組織運営の透明性を確保し、適正なガバナ
ンスを実現するとともに、ガバナンスコードの遵守状況に関する情報を主体的に開
示することが重要

●原則７を世界陸上・大会運営組織に適用するにあたっての委員等からの意見

・法律で定められている事項は当然として、組織の重要な決定や世の中の関心の高い
事項についても公表を検討していく必要あり

・公表は大事だが、商取引における秘密は守られる必要がある。例えば、契約の観点
からいえば、入札の場合、応札者数は公開しても問題ないが、落札金額等の公開は、
取引相手との信頼関係を損ねる恐れがあり、慎重な対応が必要ではないか。

・情報開示をできるだけ進めるべきという意見が様々ある中で、事業者間の秘密保持
契約による制約もある。公正性を担保するため、三様監査体制や契約・調達管理委
員会等、第三者によるチェックの過程を公表するなどしてはどうか。

18

適切な情報開示を行うべきである



●大会運営組織設立に向けた現段階の考え方

・法定事項に加え、役員報酬・会計等の組織運営に関する各種規定、理事会の意思

決定プロセス等、組織の重要な決定や世の中の関心の高い事項を積極的に発信

・意見聴取や大会参加等といった都民・国民が参画できる仕組みを構築

・公正性を担保できる情報公開の仕組みを今後検討

（検討に当たっての視点）

・原則公開を基本としつつ、非公開とする必要がある情報については、その理由

を含め考え方を整理

・特に、契約関係の情報については、民間企業の経営上の視点等も含め、公開

可能な情報範囲について整理するとともに、非公開情報についても、その

公正性を担保できる仕組みの構築を検討

19



C

開催ビジョンの作成

20



設立準備会 大会運営組織

承
継

開催ビジョンの策定

キャッチコピー等の策定

各種計画策定・実行

2025年世界陸上を都民・国民に親しまれる大会とし、
また円滑な大会運営を推進するためには、

大会運営組織として、大会の開催ビジョン(将来のあるべき姿)を掲げた上で、
ビジョンに基づき一貫した行動指針や各種計画を構築することが重要

大会運営組織設立及び開催ビジョンの策定に先立ち、
設立準備会にて、開催ビジョンの議論・検討のための素材を収集し、

大会の意義・使命に繋がる「視点」や「着想」などを、大会運営組織に承継する

議論・検討のための
素材の収集

大会の意義・使命に
繋がる「視点・着想」

組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである

●求められる背景

21

原則１



主 催：ワールドアスレティックス（WA／世界陸連）

会 期：2025年8～9月

会 場：東京・国立競技場

参加国数：約210ヵ国・地域

選 手 数：約2,000名

種 目 数：49種目（男子24種目、女子24種目、男女混合１種目）

<ポイント>

200を超える国・地域から2,000名のトップアスリートが集まる
世界最高峰の陸上競技大会

東京2020大会で無観客であった国立競技場での有観客開催

東京では、1991年大会以来２回目の開催。複数開催は、第１回開催都市である
ヘルシンキ（フィンランド）と並び、史上２都市目。大阪2007大会と合わせて
日本としては３回目の開催となり、国単位では史上最多。

概要

22

●大会概要の確認



国際的スポーツ大会のスケジュール

 2025年世界陸上を挟み、３年連続で陸上競技に関連する国際スポーツ大会が日本で開催
 2025年は、東京で世界陸上に加え、デフリンピックを開催

東京、日本で
スポーツ・陸上の注目を

高める好機

日本国内での国際的スポーツ大会をめぐる情勢

東京2020大会の経験を踏まえ
スポーツを

見る人も、する人も、支える人も
誇れる環境を整備する契機

 東京2020大会は、大会史上初の延期という困難を乗り越
え、都民・国民をはじめ関係者の協力を得て、2021年夏
に開催が実現された。

 一方で、大会の開催にあたっては、ポジティブなもの、
ネガティブなものも含め、様々な意見が寄せられてきた。

【ポジティブ事例】
・スポーツが世界全体にポジティブなインパクトを与えることが

出来ることを示した。
・コロナ禍での開催は、東京、日本だからこそ出来た。
・日本人ボランティアが本当に素晴らしかった。
【ネガティブ事例】
・東京五輪の無観客について本当に残念。子供達に見せたかった。
・ガバナンスに改善の余地があった。 23

●大会を取り巻く環境



○ビジョン

“陸上競技とアスリートが持つ力とアクセシビリティを活用し、

より健康的で相応しい世界を実現する“

〇ミッション

GROW ― 陸上競技というスポーツを成長させ、人々の生活や地域社会の生活に根付かせる。

INSPIRE ― 才能あるアスリートが世界を楽しませ、感動させることができるように、 グロー

バルで魅力的でアクセスしやすい大会、イベント、アクティビティを確立する。

LEAD   ― 勇敢なリーダーシップの下、世界中で陸上競技を広めるパートナーシップを

尊重し、ガバナンスの利いたスポーツ団体の最良の例を示す。 24

STRATEGY FOR GROWTH（2020年１月、WA）より抜粋

●各主体の取組 -ワールドアスレティックスの計画・方針-

WORLD PLAN FOR ATHLETICS（2021年11月、WA）より抜粋

〇６つの主要な取組

・陸上競技の魅力を高める革新的な取り組みを行う

・世界中の子供たちが陸上競技に参加できる機会を設ける ・陸上競技に参画する人材の輪を広げる

・陸上競技のファンを理解し、魅了する ・陸上競技を通じて、様々なグローバル活動に参画する

・成長に向けて関係団体等と有意義な提携を推進していく



陸上競技はすべてのスポーツの基礎

シンプルだからこそ人々に感動と共感を与える

アクティブなライフスタイルを実現

陸上競技の価値

○東京2025世界陸上を象徴化する３S

Spectacular：満員の国立競技場

Superb ：経験とノウハウを生かしたハイレベルな競技会運営

Synergetic  ：過去・現在・未来を統合し、陸上の力を拡張

【開催意義】

①アスリートの活躍や感動を体感 ②日本・東京のプレゼンス向上

③経済の活性化（日本陸連試算経済波及効果：約500億円）

国際競技力の向上

ウェルネス陸上の実現（すべての人がすべてのライフ

ステージにおいて陸上競技を楽しめる環境をつくる）

ミッション

【大会を契機とした取組】

大会後にレガシーが残せるよう、関係者と連携して実現を検討

・日本陸連主催大会への都民観戦招待 ・アスリートとの交流 ・子供たちの観戦招待

・練習会場を子供たちが見学 ・東京2020大会を経験したボランティアの参画

・運営補助ボランティアへの中高生の参画 ・陸上・ランニング教室の開催 25

JAAF VISION 2017（2017年５月、日本陸連）より抜粋

招致における考え方

日本陸連のプレスリリース（2022年５月25日付）より抜粋

●各主体の取組 -日本陸連の計画・方針-



子供、教育、女性活躍、長寿、働き方、多様性、コミュニティ、防災、暮らしの安心、
まちづくり、交通ネットワーク、スマート東京、ビジネス・研究開発、スタートアップ、
産業、水と緑、環境都市、文化・エンターテインメント、スポ―ツ、全国連携

東京 2020 大会の成果を今後どうスポーツの振興に活かし、都市の中で根付かせていくか、

その姿を示すためとりまとめたもの。

（以下、ビジョンに記載されている今後の取組より抜粋）

＜国際スポーツ大会の誘致・開催＞

・スポーツの力に触れる場を広げる ・国際スポーツ都市・東京の魅力をPR

・子供たちがトップアスリートの活躍に触れ、スポーツの価値を学ぶ場を提供

・間近で国際スポーツ大会を観戦しスポーツへの関心を高める場を都民に提供

＜東京のアスリートの活躍＞

・東京のアスリートを強化し､競技力向上の成果を､アスリートの地域での活躍に活かす

・スポーツの裾野拡大やスポーツ実施率の向上につなげていく

＜ボランティア文化の定着＞

・スポーツ分野の活動機会の確保 ・各学校でのボランティア活動の実施

都が目指す2040年代の20の「ビジョン」

26

●各主体の取組 -東京都のスポーツ関連計画・方針-

「未来の東京」戦略（2021年３月、東京都政策企画局）より抜粋

TOKYOスポーツレガシービジョン（2022年１月、東京都旧ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ準備局）



１ 東京オリ・パラ大会のスポーツレガシーの継承・発展に資する重点施策

・持続可能な国際競技力の向上 ・共生社会の実現や多様な主体によるスポーツ参画の促進

・スポーツを通じた国際交流・協力 ・大規模大会の運営ノウハウの継承

・地方創生・まちづくり ・スポーツに関わる者の心身の安全・安心確保

２ スポーツの価値を高めるための第３期計画の新たな「３つの視点」を支える施策

・スポーツを「つくる／はぐくむ」 ・スポーツで「あつまり、ともに、つながる」

・スポーツに誰もがアクセスできる

３ 今後５年間に総合的かつ計画的に取り組む12の施策

①多様な主体におけるスポーツの機会創出 ②スポーツ界におけるDXの推進

③国際競技力の向上 ④スポーツの国際交流・協力 ⑤スポーツによる健康増進

⑥スポーツの成長産業化 ⑦スポーツによる地方創生、まちづくり

⑧スポーツを通じた共生社会の実現 ⑨スポーツ団体のガバナンス改革・経営力強化

⑩スポーツ推進のためのハード、ソフト、人材 ⑪スポーツを実施する者の安全・安心の確保

⑫スポーツ・インテグリティの確保

27

●各主体の取組 –国のスポーツ関連計画・方針-

第３期スポーツ基本計画（ 2022年３月、スポーツ庁）より抜粋



陸上競技の魅力

□世界最高峰 □世界中で放映

□選手2,000名 □200以上の国・地域

□多数のボランティア参加

□新しい国立競技場で開催

□男女平等（競技数同一） など

世界陸上の特色

□運動の原体験

（走る・跳ぶ・投げる）

□アクセシビリティ

（いつでも、誰でも）

□健康的 など

2025年世界陸上は、WA、日本陸連、東京都、国の各主体がそれぞれ掲げる計画・取組を推
進する絶好の機会であり、「陸上競技の魅力」及び「世界陸上の特色」を踏まえ、大会の意
義・使命につながる「視点」や「着想」などを、大会運営組織に承継する

28

今後、設立準備会・作業部会で

スポーツや陸上競技の発展に加え、

健康増進や共生社会の実現、経済の活性化等の「視点」「着想」などを

幅広に議論していく

●2025年世界陸上の大会の開催ビジョン策定に向けて



29

最終報告に向けて

以上の通り、本準備会の現段階の検討の成果として、

A コンプライアンスに十分配慮した仕組みの構築

B 主体的な情報発信

C 開催ビジョンの作成

の３つの観点から、中間の整理を行った。

具体的な取組について、「スポーツ団体ガバナンスコード」の原則を踏まえ方向性

を整理しつつ、特にコンプライアンスの面で、原則を上回る取組として、適切な役員

等の体制整備に向けた「役員等選任方針」の策定や、契約内容・プロセス等を監督する

「契約・調達管理委員会」の設置なども盛り込んだ。

一方、契約管理面における、スポンサー契約といった収入面も含めた仕組みの検討

や、情報公開の仕組みの検討など、更なる検討が必要な課題も残されている。

今後、専門家等へのヒアリングも行いながら議論・検討を進めるとともに、今月18

日に国が立ち上げたPT（大規模な国際又は国内競技大会の組織委員会等のガバナンス体
制等の在り方検討プロジェクトチーム）や、都が今後立ち上げる有識者会議の検討状況

も参考に、最終報告をとりまとめていく。
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公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 定款 

 

 

第１章 総則 

 

（名称） 

第１条 当法人は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会と称

し、仏語では、le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo、

英語では、The Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Gamesと表示

する。 

 

（事務所） 

第２条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。 

 

第２章 目的及び事業 

 

（目的） 

第３条 当法人は、２０２１年に開催される第３２回オリンピック競技大会及び第１６回パラ

リンピック競技大会（以下、「競技大会」という。）の準備及び運営に関する事業を行い、も

って大会の成功に期することを目的とする。 

 

（事業） 

第４条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。 

（１） 競技大会の準備及び運営に関する事業 

（２） 競技大会の準備及び運営について内外の関係機関、団体等との連絡及び協力に関す

る事業 

（３） その他当法人の目的を達成するために必要な事業 

２ 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。 

 

第３章 資産及び会計 

 

（財産の拠出） 

第５条 当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。 

（１） 設立者 東京都 

現金 １億５千万円 
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（２） 設立者 公益財団法人日本オリンピック委員会 

現金 １億５千万円 

 

（基本財産） 

第６条 当法人の基本財産は、第４条に規定する事業を行うために不可欠なものであって、前

条に掲げる財産及び評議員会で決議した財産をもって構成する。 

２ 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、当法人の目的を達成するために

善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとすると

き及び基本財産から除外しようとするときは、評議員会において決議を得なければならない。 

 

（事業年度） 

第７条 当法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

（事業計画及び収支予算） 

第８条 当法人の事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなけれ

ばならない。これを変更する場合も、同様とする。 

２ 前項の書類については、主たる事業所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一

般の閲覧に供するものとする。 

 

（事業報告及び決算） 

第９条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、

監事の監査を受け、かつ、第３号から第７号までの書類について会計監査人の監査を受けた

上で、理事会の承認を受けなければならない。 

（１） 事業報告 

（２） 事業報告の附属明細書 

（３） 貸借対照表 

（４） 損益計算書（正味財産増減計算書） 

（５） 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書 

（６） 財産目録 

（７） キャッシュ・フロー計算書 

２ 前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号、第４号、第６号及び第７号の書類につ

いては、定時評議員会に提出し、その内容を報告するものとする。ただし、一般社団法人及

び一般財団法人に関する法律施行規則第６４条において準用する同規則第４８条に定める要

件に該当しない場合には、第１号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議

員会の承認を受けなければならない。 
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３ 第１項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備え置き、一般の閲覧に供すると

ともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 

（１） 監査報告 

（２） 会計監査報告 

（３） 理事及び監事並びに評議員の名簿 

（４） 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 

（５） 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記

載した書類 

 

（公益目的取得財産残額の算定） 

第１０条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第４８条の

規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、

前条第３項第５号の書類に記載するものとする。 

 

第４章 評議員 

 

（評議員の定数） 

第１１条 当法人に、評議員３名以上７名以内を置く。 

２ 評議員は、理事及び監事を兼務することはできない。 

 

（評議員の選任及び解任） 

第１２条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８

年法律第４８号。以下「一般法人法」という。）第１７９条から第１９５条の規定に従い、評

議員会において行う。 

２ 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。 

（１） 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の３分

の１を超えないものであること。 

イ 当該評議員及びその配偶者又は３親等内の親族 

ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

ハ 当該評議員の使用人 

ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によ

って生計を維持しているもの 

ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者 

ヘ ロからニまでに掲げる者の３親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするも

の 

（２） 他の同一の団体（公益法人を除く。）の次のイからニに該当する評議員の合計数が評
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議員の総数の３分の１を超えないものであること。 

イ 理事 

ロ 使用人 

ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めの

あるものにあっては、その代表者又は管理人）又は業務を執行する社員である者 

ニ 次に掲げる団体においてその職員（国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。）

である者 

①国の機関 

②地方公共団体 

③独立行政法人通則法第２条第１項に規定する独立行政法人 

④国立大学法人法第２条第１項に規定する国立大学法人又は同条第３項に規定する大学

共同利用機関法人 

⑤地方独立行政法人法第２条第１項に規定する地方独立行政法人 

⑥特殊法人（特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務

省設置法第４条第１５号の規定の適用を受けるものをいう。）又は認可法人（特別の法

律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。） 

 

（評議員の任期） 

第１３条 評議員の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

２ 評議員は、任期の途中においても辞任することができる。 

３ 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員

の任期の満了する時までとする。 

４ 評議員が第１１条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任し

た評議員は、退任した後も、新たに選任された評議員が就任するまで、なお評議員としての

権利義務を有する。 

 

（評議員の報酬等） 

第１４条 評議員は、無報酬とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、評議員がその職務を行うための費用を当法人が負担することが

できる。 

 

第５章 評議員会 

 

（構成） 

第１５条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 
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（権限） 

第１６条 評議員会は、次の事項について決議する。 

（１） 理事、監事及び会計監査人の選任及び解任 

（２） 理事及び監事の報酬等の額 

（３） 評議員に対する報酬等の支給の基準 

（４） 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認 

（５） 定款の変更 

（６） 残余財産の処分 

（７） 基本財産の処分又は除外の承認 

（８） 重要な財産の処分又は譲受け 

（９） 重要な事項として理事会が評議員会に付議した事項 

（１０） その他評議員会で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項 

 

（開催） 

第１７条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の２種類とする。 

２ 定時評議員会は、毎事業年度終了後３か月以内に１回開催する。 

３ 臨時評議員会は、必要がある場合に開催することができる。 

 

（招集） 

第１８条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招

集する。 

２ 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の

招集を請求することができる。 

 

（招集の通知） 

第１９条 会長は、評議員会の開催日の５日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、

目的である事項を記載した書面又は評議員の承諾を得た電磁的方法により通知しなければな

らない。 

２ 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、

評議員会を開催することができる。 

 

（議長） 

第２０条 評議員会は、互選により、評議員のうちから議長１名及び副議長１名を選任する。 

２ 議長に事故あるときは、副議長がこれにあたる。 

３ 議長及び副議長に事故あるときは、その評議員会に出席した評議員の互選により定める。 
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（決議） 

第２１条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過

半数が出席し、その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除

く評議員の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければならない。 

（１） 監事の解任 

（２） 評議員に対する報酬等の支給の基準 

（３） 定款の変更 

（４） 基本財産の処分又は除外の承認 

（５） その他法令で定められた事項 

３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第１項の決議を行わ

なければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第２３条に定める定数を上回る場合に

は、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任

することとする。 

４ 前３項の規定にかかわらず、一般法人法第１９４条の要件を満たしたときは、評議員会の

決議があったものとみなす。 

 

（議事録） 

第２２条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 議長及び副議長は、前項の議事録に署名若しくは記名押印する。 

 

第６章 役員及び会計監査人 

 

（役員及び会計監査人の設置） 

第２３条 当法人に、次の役員を置く。 

（１） 理事３名以上４５名以内 

（２） 監事１名以上３名以内 

２ 理事のうち１名を会長とし、会長以外の理事の中から副会長、専務理事、常務理事を置く。 

３ 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、専務理事及び理事会の決議によって業

務執行理事として選定された理事をもって一般法人法第１９７条において準用する一般法人

法第９１条第１項第２号の業務執行理事とする。 

４ 当法人に会計監査人を置く。 

 

（役員及び会計監査人の選任） 

第２４条 理事、監事及び会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。 
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２ 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって選定する。 

 

（理事の職務及び権限） 

第２５条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行す

る。 

２ 会長は、法令及び本定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行し、副

会長は、会長を補佐し、専務理事及び理事会の決議によって業務執行理事として選定された

理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行し、常務理事は

専務理事を補佐する。 

３ 会長、専務理事及び理事会の決議によって業務執行理事として選定された理事は、毎事業

年度に４か月を超える間隔で２回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければな

らない。 

 

（監事の職務及び権限） 

第２６条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成

する。 

２ 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べることができる。 

３ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の

状況の調査をすることができる。 

 

 （会計監査人の職務及び権限） 

第２６条の２ 会計監査人は、法令で定めるところにより、当法人の貸借対照表及び損益計算

書（正味財産増減計算書）並びにこれらの附属明細書、財産目録並びにキャッシュ・フロー

計算書を監査し、会計監査報告を作成する。 

２ 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対

し、会計に関する報告を求めることができる。 

（１） 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面 

（２） 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電

磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの 

 

（役員及び会計監査人の任期） 

第２７条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

２ 監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員

会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

３ 理事又は監事は、任期の途中においても辞任することができる。 
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４ 補欠として選任された理事又は監事の任期は前任者の任期の満了する時までとする。 

５ 理事又は監事が第２３条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により

退任した理事又は監事は、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理

事又は監事としての権利義務を有する。 

６ 会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなか

ったときは、再任されたものとみなす。 

 

（役員及び会計監査人の解任） 

第２８条 理事又は監事が次の各号の一に該当するときは、評議員会の決議によって解任する

ことができる。 

（１） 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

（２） 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

２ 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することが

できる。 

（１） 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

（２） 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。 

（３） 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

３ 監事は、会計監査人が、前項第１号から第３号までのいずれかに該当するときは、監事全

員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は解任した旨及び解

任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。 

 

（役員の報酬等） 

第２９条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事と業務を執行した理事に対して

は、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支

給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 

 

第７章 理事会 

 

（構成） 

第３０条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

 

（権限） 

第３１条 理事会は、本定款に定めるもののほか、次の職務を行う。 

（１） 当法人の業務執行の決定 

（２） 理事の職務の執行の監督 
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（３） 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職 

（４） その他理事会で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項 

 

（招集） 

第３２条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。 

２ 理事会を招集しようとするときは、会長は、理事会の開催日の５日前までに、各理事及び

監事に対し、理事会の目的である事項並びに日時及び場所、その他必要な事項を記載した文

書により通知を発しなければならない。 

３ 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他

の理事が理事会を招集する。 

４ 理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することがで

きる。 

 

（議長） 

第３３条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。 

２ 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長がこれにあたる。 

 

（決議） 

第３４条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が

出席し、その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、一般法人法第１９７条において準用する一般法人法第９６条の

要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 

 

（報告の省略） 

第３５条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した

場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第１９

７条において準用する一般法人法第９１条第２項の規定による報告については、この限りで

ない。 

 

（議事録） 

第３６条 理事会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 

 

第８章 名誉会長 

 

（名誉会長） 
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第３７条 当法人は、任意の機関として、必要に応じて名誉会長を置くことができる。 

２ 名誉会長は、会長の諮問に応え、理事会において意見を述べることができる。ただし、当

法人の業務執行に関する権限を有するものではない。 

３ 名誉会長は、会長が決定し、理事会において報告する。 

４ 名誉会長は、無報酬とする。 

 

第９章 顧問会議 

 

（顧問会議） 

第３８条 当法人は、任意の機関として、顧問からなる顧問会議を置くことができる。 

２ 顧問会議は、当法人の運営に関し、各界からの幅広い意見を踏まえた助言をすることがで

きる。ただし、当法人の業務執行に関する権限を有するものではない。 

３ 顧問会議には、最高顧問、議長、特別顧問を置くことができる。 

４ 最高顧問、議長、特別顧問及び顧問の選任及び解任は、会長が決定し、理事会において報

告する。 

５ 顧問は、無報酬とする。 

 

第１０章 専門委員会 

 

（専門委員会） 

第３９条 当法人は、任意の機関として、専門委員で組織される各種専門委員会を置くことが

できる。 

２ 各種専門委員会は、当法人の運営に関し、専門的な識見に基づく助言をすることができる。

ただし、当法人の業務執行に関する権限を有するものではない。 

３ 専門委員の選任及び解任は、会長が決定し、理事会において報告する。 

４ 専門委員は、無報酬とする。 

 

第１１章 参与 

 

 （参与） 

第４０条 当法人は、任意の機関として、参与を置くことができる。 

２ 参与は、事務総長の求めに応じ、専門的な識見に基づく助言をすることができる。ただし、

当法人の業務執行に関する権限を有するものではない。 

３ 参与の選任及び解任は、会長が決定し、理事会において報告する。 

４ 参与は、無報酬とする。 
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   第１２章 事務局 

 

（事務局の設置） 

第４１条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 

２ 事務局には、事務総長及びその他必要な職員を置く。 

３ 事務総長は、理事会において選任及び解任する。 

４ 事務総長以外の職員は、会長が任免する。 

５ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるものとする。 

 

第１３章 定款の変更及び解散 

 

（定款の変更） 

第４２条 本定款は、評議員会の決議によって変更することができる。当法人の目的、事業、

評議員の選任及び解任の方法についても、同様とする。 

 

（存続期間） 

第４３条 当法人は、２０２２年６月３０日をもって解散する。 

 

（公益認定の取消し等に伴う贈与） 

第４４条 当法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合

（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）には、評議員会の決議を経て、

公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日

から１箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号に

掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 

 

（残余財産の帰属） 

第４５条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益

社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号に掲げる法人又は国若しく

は地方公共団体に贈与するものとする。 

 

第１４章 公告の方法 

 

（公告の方法） 

第４６条 当法人の公告は、電子公告により行う。 

２ 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報

に掲載する方法による。 
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第１５章 補則 

 

（委任） 

第４７条 本定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会において定める。 

 

（法令の準拠） 

第４８条 本定款に定めのない事項は、一般法人法その他の法令に従う。 

 

 

附 則 

 

１ この定款は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第４条に定める公益認

定を受けることを停止条件として施行する。 

 

附 則 

 

１ この定款は、令和４年６月２７日から施行する。 
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- 1 -

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 

評議員会運営規程 

平成２９年７月３１日 

評 議 員 会 決 定 

第 １ 章 総 則 

（目 的） 

第１条 本規程は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

（以下「当法人」という。）定款第１６条に基づき、評議員会の運営に関し必要な事項を

定めることを目的とする。 

第 ２ 章 評議員会の招集の手続等 

（招集の手続） 

第２条 当法人定款第１８条第１項に基づき評議員会を招集する場合には、理事会の決議

によって、次の事項を定める。 

（１） 評議員会の日時及び場所

（２） 評議員会の目的である事項があるときは、当該事項

（３） 評議員会の目的である事項（当該目的である事項が議案となるものを除く。）に

係る議案の概要（議案が確定していない場合にあっては、その旨） 

２ 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年

法律第４８号。以下「一般法人法」という。）第１８０条第２項の規定により評議員が評

議員会を招集する場合にあっては、当該評議員は、前項各号に掲げる事項を定めるとと

もに、次条に定める招集の通知をしなければならない。 

（招集の通知） 

第３条 評議員会を招集するには、会長（前条第２項の場合にあっては、当該評議員）は、

評議員会の開催日の５日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事

項を記載した書面又は評議員の承諾を得た電磁的方法により通知をしなければならない。

ただし、会長に事故があるときは、副会長が招集する。 

（招集手続の省略） 

第４条 前条の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経るこ

となく、評議員会を開催することができる。 
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- 2 - 
 

 

第 ３ 章   評 議 員 会 の 議 事 

 

（評議員会の決議事項） 

第５条 評議員会は、公益法人法及び定款に定める次の事項を決議する。 

（１） 理事、監事及び会計監査人の選任及び解任 

（２） 理事及び監事の報酬等の額 

（３） 評議員に対する報酬等の支給の基準 

（４） 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認 

（５） 財産目録の承認 

（６） 定款の変更 

（７） 残余財産の処分 

（８） 基本財産の処分又は除外の承認 

（９） 重要な財産の処分又は譲受け 

（10） 重要な事項として理事会が評議員会に付議した事項 

（11） 設立者に帰属させた後になお残る残余財産の寄附先の決定 

（12） 合併、事業の全部又は一部の譲渡 

（13） 理事及び監事が評議員会に提出し、又は提供した資料を調査する者の選任 

（14） 評議員の請求により又は評議員により招集された評議員会においては、業務及

び財産の状況を調査する者の選任 

（15） 評議員会の延期又は続行 

（16） 前各号に定めるもののほか、法令に規定する事項及び当法人定款に定める事項 

２ 前項の規定にかかわらず、個々の評議員会においては、当該評議員会に係る招集通知

に記載又は記録された事項以外の事項については、決議することはできない。ただし、

前項(13)、(14)及び(15)に係る事項については、この限りではない。 

 

（議 長） 

第６条 評議員会は、互選により、評議員のうちから議長１名及び副議長１名を選任する。 

２ 議長に事故あるときは、副議長がこれにあたる。 

３ 議長及び副議長に事故あるときは、その評議員会に出席した評議員の互選により定め

る。 

 

（定足数） 

第７条 評議員会は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数

の出席がなければ、開催することができない。 

２ 議長は、評議員会の開会に際し、出席者数を確認しなければならない。 
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- 3 - 
 

 

（理事等の出席及び説明等） 

第８条 理事は、やむを得ない事由がある場合を除き、評議員会に出席しなければならな

い。 

２ 監事は、評議員会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べることができる。 

３ 当法人の職員及び弁護士等は、議長、理事又は監事を補助するため、議長の許可を得

て評議員会に出席することができる。 

４ 理事又は監事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められ

た場合には、議長の指示に従い、当該事項について必要な説明をしなければならない。

ただし、当該事項が当該評議員会の目的である事項に関しないものである場合又はその

説明をすることにより当法人その他の者の権利を侵害することとなる場合その他一般社

団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則（平成１９年法務省令第２８号）第５９

条各号に定める場合は、この限りでない。 

 

（議事録） 

第９条 評議員会の議事録は、法令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって

作成する。 

２ 評議員会の議事録には、別表に掲げる事項を記載する。 

３ 議長及び副議長は、前項の議事録に署名又は記名押印する。 

 

第 ４ 章   事 務 局 

 

（事務局） 

第１０条 評議員会の事務局事務は、企画財務局がこれを行う。 

 

第 ５ 章   雑 則 

 

（改 廃） 

第１１条 本規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。 

 

附 則 

 本規程は平成２６年１月２４日から施行する。 

附 則 

 本規程は平成２７年６月２９日から施行する。 

附 則 

 本規程は平成２９年７月３１日から施行する。 
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別 表 議事録記載事項 

 

１ 開催された日時及び場所（当該場所に存しない理事、監事又は評議員が評議員会に出

席をした場合における当該出席の方法） 

２ 議事の経過の要領及びその結果 

３ 決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評議員

の氏名 

４ 次の意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 

（１） 監事が監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べたとき 

（２） 監事を辞任した者が、辞任後最初に招集された評議員会に出席して辞任した旨

及びその理由を述べたとき 

（３） 監事が、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類等について調査の結果、

法令若しくは定款に違反し又は著しく不当な事項があるものと認めて、評議員会

に報告したとき 

（４） 監事が監事の報酬等について意見を述べたとき 

５ 評議員会に出席した評議員、理事又は監事の氏名又は名称 

６ 評議員会の議長が存するときは、議長の氏名 

７ 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 

 

17



- 1 -

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 

理事会運営規程 

平成２７年１月２３日 

理 事 会 決 定 

第 １ 章 総 則 

（目 的) 

第１条 本規程は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

（以下「当法人」という。）の定款第４７条に基づき、当法人の理事会の運営に関し必要

な事項を定めることを目的とする。 

第 ２ 章 理 事 会 の 招 集 

（招集者) 

第２条 理事会は会長が招集する。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

（平成１８年法律第４８号。以下「一般法人法」という。）及び定款に別段の定めがある

場合はその定めるところにより、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは副会長

（順次、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事）が理事会を招集する。 

２ 理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。 

（招集の通知） 

第３条 理事会を招集する者は、理事会の開催日の５日前までに、各理事及び監事に対し、

理事会の目的である事項並びに日時及び場所、その他必要な事項を記載した文書により

通知を発しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集

の手続を経ないで開催することができる。 

第 ３ 章 理 事 会 の 議 事 

（理事会の議長） 

第４条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 

２ 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長（順次、あらかじめ理事会の

定めた順序により他の理事）がこれに当たる。 
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（関係者の出席) 

第５条 理事会が必要と認めるときは、議事に関係を有する者の出席を求めて、その意見

を徴することができる。 

 

（決 議） 

第６条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数

が出席し、その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、一般法人法第１９７条において準用する一般法人法第９６

条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 

 

（報告の省略） 

第７条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知し

た場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法

第１９７条において準用する一般法人法第９１条第２項の規定による報告については、

この限りでない。 

 

（理事等の報告又は説明） 

第８条 議長は、議題付議の宣告後、必要と認めるときは、会長、専務理事、理事会の決

議によって業務執行理事として選定された理事及び監事又は議題若しくは当該議題に係

る議案の提案者に対し、その議題又は議案に関する事項の報告又は説明を求めることが

できる。この場合、会長、専務理事、理事会の決議によって業務執行理事として選定さ

れた理事及び監事又は議題若しくは議案の提案者は、議長の許可を得て、事務局職員等

の補助者に説明をさせることができる。 

２ 一般法人法第１９７条において準用する一般法人法第９３条第２項の規定により理事

から招集の請求があった場合は、議長は、その理事に議題の説明を求めなければならず、

また必要があるときは、会長、専務理事、理事会の決議によって業務執行理事として選

定された理事又は監事に対してこれに係る意見を述べさせなければならない。 

 

（議事録） 

第９条 理事会の議事については、書面をもって議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録には、別表に掲げる事項を記載しなければならない。 

 

第 ４ 章   理 事 会 の 権 限 

 

（決議事項） 

第１０条 理事会は、一般法人法及び定款に定める次の事項を決議する。 
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（１） 当法人の業務執行の決定 

（２） 理事の職務の執行の監督 

（３） 会長、副会長、専務理事及び常務理事並びに業務執行理事の選定・解職 

（４） 評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定 

（５） 多額の借入 

（６） 重要な使用人の選任・解任 

（７） 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止 

（８） 内部管理体制の整備 

（９） 理事が自己又は第三者のために行う競業取引、自己取引及び利益相反取引の承 

認 

（10） 事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類の

承認 

（11） 事業報告及び計算書類等の承認 

（12） 以下の規程の制定、変更及び廃止 

ア 理事会運営規程 

イ 監事監査規程（ただし、変更及び廃止を除く。） 

ウ 資金運用規程 

エ 会計処理規程 

オ その他必要な事項に係る規程 

（13） 顧問会議及び専門委員会の設置 

（14） その他法令及び定款に定める事項 

 

（理事の取引の承認） 

第１１条 理事が一般法人法第１９７条において準用する一般法人法第８４条第１項各号

に掲げる取引をしようとする場合は、次の各号に定める事項を明示して理事会の承認を

得るものとする。 

（１） 取引をする理由 

（２） 取引の内容 

（３） 取引の相手方・金額・時期・場所 

（４） 取引が正当であることを示す参考資料 

（５） その他必要事項 

２ 前項各号に定める事項について変更する場合は、事前に理事会の承認を得るものとす

る。 

 

（報告事項） 

第１２条 会長、専務理事及び理事会の決議によって業務執行理事として選定された理事

20



- 4 - 

 

 

は、毎事業年度ごとに４ヶ月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行状況を理事会

に報告しなければならない。 

２ 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、

又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、

遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。 

 

第 ５ 章   事 務 局 

 

（事務局） 

第１３条 理事会の事務局事務は、企画財務局がこれを行う。 

 

第 ６ 章   雑 則 

 

（改 廃） 

第１４条 本規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附 則 

 本規程は平成２６年１月２４日から施行する。 

附 則 

 本規程は平成２７年１月２３日から施行する。 
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別 表 議事録記載事項 

 

１ 通常の理事会 

（１） 理事会が開催された日時及び場所（当該場所に存しない理事又は監事が理事会

に出席をした場合における当該出席の方法を含む。） 

（２） 理事会の議事の経過の要領及びその結果 

（３） 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、その理

事の氏名 

（４） 理事会に出席した理事及び監事の氏名又は名称 

（５） 次の意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 

ア 一般法人法第８４条第１項各号の取引をした理事が、当該取引についての重要

な事実を理事会に報告したとき 

イ 監事が、理事が不正な行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあるものと

認め、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると

認めて、理事会に報告したとき 

ウ 監事が、意見を述べたとき 

（６） 議長の氏名 

（７） その他法令に定める事項 

 

２ 定款第３４条第２項に定める決議の省略 

（１） 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容 

（２） 上記（１）の事項を提案した理事の氏名 

（３） 理事会の決議があったものとみなされた日 

（４） 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 

 

３ 定款第３５条に定める報告の省略 

（１） 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容 

（２） 理事会への報告を要しないものとされた日 

（３） 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 

 

22



公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 

事務局規程 

 

令和３年１２月２２日 

理 事 会 決 定 

 

第 １ 章   総      則 

 

（目 的） 

第１条 本規程は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

（以下「当法人」という。）定款第４１条第５項に基づき、事務執行における権限と責任

の所在を明確にするとともに、事務局における事務の能率的な運営を図るために必要な

事項を定めることを目的とする。 

 

第 ２ 章   事務局の組織及び業務 

 

（事務局の組織） 

第２条 事務局に総務局、企画財務局、マーケティング局、国際局、スポーツ局、大会運

営局、警備局、テクノロジーサービス局、会場整備局及び輸送局の１０局を置く。 

２ 局には、部及び課並びにそれに準ずる部署を置くことができる。 

３ 事務総長は、事務総長が直轄する補佐機関として室を置くことができる。 

 

（臨時部署） 

第３条 前条のほか、業務上必要と認められる場合には、臨時部署を置くことができる。 

 

（事務総長直轄補佐機関） 

第４条 第２条第３項に定める補佐機関として、役員室、ゲームズ・デリバリー室、監査

室、イノベーション推進室、パラリンピック統括室、セレモニー室、聖火リレー室及び

デジタルマーケティング室の８室を置く。 

２ 室には、部（当該室に局長級の室長を置く場合に限る。）及び課並びにそれに準ずる部

署を置くことができる。 

３ 第１項に定める各室は、それぞれ以下の業務を所管する。 

（１） 役員室 

役員の秘書業務に関すること 

（２） ゲームズ・デリバリー室 

ア 大会準備運営の全体進捗管理及び業務の改善に関すること 
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イ 大会運営に係る計画の連絡調整に関すること 

ウ 大会期間中の意思決定及び情報共有に関すること 

（３） 監査室 

内部監査に関すること 

 （４） イノベーション推進室 

 第３２回オリンピック競技大会及び東京２０２０パラリンピック競技大会（以

下、総称して単に「大会」という。）を最もイノベーティブな大会とするために当

法人が取り組むべき施策の企画及び推進等に関すること 

（５） パラリンピック統括室 

 東京２０２０パラリンピック競技大会運営及びアクセシビリティに係る連絡調

整に関すること 

 （６） セレモニー室 

     開閉会式及び入村式に関すること 

 （７） 聖火リレー室 

     聖火リレーに関すること 

 （８） デジタルマーケティング室 

     デジタル戦略の推進に関すること 

 

（総務局の所管業務） 

第５条 総務局は、次の業務を所管する。 

（１） 定款等諸規程、文書、会印等に関すること 

（２） 庶務に関すること 

（３） 法務（契約、争議等）に関すること 

（４） 知的財産保護に関すること 

（５） 公益財団法人に関すること 

（６） 東京都及びその他地方公共団体との連絡調整に関すること 

（７） コンプライアンスに関すること 

（８） リスクマネジメントに関すること 

（９） 大学連携に関すること 

（10） 施設用地賃貸借に関すること 

（11） 人事、組織、給与及び服務に関すること 

（12） 大会ボランティアに関すること 

（13） 持続可能性に関すること 

（14） 国内、海外メディア及び一般に対する広報及びプレス対応に関すること 

（15） 広聴に関すること 

（16） 報道諸機関との連絡調整に関すること 
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（17） 大会運営のプレスオペレーションに関すること 

（18） エンゲージメントの推進に関すること 

（19） 観客の経験に関すること 

（20） ライブサイトに関すること 

（21） 復興支援事業の企画立案、連絡調整に関すること 

（22） その他前各号に関連すること及び他部署に属さないこと 

 

（企画財務局の所管業務） 

第６条 企画財務局は、次の業務を所管する。 

（１） 国及びその他関係団体との連絡調整に関すること 

（２） 組織横断的な企画に関すること 

（３） 理事会・評議員会等に関すること 

（４） アクション＆レガシーに関すること 

（５） 文化・教育プログラムに関すること 

（６） 予算計画の策定に関すること 

（７） 予算の調整、配当及び執行監督・管理に関すること 

（８） 資金調達、会計事務及び資産管理等に関すること 

（９） 物品、役務及び工事等の調達に関すること 

（10） その他前各号に関連すること 

 

第７条 削除 

 

（マーケティング局の所管業務） 

第８条 マーケティング局は、次の業務を所管する。 

（１） マーケティングに関すること 

（２） 国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）、国際パラリンピック委員会（ＩＰＣ）、日

本オリンピック委員会（ＪＯＣ）、日本パラリンピック委員会（ＪＰＣ）、マーケ

ティング専任代理店等とのマーケティングに係る連絡調整に関すること 

（３） ライセンスに関すること 

（４） チケットに関すること 

（５） 大会エンブレム等デザインに関すること 

（６） スポンサーの権利保護（アンブッシュ防止対策を含む。）及びレコグニションに

関すること 

（７） ジョイント・マーケティング・プログラム契約（ＪＭＰＡ）及びパラリンピッ

ク・ジョイント・マーケティング・プログラム契約（ＰＪＭＰＡ）に関すること 

（８） ＩＯＣ、ＩＰＣ、ＪＯＣ、ＪＰＣ及び当法人が所管する標章・映像等に関する
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こと 

（９） その他前各号に関連すること 

 

（国際局の所管業務） 

第９条 国際局は、次の業務を所管する。 

（１） オリンピック・パラリンピックファミリー及び要人に対するサービスの計画、

調整及び提供に関すること 

（２） 大会のプロトコールに関すること 

（３） オリンピック・パラリンピック競技大会や国際スポーツ関係の会議・イベント

への役員派遣業務に関すること 

（４） 外国政府、国際関係団体等との連絡調整のうち、他に属さないこと 

（５） ＩＯＣ、ＩＰＣ、ＪＯＣ、ＪＰＣとの連絡調整に関すること 

（６） 言語サービスの企画調整に関すること 

（７） 情報と知識のマネジメント、学習戦略と機会の提供に関すること 

 （８） 各国・地域オリンピック・パラリンピック委員会（ＮＯＣ/ＮＰＣ）へのサービ

スの計画、調整及び提供に関すること 

 （９） ＮＯＣ/ＮＰＣとの連絡調整に関すること 

 （10） その他前各号に関連すること 

 

 （スポーツ局の所管業務） 

第１０条 スポーツ局は、次の業務を所管する。 

 （１） 競技計画及び運営に関すること 

 （２） 国際競技連盟（ＩＦ）及び日本の国内競技団体（ＮＦ）との連絡調整に関する

こと 

 （３） その他前各号に関連すること 

 

（大会運営局の所管業務） 

第１１条 大会運営局は、次の業務を所管する。 

（１） 会場マネジメントに関すること 

（２） 清掃・廃棄物に関すること 

（３） アクレディテーションに関すること 

（４） テストイベントマネジメントに関すること 

（５） 医療サービスに関すること 

（６） アンチ・ドーピングに関すること 

（７） 飲食サービスに関すること 

（８） 放送サービスに関すること 
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（９） イベントサービスに関すること 

（10） サイネージに関すること 

（11） 選手村マネジメントに関すること 

（12） その他前各号に関連すること 

 

（警備局の所管業務） 

第１２条 警備局は、次の業務を所管する。 

 （１） 警備全般に関すること 

 （２） 警備上の緊急事態における初動対処調整に関すること 

 （３） 警備装備品及び調達に関すること 

 （４） 会場警備の統括に関すること 

 （５） サイバー攻撃への対処に関すること 

 （６） その他前各号に関連すること 

 

（テクノロジーサービス局の所管業務） 

第１３条 テクノロジーサービス局は、次の業務を所管する。 

 （１） 情報基盤整備に関すること 

（２） 情報システムの構築・維持・管理に関すること 

 （３） サイバーセキュリティに関すること 

 （４） その他前各号に関連すること 

 

（会場整備局の所管業務） 

第１４条 会場整備局は、次の業務を所管する。 

（１） 会場施設の整備に関すること 

（２） エネルギーに関すること 

 （３） その他前各号に関連すること 

 

（輸送局の所管業務） 

第１５条 輸送局は、次の業務を所管する。 

 （１） 輸送に関すること 

（２） ロジスティクスに関すること 

（３） 出入国に伴うサービスに関すること 

（４） 宿泊に関すること 

 （５） その他前号に関連すること 

 

第 ３ 章   職 員 及 び 職 制 
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（職 員） 

第１６条 事務局に、特別職及び一般職の職員を置く。 

２ 特別職の職員は、次のとおりとする。 

（１） 事務総長 

（２） 副事務総長 

（３） その他会長が任命する職員 

３ 一般職の職員は、次のとおりとする。 

（１） 局長その他局長級の職員 

（２） 部長その他部長級の職員 

（３） 課長その他課長級の職員 

（４） 係長その他係長級の職員 

（５） 主事 

 

（局長級の職） 

第１７条 局に局長を置く。 

２ 局に局長を補佐する職として局長代理及び局次長を置くことができる。 

３ 室に室長を置く。なお、室長は、局長級の職又は部長級の職として置くことができる

（以下、室長を局長級の職として置く場合、「室長（局長級）」のように表記する。以下

も同様とする。）。 

４ 室に副室長を置くことができる。なお、副室長は、局長級の職又は部長級の職として

置くことができるが、局長級として置くことができるのは同室に室長（局長級）を置く

場合に限る。 

５ 局長級の職は、前各項に定める職（第３項の室長及び前項の副室長については、室長

（局長級）及び副室長（局長級）に限る。）のほか、スポークスパーソン、スポーツディ

レクター、メディカルディレクター及びパラリンピック・ゲームズ・オフィサーとする。 

 

（部長級の職） 

第１８条 部に部長を置く。 

２ 部長及び室長（部長級）以外の部長級の職については、別途事務総長が定める。 

 

（課長級の職） 

第１９条 課に課長を置く。 

２ 課長以外の課長級の職については、別途事務総長が定める。 

 

（係長級の職） 
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第２０条 係に係長を置く。 

２ 係長以外の係長級の職については、別途事務総長が定める。 

 

（主事の職） 

第２１条 係に主事を置く。 

 

（幹部職の範囲） 

第２２条 幹部職は、局長級、部長級及び課長級とする。 

 

（昇任、昇格、降任、降格） 

第２３条 事務総長は、職員の勤務成績、その他勤務の遂行能力等を考慮の上、昇任、昇

格、降任、降格をさせることができる。 

 

（配置換え等） 

第２４条 事務総長は、業務の都合により職員に対し配置換え、勤務地の変更又は他の組

織への出向を命ずることができる。 

２ 前項の命令を受けた職員は、正当な理由なくしてこれを拒むことはできない。 

 

第 ４ 章   職 員 の 職 責 

 

（事務総長の職責） 

第２５条 事務総長は、会長の命を受けて事務局の局務を掌る。 

 

（副事務総長の職責） 

第２６条 副事務総長は、事務総長を補佐し、事務総長に事故があるとき又は事務総長が

欠けたときは、その職務を代行する。 

 

（チーフ・セキュリティ・オフィサーの職責） 

第２７条 チーフ・セキュリティ・オフィサーは、危機管理全般（大会運営の安全に関す

る緊急事態への対処及び当該事態の発生を防止するために必要な態勢の構築ないし措置

等をいう（以下同じ。）。）に関して、事務総長を補佐し、事務総長に事故があるとき又は

事務総長が欠けたときは、その職務を代行する。 

 

 （ゲームズ・デリバリー・オフィサーの職責） 

第２８条 ゲームズ・デリバリー・オフィサーは、大会開催に関する事務事業の調整及び

進行管理に関して、事務総長を補佐し、事務総長に事故があるとき又は事務総長が欠け
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たときは、その職務を代行する。 

 

 （スポーツ・コーディネーション・オフィサーの職責） 

第２９条 スポーツ・コーディネーション・オフィサーは、事務総長の命を受けて、国内

競技団体と当法人との協議会の議長として、国内競技団体との連携・調整に関する業務

を掌る。 

 

 （チーフ・テクノロジー・イノベーション・オフィサーの職責） 

第３０条 チーフ・テクノロジー・イノベーション・オフィサーは、事務総長の命を受け

て、デジタルメディアや最新のテクノロジーを活用したイノベーティブな大会の実現に

関する業務を掌る。 

 

（チーフ・セレモニー・オフィサーの職責） 

第３１条 チーフ・セレモニー・オフィサーは、事務総長の命を受けて、開閉会式に関す

る業務を掌る。 

 

（チーフ・インフォメーション・セキュリティー・オフィサーの職責） 

第３２条 チーフ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサーは、事務総長の命を

受けて、サイバー空間に係る危機管理に関する業務を掌る。 

 

（役員室長の職責） 

第３３条 役員室長は、事務総長の命を受けて、役員の業務に関する補佐及び役員の秘書

に関する業務を掌る。 

 

 （ゼネラル・コーディネーション・オフィサーの職責） 

第３４条 ゼネラル・コーディネーション・オフィサーは、事務総長の命を受けて、東京

都及び関係自治体との調整、共同実施事業及び解散計画に関する業務を掌る。 

 

 （アンバサダー・フォー・インターナショナル・リレーションズの職責） 

第３５条 アンバサダー・フォー・インターナショナル・リレーションズは、外国政府、

国際関係団体等との調整及び海外要人の対応に関する業務を掌る。 

 

 （局長級の職責） 

第３６条 局長は、事務総長の命を受けて、所管する局の業務及び必要な業務を掌る。 

２ 局長代理は、事務総長の命を受けて、局長の業務を補佐し、又は局長に代わって、所

管する局の業務及び必要な業務を掌る。 
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３ 局次長は、事務総長の命を受けて、局長の業務の補佐をする。 

４ 室長（局長級）は、事務総長の命を受けて、所管する室の業務及び必要な業務を掌る。 

５ 副室長（局長級）は、室長（局長級）の命を受けて、室長の業務を補佐し、又は室長

に代わって所管する室の業務及び必要な業務を掌る。 

６ スポークスパーソンは、事務総長の命を受けて、報道に関する業務及び必要な業務を

掌る。 

７ スポーツディレクターは、事務総長の命を受けて、競技に関する業務及び必要な業務

を掌る。 

８ メディカルディレクターは、事務総長の命を受けて、医療及びアンチドーピングに関

する業務及び必要な業務を掌る。 

９ パラリンピック・ゲームズ・オフィサーは、事務総長の命を受けて、東京２０２０パ

ラリンピック競技大会開催に関する、各局事業の統括、総合調整に関する業務及び必要

な業務を掌る。 

 

（部長級の職責） 

第３７条 部長は、局長又は室長（局長級）の命を受けて、所管する部の業務及び必要な

業務を掌る。 

２ 室長（部長級）は、事務総長の命を受けて、所管する室の業務及び必要な業務を掌る。 

３ 部長及び室長（部長級）以外の部長級の職責については、別途事務総長が定める。 

 

（課長級の職責） 

第３８条 課長は、部長又は室長（局長級）若しくは室長（部長級）の命を受けて、所管

する課の業務及び必要な業務を掌る。 

２ 課長以外の課長級の職責については、別途事務総長が定める。 

 

（係長級の職責） 

第３９条 係長は、課長の命を受けて、その係の事務及び担当する事務を処理する。 

２ 係長以外の係長級の職責については、別途事務総長が定める。 

 

（主事の職責） 

第４０条 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。 

 

第 ５ 章   事 案 の 決 定 

 

（原 則） 

第４１条 当法人における事案の決定は、事務の権限及び当該決定の結果の重大性に応じ、
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事務総長、局長級、部長級及び課長級が行うものとする。 

 

（事務総長の決定対象事案） 

第４２条 事務総長が決定すべき事案は、おおむね次のものとする。 

（１） 大会全体に係る方針策定に関すること 

（２） 対外的な影響が大きい案件に関すること 

（３） 複数局に跨る重要な案件に関すること 

（４） 予算の編成及び決算に関すること 

（５） 理事会への上程に関すること 

（６） 事務総長以外の職員の懲戒（懲戒解雇等を除く。）に関すること 

（７） 職員の給与に関すること 

（８） 局長級の出張、休暇、欠勤等に関すること 

（９） 予定価格が一定額以上の請負契約又は委託契約に関すること 

（10） 予定価格が一定額以上の物件の買入れ、売払い、借入れ及び貸付に関すること 

（11） 一定額以上の補助金、分担金及び寄付金の支出に関すること 

（12） 寄付金の受領に関すること 

（13） 一時借入金の借入れに関すること 

（14） 損害賠償及び和解に関すること 

（15） 規則、要綱及び細則の制定及び改廃に関すること 

２ 事務総長は、前項各号に定める事項について、必要に応じて、副事務総長（危機管

理全般に関してはチーフ・セキュリティ・オフィサー、大会開催に関する事務事業の

調整及び進行管理に関してはゲームズ・デリバリー・オフィサー）へ権限を移譲する

ことができる。 

３ 第１項第９号から第１１号までに定める一定額については、別途細則で定める。 

 

（局長級の決定対象事案） 

第４３条 局長級が決定すべき事案は、おおむね次のもの（ただし、前条に定めるものを

除く。）とする。 

（１） 大会における計画に基づく事務事業の執行に関すること 

（２） 対外的な調整が必要な案件に関すること 

（３） 局又は室（室については、室長（局長級）を置く場合に限る。）における事務事

業に関すること 

（４） 部長級の出張、休暇、欠勤等に関すること 

（５） 予定価格が一定額未満の請負契約又は委託契約に関すること 

（６） 予定価格が一定額未満の物件の買入れ、売払い、借入れ及び貸付に関すること 

（７） 一定額未満の補助金、分担金及び寄付金の支出に関すること 
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 ２ 別途細則で定めるところにより、局長級は、前項第５号から第７号までに定める事

項について、部長級、課長級へ権限を移譲することができる。 

 ３ 第１項第５号から第７号までに定める一定額については、別途細則で定める。 

 

（部長級の決定対象事案） 

第４４条 部長級が決定すべき事案は、おおむね次のもの（ただし、前二条に定めるもの

を除く。）とする。 

（１） 部又は室（室については、室長（部長級）を置く場合に限る。）における事務事

業の執行に関すること 

（２） 課長級の出張、休暇、欠勤等に関すること 

 

（課長級の決定対象事案） 

第４５条 課長級が決定すべき事案は、おおむね次のもの（ただし、前三条に定めるもの

を除く。）とする。 

（１） 課における事務事業の執行に関すること 

（２） 所属職員の出張、休暇、欠勤等に関すること 

 

（決定対象事案の詳細等） 

第４６条 第４２条から前条までの規定における事務総長、局長級、部長級及び課長級の

決定対象事案の詳細及び合議の基準については、別途細則で定める。 

 

（事案の代決） 

第４７条 次の各号に掲げる者が、出張、休暇又はその他の事由により不在である場合に

は、それぞれ当該各号に定める者（その事案の担当者又はこれに準ずる者に限る。）がそ

の事案を代決することができる。 

（１） 事務総長  副事務総長 

（２） 局長級   他の局長級職員又は部長 

（３） 部長級   他の部長級職員又は課長 

（４） 課長級   課長があらかじめ指定する幹部職又はそれに準ずる者 

 

（代決できる事案） 

第４８条 前条の規定により代決できる事案は、至急に処理しなければならないものに限

る。ただし、その事案が特に重要である場合又は異例に属するものである場合には、な

お代決することができない。 

２ 重要な事案に関し代決した場合には、代決者又は起案者は、事後に速やかに決定でき

る者の承認を得なければならない。 
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（未決執行特認） 

第４９条 事情により決定を受けることができない緊急な事案については、事務総長が未

決のまま執行を特認することができる。この場合、当該特認を受けた者は、原議書にそ

の旨を記入するとともに、速やかに前条第２項の承認を得なければならない。 

 

（定款及び諸規程との関係） 

第５０条 第４１条の規定にかかわらず、定款及び本規程以外の諸規程に特別の定めがあ

る場合は、これに従う。 

 

第 ６ 章   会 場 等 運 営 の 体 制 

 

（会場等運営の責任者等） 

第５１条 競技会場、非競技会場及びファシリティ（以下「会場等」という。）の運営に関

し、事務総長は、職員の中から、各会場等を運営する責任者として会場等運営責任者を、

ファンクショナルエリア（以下「ＦＡ」という。）を運営する責任者としてＦＡ運営責任

者をそれぞれ任命することができる。 

２ 前項の各責任者の名称は、次のとおりとする。 

（１） 競技会場の運営責任者 ベニューゼネラルマネージャー 

（２） 非競技会場及びファシリティの運営責任者 別途事務総長が定める名称 

（３） ＦＡ運営責任者 ＦＡヘッド及び別途事務総長が定める名称 

３ 第１項に定めるほか、事務総長は、職員が会場等の運営に従事する際の名称を定める

ことができる。 

４ 前各項のほか、会場等の運営の体制に必要なことは別途事務総長が定める。なお、会

場等の運営の体制においても、職員の職制については、なお第３章の規定が引き続き適

用されるものとする。 

 

（決定権限の付与） 

第５２条 第４２条から第４５条までの規定にかかわらず、事務総長は、円滑な会場等の

運営に必要と認めるときは、会場等運営責任者又はＦＡ運営責任者（それぞれ特別職又

は幹部職に限る。）に対し、事務総長、局長級、部長級及び課長級が決定すべき事案のう

ち、それぞれ当該各号に掲げる事項に係る決定権限を付与することができる。 

（１）会場等運営責任者 

ア その所管する会場等（以下「所管会場等」という。）における事務事業に関する

こと 

イ 所管会場等で業務を行う職員の出張、休暇、欠勤等に関すること 
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ウ 所管会場等の運営に必要となる、予定価格が一定額未満の請負契約又は委託契

約に関すること 

エ 所管会場等の運営に必要となる、予定価格が一定額未満の物件の買入れ、借入

れに関すること 

（２）ＦＡ運営責任者 

ア 所管ＦＡにおける事務事業に関すること 

イ 所管ＦＡの運営に必要となる、予定価格が一定額未満の請負契約又は委託契約

に関すること 

ウ 所管ＦＡの運営に必要となる、予定価格が一定額未満の物件の買入れ、売払い、

借入れ及び貸付に関すること 

エ 所管ＦＡの運営に必要となる、一定額未満の補助金、分担金及び寄付金の支出

に関すること 

２ 前項に基づく決定権限の付与の対象事案は、令和３年４月１日から令和３年９月３０

日までの期間において発生し、又は決定すべき事案とする。 

３ 第１項に基づく決定権限の付与は、会場等若しくはＦＡごと、又は、個別の決定対象

事案ごとに行うことができ、また、必要に応じて、期間を限定し、又は条件等を付すこ

とができる。 

４ 第１項第１号ウ及びエ並びに第２号イからエまでに定める一定額その他同項に基づく

決定権限の付与の対象事案等の詳細については、別途細則で定める。 

５ 会場等運営責任者が出張、休暇又はその他の事由により不在である場合において、第

１項第１号に基づき当該会場等運営責任者にその決定権限が付与された事案のうち、至

急に処理しなければならないものがあるときは、当該会場等運営責任者があらかじめ指

定する者で、かつ所管会場等で業務を行う幹部職（会場等運営責任者に準ずる者に限る。）

が、これを代決することができる。同条第２号に基づきＦＡ運営責任者にその決定権限

が付与された事案の代決についても、同様とする。 

６ 前各項に定めるほか、会場等の運営の体制においても、幹部職の決定権限については、

なお第４３条から第４５条までの規定が引き続き適用されるものとする。 

 

第 ７ 章   雑      則 

 

（改 廃） 

第５３条 本規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

（委 任） 

第５４条 本規程に定めるもののほか、事務局の組織及び運営に関し必要な事項は事務総

長が定める。 
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附 則 

本規程は平成２６年１月２４日から施行する。 

 

附 則 

 本規程は平成２６年６月５日から施行する。 

 

附 則 

 本規程は平成２７年１月２３日から施行する。 

 

附 則 

 本規程は平成２８年１月１日から施行する。 

 

附 則 

 本規程は平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 本規程は平成２８年４月２５日から施行する。 

 

附 則 

 本規程は平成２８年６月１３日から施行する。 

 

附 則 

 本規程は平成２８年７月２５日から施行する。 

 

附 則 

 本規程は平成２８年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

 本規程は平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 本規程は平成２９年８月１日から施行する。 

 

附 則 

 本規程は平成２９年１２月１日から施行する。 
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附 則 

 本規程は平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 本規程は平成３０年７月１日から施行する。ただし、第２８条の規定は同年６月１２日

から施行する。 

 

附 則 

 本規程は平成３１年１月１日から施行する。 

 

附 則 

 本規程は平成３１年２月１６日から施行する。 

 

附 則 

 本規程は平成３１年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 本規程は令和元年８月２日から施行する。 

 

附 則 

 本規程は令和元年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

 本規程は令和２年１月１日から施行する。 

 

附 則 

 本規程は令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 本規程は令和４年１月１日から施行する。 
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公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 就業規程 

 

 

令和 ２年 ９月１５日 

理 事 会 決 定 

 

 

第 １ 章  総     則 

 

（総 則） 

第１条 本規程は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会（以

下「当法人」という。）の職員の労働条件、服務規律、その他就業に関する事項について定

めることを目的とする。なお、職員の就業に関する事項は、本規程に定めるほか、労働基

準法その他の法令の定めによる。 

 

（適用範囲） 

第２条 この規程は、第２章で定める手続きにより採用される職員に適用する。但し、当法人に

出向又は派遣される職員についても、第１３章に定める限度において、本規程を準用する。 

 

 

第 ２ 章  採     用 

 

（採用等） 

第３条 当法人は、原則として、当法人での採用を希望する者の中から選考試験を行い、こ

れに合格し、所定の手続を経た者を職員として採用する。なお、選考に当たっては、次の

書類を提出しなければならない。 

① 履歴書 

② 卒業（見込）証明書又は成績証明書 

③ 写真（直近３ヵ月以内に撮影したもの） 

④ 健康診断書 

⑤ その他当法人が指定するもの 

２ 職員の契約期間は、原則として１年間とする。 

３ 職員として採用された者は、採用された日から２週間以内に次の書類を提出しなければ

ならない。 

① 履歴書 

② 住民票記載事項証明書 

③ 自動車運転免許証の写し（ただし、自動車運転免許証を有する場合に限る。） 

④ 資格証明書の写し（ただし、何らかの資格証明書を有する場合に限る。） 
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⑤ 誓約書 

⑥ 身元保証書 

⑦ その他当法人が指定するもの 

４ 前項の定めにより提出した書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面で当法

人に変更事項を届け出なければならない。 

 

（試採用期間） 

第４条 職員として新たに採用した者については、採用した日から３ヵ月間を試採用期間と

する。ただし、当法人が特に認めたときは、この期間を延長若しくは短縮し、又は設けな

いことがある。 

２ 試採用期間中に職員として不適格と認めた者は、解雇することがある。ただし、採用後

１４日を経過した者については、第３３条第２項に定める手続に従って行う。 

３ 試採用期間は、勤続年数に通算する。 

 

 

第 ３ 章  服     務 

 

（諸規程の遵守） 

第５条 職員は、当法人の諸規程を遵守し､誠実にその義務を履行しなければならない｡ 

 

（職務の遂行） 

第６条 職員は、その職務を誠実に遂行するとともに、特に次の各号に掲げる事項に留意し、

当法人の職務に精励しなければならない。 

（１）勤務時間中は、定められた業務に専念するとともに、所属長の許可なく職場を離れ、

又は他者の業務を妨げる等、職場の風紀･秩序を乱さないこと。 

（２）勤務時間中は、所定の服装を整え、定められた備品を携帯すること。 

（３）当法人の施設・設備・備品等は丁寧に取り扱い、当法人の所有･管理に係る消耗品等は

節約するとともに、これらの管理･保管には十分注意すること。 

（４）許可なく、業務に関係のない私物を当法人の施設に持ち込まないこと。 

（５）許可なくして当法人以外の業務に従事し、あるいは事業を営み又は報酬を受けないこ

と。 

（６）許可なく職務以外の目的で当法人の施設、物品等を使用しないこと。 

（７）自己の職務に関し､当法人の内外を問わず､自己の利益を図り、又は他より不当に金品

を借用し、贈与その他の利益を受ける等不正な行為を行わないこと。 

（８）勤務中は職務に専念し、正当な理由なく勤務場所を離れないこと。 

（９）当法人並びに当法人役員及び他の職員の名誉信用を毀損しないこと。 

（10）在職中及び退職後においても、当法人又は職務上の機密を漏らさないこと。 

（11）酒気を帯びて就業しないこと。 
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(12）当法人及び取引先等に関する情報の管理に十分注意を払うとともに、自らの業務に関  

係のない情報を不当に取得しないこと。 

（13）職場又は職種を異動あるいは退職するに際して、自らが管理していた当法人及び取引

先等に関するデータ・情報書類等を速やかに返却すること。 

（14）許可なく当法人の施設内において組合活動、政治活動、宗教活動などの業務に関係の

ない活動は行わないこと。 

（15）許可なく当法人の施設内において集会、演説、貼紙、ビラ等の配布、募金、署名活動な

ど業務に関係のない行為を行わないこと。 

（16）許可なく当法人の業務の範囲に属する事項に関連して、著作、講演などを行わないこ

と。 

（17）許可なく当法人の文書・物品等を外部の者に交付、提示しないこと。 

（18）その他職員としてふさわしくない行為をしないこと。 

 

（パワーハラスメントの禁止） 

第６条の２ 職員は、職務上の地位や人間関係などの職場内の優越的な関係を背景とした、

業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、他の職員の就業環境を害するようなこと

をしてはならない。 

 

（セクシュアルハラスメントの禁止） 

第６条の３ 職員は、性的な言動により、他の職員に不利益や不快感を与えたり、他の職員

の就業環境を害するようなことをしてはならない。 

 

（妊娠、出産等に関するハラスメントの禁止） 

第６条の４ 職員は、妊娠・出産等に関する言動及び妊娠・出産・育児・介護等に関する制度

又は措置の利用に関する言動により、他の職員の就業環境を害するようなことをしてはな

らない。 

 

（その他ハラスメントの禁止） 

第６条の５ 職員は、第６条の２乃至前条までに規定するもののほか、性的指向・性自認に

関する言動によるものなど職場におけるその他のハラスメントにより、他の職員の就業環

境を害するようなことをしてはならない。 

２ 職員が第６条の２乃至前条又は前項に定めるハラスメントに関し、相談をしたこと、解

決を図る行為を行ったこと又は事実関係の確認等に協力したことを理由として、当該職員

に対して解雇その他の不利益な取扱いを行ってはならない。 

 

（職務上の責任） 

第７条 職員は、当法人の定める諸規則・諸規程等を知らないことを理由として、その職務

上の責任を免れることはできない。職務上の疑義については、上司の指示を受けなければ
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ならない。 

 

（職務に専念する義務） 

第８条 職員は､当法人の規則等に特別の定めがある場合を除くほか､その勤務時間中は、当

法人の職務に専念しなければならない｡ 

２ 会長は、前項の規定にかかわらず、職員が当法人の業務に関連のある研修等を受ける場

合、その他特に必要があると認める場合においては、職務に専念する義務を免除すること

ができる。 

 

（人事異動等） 

第９条 当法人は、業務上必要がある場合、職員に対し、就業する場所及び従事する業務の

変更又は出向を命ずることがある。 

２ 前項の場合、職員は正当な理由なくこれを拒むことはできない。 

 

（過失による弁償責任） 

第１０条 職員は、故意又は重大な過失によって当法人に損害を及ぼしたときは、その弁償

の責を負わなければならない。ただし事情によってはこの限りではない。 

 

 

第 ４ 章  勤     務 

 

（勤務時間等） 

第１１条 勤務時間は原則として次のとおりとし、当法人は、そのいずれかをそれぞれの職

員について指定する。ただし、業務の都合により臨時的に変更することもある。 

月曜日から金曜日 

（１）午前 ７時３０分から午後４時１５分まで 

（２）午前 ８時００分から午後４時４５分まで 

（３）午前 ８時３０分から午後５時１５分まで 

（４）午前 ９時００分から午後５時４５分まで 

（５）午前 ９時３０分から午後６時１５分まで 

（６）午前１０時００分から午後６時４５分まで 

（７）午前１０時３０分から午後７時１５分まで 

（８）午前１１時００分から午後７時４５分まで 

 （９）午後 １時００分から午後９時４５分まで 

２ 休憩時間は、原則正午から午後１時までとし、所属長の承認が得られた場合に限り午前

１１時から午後２時までの間で１時間とする。ただし、必要な労使協定を締結した上で、

前項（９）に定める勤務時間が適用される職員については午後５時から午後６時とし、又

は、当該協定に基づき、その適用される勤務時間に応じて別途指定する。なお、業務上の
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都合その他やむを得ない事情により、休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることがある。 

３ 所定労働時間数は、一週につき３８時間４５分とする。 

４ 職員の過半数を代表する者との間の書面による協定によりフレックスタイム制を適用す

ることとした職員の始業時刻及び終業時刻については、第１項の規定を適用せず、当該職

員の自主的に決定するところによる。 

５ 前各項の規定にかかわらず、非常勤職員の勤務時間等については、個別の契約により定

める。 

６ 第１項から第４項の規定にかかわらず、妊娠中又は出産後１年を経過しない女子職員は、

医師から妊娠又は出産に関し指導された場合、当法人にその旨申し出ることにより、当該

指導事項を守るために必要な範囲で、当法人の認めた時差出勤（原則として１時間以内）、

所定労働時間の短縮（原則として１時間以内）、休憩時間の延長、休憩回数の増加、作業の

軽減、休業等の措置を受けることができる。 

７ 業務の都合等により、第１項に定める時間と異なる勤務時間の設定が継続的に必要な場

合には、所定労働時間数が１日につき７時間４５分となるように、個別に勤務時間の設定

又は変更を行う。 

 

（１か月単位の変形労働時間制） 

第１１条の２ 前条第１項ないし第３項の規定にかかわらず、別途定める職員については、

令和３（２０２１）年７月１日から同年９月３０日の期間における所定労働時間を、毎月

１日を起算日とする１か月単位の変形労働時間制とし、１か月を平均して１週間あたり３

８時間４５分を超えないものとする。 

２ 前項の場合における勤務時間の例示は、次のとおりとする。なお、実際に適用される勤

務時間は、各職場の実情に応じて勤務表により個別に設定し、休憩時間は勤務時間のうち

の１時間とする。 

（１）２交代制 

  Ａ 午前８時から午後９時まで 

  Ｂ 午後８時から翌日午前９時まで 

（２）非２交代制 

  Ａ 午前７時から午後４時まで 

  Ｂ 午後１時から午後１０時まで 

  Ｃ 午後１０時から翌日午前７時まで 

（３）上記のほか、業務上の必要に応じて、２４時間勤務となることがある。 

３ 第１項の変形労働時間制の適用を受ける者については、次条の規定にかかわらず、休日

は４週を通じて４日以上付与することを原則とし、勤務表により明示する。なお、４週の

起算点は次のとおりとする。 

（１）令和３（２０２１）年７月 １日 

（２）令和３（２０２１）年７月２９日 

（３）令和３（２０２１）年８月２６日 
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（４）令和３（２０２１）年９月２３日 

４ 第１項の変形労働時間制における各日、各週の勤務時間は、各変形期間の開始前までに、

原則としてイントラネット等により、職員に周知するものとする。 

５ 前項に基づく通知等の後であっても、当法人は、事故、災害、他の職員の遅刻・早退・欠

勤その他業務の都合により、本人に通知することで、勤務日及び勤務時間を変更すること

ができる。 

６ 当法人は、業務上の必要がある場合は、別途定める職員について、第１項に定める期間

外でも前各項に定める変形労働時間制を導入することができる。 

 

（休 日） 

第１２条 休日は、下記のとおりとする。ただし、非常勤職員の休日については、個別の契

約により定める。 

日曜日・土曜日 

国民の祝日 

毎年１２月２９日より翌年１月３日まで 

その他当法人の定める日 

 

（時間外労働及び休日出勤） 

第１３条 業務の都合でやむを得ない場合、労働時間の延長及び休日出勤を命ずることがあ

る。ただし、妊娠中、産後１年を経過しない職員であって請求した者及び１８歳未満の者

については、時間外労働又は休日若しくは深夜労働に従事させない。 

２ 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には、前項の制限

を超えて、所定労働時間外又は休日に労働させることがある。 

３ 労働時間の延長に対しては時間外労働手当、休日出勤に対しては振替休日を与えること

を原則とする。 

 

（出勤の禁止、制限） 

第１４条 当法人は、次の各号の１に該当する職員の出勤を禁止し又は退出を命じ、若しく

はその就業を制限することができる。 

（１）感染症予防法に定める感染症に罹患した者 

（２）勤務のため病勢が悪化するおそれがある疾病に罹っている者 

（３）その他職場の秩序を乱し、安全を害する恐れがあると認められる者 

 

（出 張） 

第１５条 業務のため職員に出張を命ずることがある。出張については「公益財団法人東京

オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会職員旅費規程」において定める。 

 

（在宅勤務） 
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第１５条の２ 職員は、当法人が認めた場合に限り、在宅勤務を行うことができる。なお、

在宅勤務の対象、就業条件、実施手続等については、事務総長がこれを定める。 

 

 

第 ５ 章  休     暇 

 

（休 暇） 

第１６条 休暇は年次有給休暇、特別休暇及び病気休暇とする。ただし、非常勤職員の特別

休暇及び病気休暇については、個別の契約により定める（なお、その定め如何にかかわら

ず、第１８条第１項（２）、（９）～（12）及び（16）に定めるものは、なお適用されるもの

とする。）。 

 

（年次有給休暇） 

第１７条 毎年１０月１日から翌年９月３０日までを休暇年度（以下、本条及び次条におい

て「年度」という。）とする。採用された初年度は、採用された日の属する月に応じて、以

下のとおり年次有給休暇を付与する。 

（１）１０月～翌年３月 （１０日） 

（２）翌年４月 （９日） 

（３）翌年５月 （７日） 

（４）翌年６月 （５日） 

（５）翌年７月 （３日） 

（６）翌年８月 （２日） 

（７）翌年９月 （１日） 

２ 次年度（採用後２年度目の年度）以降については、その前年度１年間において所定労働

日の８割以上出勤した職員に対し、１０月１日に、以下の各日数の年次有給休暇を付与す

る。ただし、第１号に定める採用後２年度目における年次有給休暇の付与に係る対象期間

（採用された初年度の勤続期間）については、実際の勤続期間が１年未満であっても１年

として取り扱う。 

（１）採用後２年度目 （１１日） 

（２）採用後３年度目 （１２日） 

（３）採用後４年度目 （１４日） 

（４）採用後５年度目 （１６日） 

（５）採用後６年度目 （１８日） 

（６）採用後７年度目（以降） （２０日） 

３ 前２項の規定にかかわらず、週所定労働時間が３０時間未満であって、週所定労働日数

が４日以下又は年間所定労働日数が２１６日以下の者に対しては、採用初年度は採用され

た日に、次年度以降については１０月１日に、それぞれ以下のとおり所定労働日数等に応

じた日数の年次有給休暇を付与する（なお、１日未満の端数は１日に繰り上げる。）。ただ
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し、次年度以降については、その前年度１年間において所定労働日の８割以上出勤した者

に限るが、採用２年度目における年次有給休暇の付与に係る対象期間（採用された初年度

の勤続期間）については実際の勤続期間が１年未満であっても１年として取り扱う。 

週所定 

労働日数 

１年間の 

所定 

労働日数 

採用初年度 
２
年
度
目 

３
年
度
目 

４
年
度
目 

５
年
度
目 

６
年
度
目 

７
年
度
目 

以
降 

採用月 日数 

４日 
169日 

～216日 

１０月～翌年３月 ７日 

８日 ９日 １０日 １２日 １３日 １５日 

翌年４月 ６日 

翌年５月 ５日 

翌年６月 ４日 

翌年７月 ３日 

翌年８月 ２日 

翌年９月 １日 

３日 
121日 

～168日 

１０月～翌年３月 ５日 

６日 ６日 ８日 ９日 １０日 １１日 

翌年４月～翌年５月 ４日 

翌年６月 ３日 

翌年７月～翌年８月 ２日 

翌年９月 １日 

２日 
73日 

～120日 

１０月～翌年３月 ３日 

４日 ４日 ５日 ６日 ６日 ７日 翌年４月～翌年６月 ２日 

翌年７月～翌年９月 １日 

１日 
48日 

～72日 

１０月～翌年３月 １日 
２日 ２日 ２日 ３日 ３日 ３日 

翌年４月～９月 ０日 

 

４ 年次有給休暇は、職員があらかじめ請求する時季に取得させる。ただし、職員が請求し

た時季に年次有給休暇を取得させることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に

取得させることがある。ただし、労働者代表との書面による協定により、各職員の有する

年次有給休暇日数のうち５日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させ

ることがある。 

５ 本条に基づき付与された年次有給休暇は、付与日から２年以内に限り、取得することが

できる。 

６ 第４項の規定にかかわらず、労働基準法第３９条第１項から第３項に基づき年次有給休

暇（同条に定める付与日数を超えて付与される年次有給休暇は含まれない。）（以下「法定

年次有給休暇」という。）を１０日以上付与された職員に対しては、付与日から１年以内に、

当該職員の有する法定年次有給休暇日数のうち５日について、当法人が当該職員の意見を

聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させるものとする。た

だし、職員が第４項の規定により法定年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得

した日数分を当該５日から控除するものとする。 
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７ 職員が第４項の規定により年次有給休暇を取得するときは、法定年次有給休暇を優先し

て取得するものとする。 

 

（年次有給休暇の日数の変更） 

第１７条の２ 前条第１項の規定にかかわらず、令和元（２０１９）年１０月１日以降に採

用された者については、採用された日の属する月に応じて、以下のとおり年次有給休暇を

付与する。 

（１）１０月 （２０日） 

（２）１１月 （１８日） 

（３）１２月 （１７日） 

（４）翌年１月 （１５日） 

（５）翌年２月 （１３日） 

（６）翌年３月 （１２日） 

（７）翌年４月 （１０日） 

（８）翌年５月 （８日） 

（９）翌年６月 （７日） 

（10）翌年７月 （５日） 

（11）翌年８月 （３日） 

（12）翌年９月 （２日） 

２ 前条第２項の規定にかかわらず、平成３１（２０１９）年度以降は、採用された次年度

（採用後２年度目の年度）以降については、その前年度１年間において所定労働日の８割

以上出勤した職員に対し、当年度１０月１日に、２０日の年次有給休暇を付与する。同項

ただし書の規定は、本項に基づく年次有給休暇の付与に準用する。 

３ 前条第３項の規定にかかわらず、令和元（２０１９）年１０月１日以降に採用された者

で、かつ同項に定める者に対しては、採用初年度は採用された日に、次年度以降について

は１０月１日に、それぞれ以下のとおり所定労働日数等に応じた日数の年次有給休暇を付

与する（なお、１日未満の端数は１日に繰り上げる。）。同項ただし書の規定は、本項に基

づく年次有給休暇の付与に準用する。 

 

週所定労働日数 １年間の所定労働日数 

採用初年度 ２年度目 

採用月 日数 日数 

４日 １６９日～２１６日 

１０月 １４日 

１６日 

１１月 １３日 
１２月 １２日 
翌年１月 １１日 
翌年２月 １０日 
翌年３月 ９日 
翌年４月 ８日 
翌年５月 ７日 
翌年６月 ６日 

46



翌年７月 ４日 
翌年８月 ２日 
翌年９月 １日 

３日 １２１日～１６８日 

１０月 １０日 

１２日 

１１月 ９日 
１２月 ８日 
翌年１月 ７日 
翌年２月 ６日 
翌年３月 ５日 
翌年４月 ４日 
翌年５月 ３日 
翌年６月 ２日 
翌年７月 ２日 
翌年８月 1日 
翌年９月 ０日 

２日 ７３日～１２０日 

１０～１１月 ６日 

８日 

１２～翌年１月 ５日 
翌年２～３月 ４日 

翌年４～５月 ２日 

翌年６～７月 １日 

翌年８～９月 ０日 

１日 ４８日～ ７２日 
１０月～翌年３月 ２日 

４日 翌年４月～９月 ０日 

 

４ 前条第４項及び第５項の規定は、前三項に基づき付与される年次有給休暇のうち、労働

基準法第３９条に定める付与日数を超える日数については、適用しない。当該日数に係る

年次有給休暇の取得の条件、手続等については、当法人及び東京オリンピック・パラリン

ピック競技大会の準備状況等を踏まえ、同大会の円滑な準備・運営に支障を及ぼさないと

認められる範囲内で、事務総長がこれを定めるものとする。 

 

（特別休暇） 

第１８条 職員が次の各号に該当すると当法人が判断した場合には、当法人は、当該各号の

カッコ内に掲げる期間の特別休暇を与えることができる｡但し、有給と明示されたものを除

き、いずれも無給とする。 

（１）業務上の負傷又は疾病により療養を要する場合 （必要な期間） 

（２）選挙権その他公民としての権利を行使する場合（有給） （必要な期間） 

（３）感染症予防のため交通を遮断された場合。ただし、本人が罹病したときを除く。 

（有給） （必要な期間） 

（４）交通事故あるいはその他の事故により交通が遮断され、通勤できない場合（有給） 

 （必要な期間） 

（５）その他前号に準ずる場合でその事由が適当と認められるとき （必要な期間） 

（６）心身の健康の維持及び増進又は家族生活の充実のため勤務しないことが相当であると

認められる場合（有給）（５日） 

ただし、令和元（２０１９）年１０月１日以降における本号の特別休暇の付与時季等に

ついては、別途事務総長が決定するところに従う。 
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（７）親族（次表の親族欄に掲げる親族に限る）が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他

の親族の死亡にともない必要と認められる行事等の勤務しないことが相当であると認

められるとき（親族に応じ同表の日数欄に掲げる日数。なお、葬儀のため遠隔の地に

赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数）。（有給） 

    親      族        日数 

配偶者                                                 ５日 

父母、生計を一にしている配偶者の父母 ３日 

子 ３日 

祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母、父母の配偶者、子の配偶者 １日 

孫 １日 

おじおば、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、 

配偶者の祖父母、配偶者のおじおば １日 

（８）配偶者及び１親等の親族の疾病看護をする場合 （７日以内） 

（９）６週間（多胎妊娠の場合は１４週間）以内に出産予定の職員が請求した場合 

   （有給）                       （出産日までの期間） 

（10）産後８週間を経過していない場合（有給） （産後８週間を経過するまでの期間） 

（11）生後１年に達しない生児を育てる女子職員が、その生児の保育のために必要と認めら

れる授乳等を行う場合（有給） （１日２回それぞれ３０分又は１日１回１時間） 

（12）生理日において勤務が著しく困難であると認められる場合（有給２日、その余は無給） 

（13）結婚（有給） （本人の場合３日、子及び兄弟姉妹の場合１日） 

（14）配偶者出産の場合（有給） （１日） 

（15）地震、水害、火災その他の災害により職員の住居が滅失又は損壊した場合（有給） 

 （７日以内） 

（16）妊娠中又は出産後１年を経過しない女子職員が、母子保健法に定める健康診査又は保

健指導を受診する場合（有給）                （必要な時間） 

（17）外国籍を有する者及びそれに準ずる者が、本国等へ帰国する場合（有給）（５日以内） 

２ 前項第６号及び第１７号の休暇については、毎年１０月１日から翌年９月３０日までを

休暇年度とし、第８号の休暇については、毎年４月１日から翌年３月３１日までを休暇年

度とし、別途事務総長が決定する場合を除き、各休暇年度において当該各号のカッコ内に

掲げる期間の特別休暇を与えることができる。 

 

（病気休暇） 

第１９条 職員は、負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを

得ないと認められる場合には、病気休暇（有給）を受けることができる。 

２ 前項の病気休暇の期間は、当該療養のための病気休暇の開始日から起算して９０日を限

度に必要最小限度の期間とする。 

 

（休暇の単位） 
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第２０条 年次有給休暇は、一日を単位として与える。ただし、職務に支障がないと認める

ときは、半日又は一の年において五日の範囲内（その年の年次有給休暇の日数が五日未満

のときは、その日数の範囲内）で一時間を単位として与えることができる。 

 

（特別休暇及び病気休暇の承認） 

第２１条 所属長は、特別休暇又は病気休暇の請求について、第１８条及び第１９条に該当

すると認める場合は、これを承認しなければならない。ただし、業務の運営に支障があり、

他の時期においても当該休暇の目的を達成することができると認められる場合は、この限

りでない。 

 

（休暇の手続） 

第２２条 職員は、休暇を受けようとするときは、あらかじめ所定の用紙に所要事項を記入

し、所属長の承認を受けなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由

によりあらかじめ請求できなかったときには、その事由を付して事後において承認を求め

ることができる。 

２ 所属長は、特別休暇又は病気休暇に関し、その事由を確認する必要があると認める場合

には、証明書類の提出を求めることができる。 

３ 所属長は、１週間を超える病気休暇を承認するときには、医師の証明書等その勤務しな

い事由を十分明らかにする証明書類の提出を求めるものとする。 

４ 職員は、休暇が連続３日以上にわたるときには、あらかじめ連絡先を届け出なければな

らない。 

 

 

第 ６ 章  出勤、退勤及び欠勤 

 

（出勤及び退出） 

第２３条 職員は、出勤時及び退勤時に、自ら、出勤時刻及び退勤時刻を管理簿へ記入しな

ければならない。 

２ 出張等のため出勤時又は退勤時に管理簿へ出勤時刻又は退勤時刻を記入できない場合、

記入が可能となった時点において速やかに、管理簿へ当該出勤時刻又は退勤時刻を記入し

なければならない。 

 

（欠勤、遅刻、早退） 

第２４条 第１７条ないし第１９条の規定に該当する場合のほか、職員はやむを得ない事由

により欠勤するときは、あらかじめその理由並びに予定日及び予定時間を所属長に届け出

なければならない。ただし、あらかじめ届け出ることができなかったときは、欠勤中又は

出勤後直ちに届け出るものとする。 
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第 ７ 章  休職・休業等 

 

（休 職） 

第２５条 職員が次の各号の一つに該当するときは、休職とすることができる。 

（１）当法人の都合によって必要と認めたとき 

（２）業務以外の傷痍疾病によって長期の療養を要するとき 

（３）第１４条第１号により就業を禁止された者で、休職を必要と認めたとき 

（４）刑事事件に関し起訴されたとき 

（５）本人の願い出を適当と認めたとき 

 

（休職の期間） 

第２６条 前条による休職の期間は、当該各号のカッコ内に定める日数とする。 

（１）前条第１号の場合 （必要な期間） 

（２）前条第２号の場合 （６ヶ月以内） 

（３）前条第３号、第４号及び第５号の場合（必要な期間） 

 

（復 職） 

第２７条 休職の事由が消滅したときは、原則として休職となった当時の職務に復職させる。 

２ 第２５条第２号の休職の場合、職員は、復職が可能であることを証明する医師の診断書

を提出するとともに、当法人の指示に従って、指定する医師の診断を受けなければならな

い。 

３ 復職後、同一又は類似の傷病で１年以内に欠勤を繰り返すときは、前の休職期間の残余

期間を限度として休職を命じる場合がある。 

 

（休職者の給与） 

第２８条 休職中は、給与を支給しない。 

 

（休職期間の勤続年数算入） 

第２９条 休職期間の勤続年数算入は、次のとおりとする。 

（１）第２５条第１号及び第３号によるときは、その期間全部を算入する。 

（２）第２５条第２号、第４号及び第５号によるときは、算入しない。 

 

（育児・介護休業等） 

第３０条 育児・介護休業等については、「公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック

競技大会組織委員会 育児・介護休業規程」において定める。 
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第 ８ 章  給 与 

 

（給与） 

第３１条 給与については「公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織

委員会給与規程」において定める。 

 

 

第 ９ 章  退職及び解雇 

 

（退 職） 

第３２条 次の各号に定める場合には、退職するものとする。 

（１）依願退職 

本人の都合による場合で、当法人が承認したとき。なお、やむを得ない事情のある場合

を除き、退職を希望する日の３０日前に退職願いを提出しなければならない。 

（２）期間満了による退職 

期間を定めて雇用されている場合は、その期間を満了したとき。 

（３）整理退職 

当法人の都合による定員の減少、組織機構の改廃等により解職した場合。なお、解職の

日は、３０日前に予告するものとする。 

（４）死亡退職 

死亡したとき。 

（５）休職期間満了による退職 

休職期間が満了してもなお復職できないとき。 

（６）所在不明による退職 

行方不明による欠勤が１０日以上続き、なお所在不明であるとき。 

 

（解 雇） 

第３３条 職員が次の各号の一つに該当するときは、解雇することができる。 

（１）精神又は身体の障害のため、業務に堪えられないと認めたとき。 

（２）懲戒解雇処分が決定したとき。 

（３）勤務成績、業務能率又は勤務態度が不良で、他の職務にも転換できないなど職員とし

て不適当と認めたとき。 

（４）勤務成績、作業能率又は勤務態度が著しく不良で、改善の見込みがなく、職員として

の職責を果たし得ないとき。 

（５）試用期間における勤務成績、作業能率又は勤務態度が著しく不良で、職員として不適
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格であると認められたとき。 

（６）事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、事業の縮小

又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、かつ他の職務への転換が困難なとき。 

（７）その他前各号に準ずるやむを得ない事由があったとき。 

２ 職員を解雇するときは、３０日前に予告し、又は平均賃金の３０日分以上の手当を解雇

予告手当として支払わなければならない。ただし、予告の日数については、解雇予告手当

を支払った日数だけ短縮することができる。 

３ 前項の規定は、労働基準監督署長の認定を受けて懲戒解雇を行う場合及び労働基準法第

２１条に定める場合については、適用しない。 

 

 

第 １０ 章  保健及び衛生 

 

（安全衛生） 

第３４条 当法人は、職員の安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場の形成のために必

要な措置を講ずる。 

２ 職員は、安全衛生に関する法令及び当法人の指示を守り、当法人と協力して労働災害の

防止に努めなければならない。 

３ 職員は安全衛生の確保のため、特に下記の事項を遵守しなければならない。 

（１）機械設備、工具等の就業前点検を徹底すること。また、異常を認めたときは、速やかに

当法人に報告し、指示に従うこと。 

（２）安全装置を取り外し、その効力を失わせるようなことはしないこと。 

（３）保護具の着用が必要な作業については、必ず着用すること。 

（４）喫煙は、所定の場所以外では行わないこと。 

（５）立入禁止又は通行禁止区域には立ち入らないこと。 

（６）常に整理整頓に努め、通路、避難口又は消火設備のある所に物品を置かないこと。 

（７）火災等非常災害の発生を発見したときは、直ちに臨機の措置をとり、安全衛生管理を

行うべき者に報告し、その指示に従うこと。 

 

（安全衛生教育） 

第３５条 職員に対し、雇入れの際及び配置換え等により作業内容を変更した場合、その従

事する業務に必要な安全及び衛生に関する教育を行う。 

２ 職員は、安全衛生教育を受けた事項を遵守しなければならない。 

 

（健康診断等） 

第３６条 毎年定期に１回以上、当法人指定の医師により職員の健康診断を行う。 

２ 職員は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。 

３ 当法人は、健康診断の結果又はその裁量に基づき、必要に応じ、職員に対して医師の受
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診又は休職を命ずることがある。 

 

 

（業務上の災害の補償） 

第３７条 職員の業務上の災害に対する補償については、別に給与規程で定める。 

 

 

第 １１ 章  懲     戒 

第３８条 職員に次の各号の一つに該当する行為があったときは、懲戒とすることができる。 

（１）正当な理由なく無断欠勤したとき。 

（２）正当な理由なく欠勤、遅刻、早退をしたとき。 

（３）故意又は過失により当法人に損害を与えたとき。 

（４）素行不良で当法人内の秩序及び風紀を乱したとき。 

（５）第６条の２乃至第６条の５に違反してハラスメントを行ったとき。 

（６）重要な経歴を詐称して雇用されたとき。 

（７）正当な理由なく業務上の指示・命令に従わなかったとき。 

（８）刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行ったとき。 

（９）許可なく職務以外の目的で当法人の施設、物品等を使用したとき。 

（10）職務上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を受け、若しくは

求め若しくは供応を受けたとき。 

（11）私生活上の非違行為により、当法人の名誉信用を損ない、又は業務に悪影響を及ぼし

たとき。 

（12）当法人に対する正当な理由のない誹謗中傷等を行ったとき。 

（13）業務上と否とを問わず、当法人の信用を害し又は体面を汚したとき。 

（14）正当な理由なく当法人の業務上重要な秘密を外部に漏洩したとき。 

（15）当法人の定める規程に違反したとき｡ 

（16）部下の指導監督に重大な過誤があったとき。 

（17）その他不正行為があったとき。 

（18）その他上記各号に準じる不都合な行為があったとき。 

２ 懲戒は、懲戒解雇、諭旨退職、降任降格、出勤停止、減給及び戒告の６種類とする。 

（１）懲戒解雇  予告なしに即時解雇する。この場合において、所轄の労働基準監督署長

の認定を受けたときは、解雇予告手当を支給しない。 

（２）諭旨退職  退職願を提出させて退職させる。なお、諭旨退職処分を受けてから７日

以内に応じない場合は懲戒解雇とする。 

（３）降任降格  役職身分による職位又は等級を下げる。 

（４）出勤停止  ３０日以内の期間を定めて出勤を停止し、その期間の賃金は支払わない。 

（５）減  給  １回の事実に対する額が平均賃金の一日分の半額、総額が１ヶ月の給与

総額の１０分の１の範囲で、給与を減ずる。 
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（６）戒  告  始末書をとり将来を戒める。 

３ 前項の懲戒判定については、職員の弁明を聴取した上で、副事務総長を長とする審査委

員会にて懲戒事由の有無、その内容に応じた処分の種類等を審査、検討し、その結果を事

務総長に答申する。 

４ 事務総長は、審査委員会の答申を踏まえ、懲戒処分を決定し、実施する。 

 

 

第 １２ 章  辞     令 

 

第３９条 職員の任免、昇給及び給与の決定は、辞令の交付又は通知書により行う。ただし、

やむを得ない場合等は、口頭で行った上、その後遅滞なく辞令の交付又は通知書による通

知を行うものとする。 

２ 職員に対し懲戒を行い､又は休職若しくは復職を命ずるときも同様とする。 

 

 

第 １３ 章  出 向 ・ 派 遣 

 

第４０条 他団体との取り決め書等に基づき、当法人に出向又は派遣される職員に適用され

る勤務条件は、第５条ないし第１５条、第２２条ないし第２４条及び第３４条ないし第３

８条とする。 

２ 前項にかかわらず、他法人等との出向又は派遣に関する契約書等において前項と異なる

定めをしたときには、当該定めに従う。 

 

 

第 １４ 章  短期雇用職員 

 

第４１条 短期雇用職員とは、第２章で定める手続により採用される職員のうち、６か月以

下の期間を定めて雇用され、かつ通算期間６か月を超えて契約が更新されないことが明ら

かな職員をいう。 

２ 第１６条乃至第２１条、第２２条第３項及び第２５条乃至第２９条の規定は、短期雇用

職員には適用しないものとする。ただし、第１８条第１項第２号、第９号乃至第１２号、

第１６号に規定する休暇は、法律で定める期間につき、無給で付与するものとする。 

 

 

第 １５ 章  委     任 

 

第４２条 本規程の運用等につき必要な事項は事務総長がこれを定める。 
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附 則 

本規程は平成２７年１月２３日から施行する。 

 

附 則 

 本規程は平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 本規程は平成２８年９月２９日から施行する。 

 

附 則 

本規程は平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

本規程は平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

本規程は平成３０年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

本規程は平成３１年４月１日から施行する。 

 

附 則 

本規程は令和元年８月１日から施行する。 

 

附 則 

本規程は令和元年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

本規程は令和２年６月１２日から施行する。 

 

附 則 

本規程は令和２年１０月１日から施行する。 
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- 1 -

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 

会計処理規程 

平成２９年７月２４日 

理 事 会 決 定 

第 １ 章   総 則 

（目 的） 

第１条 本規程は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

（以下「当法人」という。）の会計に関する取引を正確、かつ迅速に処理し、当法人の財

政状態及び正味財産増減並びにキャッシュ・フローの状況に関し報告を行うとともに、

事業活動の計数的統制とその能率的運営を図ることを目的とする。 

（適 用） 

第２条 当法人の会計処理は、定款及び公益法人会計基準（平成２０年４月１１日 平成

２１年１０月１６日改正 内閣府公益認定等委員会）等の一般に公正妥当と認められる

公益法人会計の基準に基づき、別に定めるもののほか、本規程の定めるところによる。 

（経理責任者） 

第３条 当法人の経理責任者は、事務総長とする。 

２ 本規程の運用に関しては、経理責任者の指示に従うものとする。 

（会計年度） 

第４条 当法人の会計年度は、定款の定めに従い、毎年４月１日から翌年３月３１日まで

とする。 

（会計区分） 

第５条 当法人の会計区分は、以下のとおりとする。 

（１） 公益目的事業会計

（２） 法人会計

（書類の保存期間） 

第６条 会計に関する帳票書類の保存期間は、次のとおりとする。 

（１） 財務諸表及び附属明細書並びに財産目録 １０年

（２） 収支予算書 １０年
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（３） 会計帳簿 １０年 

（４） 会計伝票及び証ひょう １０年 

（５） その他の書類 ７年 

２ 前項の保存期間は、決算日の翌日から、これを起算する。 

３ 保存期間経過後これらの書類を廃棄するときは、経理責任者の承認を得なければなら

ない。 

 

（改 廃） 

第７条 本規程の改廃は、経理責任者の上申に基づき理事会の決議を経て行うものとする。 

 

第 ２ 章   勘定科目及び会計帳簿 

 

（原 則） 

第８条 当法人の資産、負債及び正味財産に影響を及ぼす取引は、正規の簿記の原則を遵

守して適正な勘定科目に仕訳し、整然かつ明瞭に会計帳簿に記録、整理されなければな

らない。 

 

（勘定科目） 

第９条 当法人の会計においては、財政状態及び正味財産増減並びにキャッシュ・フロー

のすべての状況を的確に把握するため必要な勘定科目を設ける。 

２ 勘定科目の名称は、経理責任者が勘定科目表により別に定める。 

 

（会計帳簿） 

第１０条 当法人に備える会計帳簿は、次のとおりとする。 

（１） 主要簿 

ア 総勘定元帳 

イ 仕訳帳 

（２） 補助簿 

ア 現預金出納帳 

イ 固定資産等台帳 

ウ その他必要な補助簿 

 

（会計伝票） 

第１１条 当法人で発生する一切の会計取引の整理には、会計伝票を使用する。 

２ 前項の会計伝票は、振替伝票、収入伝票及び支払伝票に区分し、その作成は証拠書類

によらなければならない。 
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３ 会計伝票は、取引の発生を証する証ひょう書類に基づいて作成し、証ひょう書類とと

もに保存するものとする。 

４ 会計伝票は、関係する責任者の承認印を受けるものとする。 

 

（証ひょう） 

第１２条 証ひょうとは、会計伝票の正当性を立証する請求書・領収証等の書類をいう。 

 

（会計帳簿の更新） 

第１３条 会計帳簿は、原則として会計年度ごとに更新する。 

 

第 ３ 章   予 算 

 

（予算の目的） 

第１４条 予算は、事業計画を具体的に計数化したものであり、予算の執行者の責任と権

限の範囲を明確にし、事業の円滑な運営を図ることを目的とする。 

 

（事業計画及び予算書） 

第１５条 事業計画及び収支予算書は、会計区分に従い、会長が当該会計年度の開始以前

に作成し、理事会の承認を経なければならない。 

２ 前項の収支予算書は、収益及び費用により算定し、その様式は正味財産増減計算書に

準ずる。 

 

（収支予算の執行） 

第１６条 収入及び支出は、予算に基づいて行われなければならない。 

２ 予算の執行者は、会長とする。 

 

（予算の流用） 

第１７条 予算の執行に当たっては、予算の流用は原則として認めない。ただし、会長が

予算の執行上必要があると認めたときは、この限りでない。 

 

（予備費） 

第１８条 予測しがたい支出予算の不足を補うため、支出予算に予備費を計上することが

できる。 

２ 予備費の使用については、会長の承認を得るものとする。 

３ 予備費を使用したときは、その内容について理事会に報告しなければならない。 
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（補正予算） 

第１９条 会長は、やむを得ない理由により、予算の補正を必要とする場合には、補正予

算を編成し、理事会の承認を経なければならない。 

 

第 ４ 章   金銭出納及び資金管理 

 

（金銭の範囲） 

第２０条 本規程において、金銭とは現金及び預金をいい、通貨、小切手、郵便振替証書、

振替貯金証書を含むものとする。 

 

（出納責任者及び担当者） 

第２１条 出納責任者は、経理責任者が指名した者とする。 

２ 出納責任者は、金銭の出納及び保管の事務を取り扱わせるため、出納担当者を置くこ

とができる。 

３ 出納担当者は、会計伝票を作成するものと同一人であってはならない。 

 

（出納用印鑑） 

第２２条 銀行取引用の印鑑と小切手の押印に使用する印鑑は共通のものとし、経理責任

者が保管しなければならない。 

 

（金銭の出納） 

第２３条 金銭の出納及び受取手形、有価証券の管理は、出納責任者が行う。 

 

（領収証） 

第２４条 領収証の発行は、次のとおりとする。 

（１） 領収証は、金銭を受け取ったとき発行しなければならない。ただし、銀行振込

による収納は、先方に予め通知して領収証の発行を原則として省略するものとす

る。 

（２）領収証は、出納責任者が発行する。 

 

（支 払） 

第２５条 金銭の支払いは、請求書、その他取引を証する書類に基づいて、出納責任者が

これを行う。 

２ 金銭の支払については、最終受取人の署名のある領収証を受け取らなければならない。

ただし、領収証を受け取ることができない場合には、別に定める支払証明書をもってこ

れに代えることができる。 
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３ 銀行振込の方法により支払を行う場合で、最終受取人と特約した場合は、領収証を受

け取らないことができる。 

 

（小口現金） 

第２６条 出納責任者は、日々の現金支払に充てるため小口現金を置くことができる。 

２ 小口現金は、定額資金前渡制度とすることができる。 

３ 出納責任者は、随時小口現金の管理状況を点検しなければならない。 

４ 小口現金は５０万円とし、毎月末日及び残高が一定額を下回った都度、点検のうえ精

算を行い、補給するものとする。 

 

（記録及び照合） 

第２７条 出納責任者は、記録及び照合について次のとおり実施する。 

（１） 金銭の収支については、その都度これを帳簿に記録しなければならない。 

（２） 現金の残高は、毎日実地に調査し、金種別明細表を作成し、前号の帳簿残高と

照合する。 

（３） 銀行預金については、毎月、銀行の記録と照合を行い、期末には預金残高証明

書を徴収し、その記録と照合を行わなければならない。もし、差額がある場合は、

銀行勘定調整表を作成し、経理責任者に提出する。 

 

（資金管理） 

第２８条 資金管理とは、運転資金、投資資金、設備資金、借入金返済資金等を総合的に

管理することで、具体的には当法人全体の資金が不足して必要な支払ができなくなる事

態を招かないようにすること、基本財産、特定資産及び余剰資金を安全かつ効率的に運

用して収益を得ること、並びに経費を削減することをいう。 

２ 資金管理、資金調達及び資金運用の主務者は、経理責任者とする。 

 

（銀行借入） 

第２９条 銀行からの借入による資金の調達は、理事会の承認を受けた範囲内で経理責任

者がこれを行う。 

２ やむを得ない理由により、臨時に資金を調達する必要がある場合、経理責任者は会長

の承認により予算外の借入を行うことができる。この場合、会長は直近に行われる理事

会にこれを報告し、その承認を得なければならない。 

 

（資金の運用） 

第３０条 当法人の資金の運用は、別に定める資金運用規程によるものとする。 
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（金融機関との記録の照合） 

第３１条 運用資金及び借入金については、毎月末に金融機関から入手する残高報告書又

は証明書と総勘定元帳を照合する。 

 

第 ５ 章   契 約 

 

（契約の方法） 

第３２条 契約は、下記のいずれかにより、原則として事務総長が締結する。 

（１） 競争入札 

（２） 複数見積契約 

（３） プロポーザル方式契約 

（４） 特別契約 

２ 入札参加者については、あらかじめその業務内容及び財務内容等調査の上、事務総長

の承認を得るものとする。 

 

（競争入札） 

第３３条 次条から第３６条までの規定に基づき契約を締結できるもの以外の契約は、別

に定めるところにより、競争入札の方法によって行うものとする。 

 

（複数見積契約） 

第３４条 次の各号の一に該当するときは、競争入札によらず、複数見積により、契約を

締結することができる。 

（１） 予定価格が２５０万円以下の工事又は製造の請負 

（２） 予定価格が１６０万円以下の財産の買入 

（３） 予定価格が８０万円以下の物件の借入 

（４） 予定価格が５０万円以下の財産の売払 

（５） 予定価格が１００万円以下の前各号に掲げるもの以外のもの 

 

（プロポーザル方式契約） 

第３５条 契約の性質又は目的が競争入札及び複数見積契約に適さず、企画内容の提案に

より契約相手方を選定する必要があるときは、プロポーザル方式により、契約を締結す

ることができる。 

 

（特別契約） 

第３６条 次の各号の一に該当するときは、競争入札、複数見積契約及びプロポーザル方

式契約によらず、単数見積により契約を締結することができる。 
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（１） 緊急契約 緊急の必要により契約しなければならないとき 

（２） 独占契約 特許及び著作権等の関係により、契約の相手方が一者に限定される

とき 

（３） 少額契約 予定価格が５０万円以下のとき 

（４） 特定契約 次に掲げるものの一に該当するとき 

ア 競争入札又は複数見積契約に付することが不利又は不適切と認められるとき 

イ 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みがあると

き 

ウ 官公庁、公法人又は公益法人と契約するとき 

エ 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないと

き 

オ 落札者が契約を締結しないとき 

カ 前各号に掲げるもののほか、事務総長が特に必要と認めるとき 

 

（見積書の徴収） 

第３７条 第３３条から前条までの規定により契約を行う場合は、契約条件その他見積に

必要な事項を示して、見積書を徴さなければならない。ただし、法令により価格を定め

ている物件を買い入れるときその他必要がないと認められるときは、この限りでない。 

 

（契約書の作成等） 

第３８条 契約の相手方を決定したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した契約書を

作成しなければならない。ただし、契約の性質上又は目的により該当のない事項につい

ては、その記載を要しないものとする。 

（１） 契約の目的 

（２） 契約金額 

（３） 履行期限又は期間 

（４） 契約履行の場所 

（５） 契約代金の支払又は受領の時期及び方法 

（６） 監督及び検査 

（７） 履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金 

（８） 前各号のほか必要な事項 

 

（契約書の作成を省略することができる場合） 

第３９条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、契約書の作成を省

略することができる。 

（１） 電気、ガス、水の供給若しくは公衆電気通信の役務の提供を受けるもの、又は
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法令の定めによりその必要がないものであるとき 

（２） 非常災害等により緊急に施工を要する工事の請負契約のとき 

（３） 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即時に支払ってその物品を引き

取るとき 

（４） 新聞、定期刊行物の購入、その他商慣習によりその必要がないと認められるも

のであるとき 

（５） 前各号に掲げるもののほか、事務総長が認めるとき 

 

第 ６ 章   固 定 資 産 

 

（固定資産の種類） 

第４０条 本規程において、固定資産は、基本財産、特定資産及びその他固定資産に区別

する。 

（１） 基本財産 

基本財産とは、定款第７条に定める財産をいう。 

（２） 特定資産 

特定資産とは、特定の目的のために計上する次の資産をいう。 

ア 退職給付引当資産 減価償却引当資産 

イ その他、会長が必要と認めた資産 

（３） その他固定資産 

その他固定資産とは、基本財産及び特定資産以外の資産で､使用可能期間が１年

以上で､かつ､取得価額が１０万円以上の資産をいう。 

 

（固定資産の取得及び処分等） 

第４１条 固定資産の取得（新規購入、新築、増築、修理、取替）、売却及び廃棄処分など

資産状況の変動は、会計帳簿に正しく記録しなければならない。 

 

（取得価額） 

第４２条 固定資産の取得価額は、次に掲げる基準により算定する。 

（１） 有形固定資産 

ア 他から購入したものは、購入代価に付帯費用を加算した額 

イ 交換によるものは、交換に提供した物件の帳簿価額 

ウ 寄附によるものは、適正な時価 

（２） 無形固定資産は、有償取得の場合に限りその対価を取得価額とする。 

２ 固定資産の除却又は配置変更等に要した費用は期間費用とし、取得価額に算入しない。 
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（固定資産の修繕、改良） 

第４３条 固定資産の修繕又は改良工事により、使用可能期間を延長させ、又は資産価値

を増加させる場合には、これに対応する金額は資本的支出として固定資産に計上するも

のとする。 

２ 固定資産の現状を維持し、又は原能力を回復するのに要した費用は、これを修繕費と

する。 

 

（建設仮勘定） 

第４４条 建設仮勘定には、事業の用に供する有形固定資産を建設又は購入する場合にお

いて、着工から完成するまでの間に支出した手付金及び前渡金を計上する。 

２ 建設仮勘定は、建設の案件ごとに区分して整理しておかなければならない。 

３ 建設工事が完成した場合には、遅滞なく建物、構築物等の本勘定に振り替えなければ

ならない。 

 

（固定資産の管理） 

第４５条 固定資産管理者は経理責任者が指名した者とし、固定資産台帳を設け、次のと

おり管理を行うものとする。 

（１） 有形固定資産及び無形固定資産は、原則として各使用部署が管理し、固定資産

管理者が統括する。 

（２） 固定資産管理者は、各会計年度末又は必要と認めたとき、固定資産の現状を調

査し、固定資産台帳との照合を行わなければならない。 

（３） 現物の実査によって紛失、破損等の事故が判明したときは、固定資産管理者は

経理責任者にその旨報告し、その処理について指示を受けなければならない。 

２ 定期預金証書又は通帳、国・公社債券、株式など投資活動に属する資産は、出納責任

者が管理する。 

 

（報 告） 

第４６条 固定資産管理者は、固定資産に増減異動が生じた場合は、速やかに異動報告書

をもって経理責任者に報告しなければならない。 

 

（担保差入手続） 

第４７条 金融機関などに担保として資産を差し入れる場合は、経理責任者が差入手続を

行う。 

 

（損害保険） 

第４８条 火災などにより損害を受けるおそれのある固定資産については、保険を付すも
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のとする。 

 

（固定資産の減価償却） 

第４９条 固定資産の減価償却は、耐用年数省令に定める耐用年数表に従い、次に掲げる

方法で毎会計年度末に行わなければならない。 

（１） 有形固定資産 定額法 

（２） 無形固定資産 定額法 

２ 会計年度の途中で取得した償却資産の減価償却は、その償却資産を事業の用に供した

月から開始する。 

 

（指定正味財産の受入と指定の解除） 

第５０条 寄附者等の意思により複数年度にわたることを目的として受け入れた寄附金及

び補助金等については、資産管理とともに指定正味財産としての処理を行わなければな

らない。 

２ 前項の資産について、減価償却又は評価損の計上等指定の解除が行われた場合には、

指定正味財産から一般正味財産へ振り替える処理を行う。 

 

（減損会計） 

第５１条 当法人が保有する固定資産（又は固定資産グループ。以下同じ。）の時価が経済

状況の変化等により著しく下落したときは、回復の見込みがあると認められる場合を除

き、減損会計の対象とする。ただし、対価を伴う事業に使用されている固定資産につい

ては、使用価値により評価を行うものとする。 

２ 減損損失は、当該損失が認識された期の経常外費用とする。 

 

第 ７ 章   決 算 

 

（決算の目的） 

第５２条 決算は、各会計年度の会計記録を整理し、財政状態及び正味財産増減並びにキ

ャッシュ・フローの状況を明らかにすることを目的とする。 

 

（月次の決算書） 

第５３条 経理責任者は、毎月末に会計記録を整理し、次の書類を作成して、会長に提出

しなければならない。 

（１） 月次合計残高試算表 

（２） 月次貸借対照表 

（３） 月次損益計算書（正味財産増減計算書） 
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（事業報告及び財務諸表等） 

第５４条 経理責任者は、会計年度終了後、速やかに決算に必要な手続を行い、事業報告

（附属明細書を含む。）及び次に掲げる財務諸表等を会長に提出しなければならない。 

（１） 貸借対照表 

（２） 損益計算書（正味財産増減計算書） 

（３） 貸借対照表内訳表 

（４） 正味財産増減計算書内訳表 

（５） 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書 

（６） キャッシュ・フロー計算書 

（７） 財産目録 

 

（決算整理） 

第５５条 期末決算では、諸引当金の確定計算、減価償却費の計上等の日々の会計処理で

処理されていない決算整理事項を再点検して、決算作業日程に従って数値を確定させな

ければならない。 

 

（重要な会計方針） 

第５６条 当法人の重要な会計方針は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 有価証券の評価基準及び評価方法 

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法） 

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 

満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外のその他の有価証

券 

時価のあるもの 期末日の市場時価等に基づく時価法（売却原価は移動平均法

により算定する。） 

時価のないもの 移動平均法による原価法 

（２） 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

棚卸資産 移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法） 

（３） 固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産 定額法 

無形固定資産 定額法 

（４） 引当金の計上基準 

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案
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し、回収不能見込額を計上する。 

（５） 税効果会計の適用 

税引前の当期一般正味財産増減額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、

より適切な当期正味財産増減額を計上することを目的として税効果会計を適用す

る。 

（６） 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税込方式による。 

（７） キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲 

資金の範囲には、現金及び現金同等物を含める。 

 

（財務諸表等の確定） 

第５７条 会長は、第５４条の財務諸表等について、会計監査人の監査を受け、かつ、事

業報告（事業報告の附属明細書を含む。）とともに監事の監査を受けた後、理事会へ提出

し、その承認を経た上で、評議員会に提出するものとする。 

２ 財務諸表等は、評議員会への報告又は評議員会の承認を経て確定する。 

 

附 則 

本規程は平成２６年１月２４日から施行する。 

 

附 則 

本規程は平成２７年１月２３日から施行する。 

 

附 則 

本規程は、平成２９年７月３１日付の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１

９４条に基づく評議員会において、第１号議案及び第２号議案「会計監査人の選任及び定

款等の改正について」が原案どおり承認可決されることを停止条件として、同日付で施行

する。 
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1 

 

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 

財産管理処分規程 

 

平成３０年１２月２０日 

理 事 会 決 定 

 

  第１章 総 則 

 

（目 的） 

第１条 本規程は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

（以下「当法人」という。）の財産の管理及び処分に関する基本的事項を定め、もって当

法人の事業を適正かつ効率的に実施することを目的とする。 

２ 当法人の財産の管理及び処分に関しては、別に定めるものを除くほか、本規程の定める

ところによる。 

３ 財産の使用、管理及び処分に携わるすべての役員及び職員は、財産が当法人の事業目的

を達成するために調達されたものであることを自覚し、善良な管理者の注意をもって、財

産の適正な使用、管理及び処分に努めなければならない。 

 

（定 義) 

第２条 本規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 財産 当法人の所有に属する財産及び使用のため保管する財産（ただし、金銭、

当法人会計処理規程第４５条第２項に定める投資活動に属する資産、債権

並びに他の規程等により管理及び処分するものを除く。） 

（２） 管理 財産の受入れ、保管及び使用を行うこと 

（３） 処分 使用を終えた財産の返却、譲渡又は廃棄等を行うこと 

 

（財産の区分） 

第３条 財産は、次に掲げる区分に従い、企画財務局長が定める品名別に整理しなければな

らない。 

（１） 資産 

財産のうち、次に掲げるもの（次号に定める物品を除く。） 

     ア 不動産等（従物を含む。） 

     イ 知的財産権その他これに準ずる権利 

（２） 物品 

    財産のうち、次に掲げるもの 

     ア 備品 
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        使用可能期間が１年以上で取得価額が 10 万円以上のもの及び取得価額

が 10 万円未満で厳重な管理が必要なもの（本号イ～エに区分されるもの

を除く。） 

      イ 消耗品 

（ア）取得価額が 10 万円未満のもの（本号ウ又はエに区分されるものを除く。） 

（イ）一度の適正な使用により消費され、又は記念品として交付・消費される

ものであって、企画財務局長が定めるもの 

      ウ 借用動産 

         使用のため受け入れる当法人の所有に属さない動産であって、契約等

の期間満了後返却すべきもの 

      エ その他 

動物、材料品その他上記ア～ウに基づく取扱いが適切でないものと認

めるものとして企画財務局長が定めるもの 

 

  第２章 財産の管理及び処分に係る組織 

 

（財産の管理及び処分の指導統括） 

第４条 財産の管理及び処分に関する事務の指導統括は、当法人会計処理規程第３条に定

める経理責任者が行う。 

２ 経理責任者は、財産に関して必要があるとき、報告を求め、又は調査することができる。 

３ 企画財務局長は、財産の管理及び処分の適正を期するため、財産に関する制度を整え、

必要な調整を行う。 

 

（財産の管理及び処分の分掌） 

第５条 局又はこれに準ずる組織等（以下「局等」という。）において使用する財産の管理

及び処分は、当該局等の局長級の職員又はこれに準ずる職にある者（以下「局長等」とい

う。）が行うものとする。 

２ 局長等は、その所管に属する財産の管理及び処分について、常に最善の注意を払い、経

済的かつ効率的に行うようにしなければならない。 

 

（財産取扱主任及び財産取扱者の設置） 

第６条 局長等は、財産の管理及び処分を適正かつ円滑に行うため、当該局等に所属する課

長又はこれに準ずる職にある者の中から、財産取扱主任（以下「取扱主任」という。）と

なる者を任命し、当該局等に所属する係長又はこれに準ずる職にある者の中から、財産取

扱者（以下「取扱者」という。）となる者を任命する。 

ただし、取扱者については、必要があると認めるときは、当該局等に所属する主事の中
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から任命することができる。 

２ 局長等は、前項に基づき取扱主任及び取扱者を任命したときは、その旨並びにその職及

び氏名を企画財務局長に通知しなければならない。取扱主任及び取扱者に変更が生じた

場合も同様とする。 

３ 取扱主任及び取扱者は、その所管に属する財産の管理及び処分事務の処理を推進する

ものとし、その職務は別に定める。 

 

  第３章 基本方針及び職員の職務 

 

（財産の管理の基本方針） 

第７条 財産の管理は、その性質や重要性を踏まえ、次条以下に規定するところに従ってこ

れを行うものとし、特に資産、備品及び借用動産は、使用開始以後も適正な管理を行わな

ければならない。 

２ 財産の配置場所やその性質等により前項に基づく管理が適切でない場合、局長等は企

画財務局長と協議の上、別途管理計画を策定し、これに従って財産を管理するものとする。 

 

（財産の調達の基本方針） 

第８条 財産の調達にあたっては、本規程の趣旨を踏まえ、経済合理性を基本としつつ、持

続可能性等を考慮して総合的に判断することにより、当法人の事業の適切な遂行に資す

るものとなるよう努めなければならない。 

 

（保 管） 

第９条 取扱者は、その所管に属する財産を、常に良好な状態で使用又は処分をすることが

できるように整理し、保管しなければならない。 

２ 備品及び借用動産については、取扱者は、企画財務局長が定めるところに従って表示を

すること等により、適正に管理するものとする。 

 

（使 用) 

第１０条 取扱主任は、財産を使用する者（以下「使用者」という。）が財産を使用するに

あたり、その使用目的に適合するようにしなければならない。 

２ 使用者は、善良な管理者の注意をもってその適正かつ効率的な使用に努めなければな

らない。 

 

（財産の状況確認) 

第１１条 取扱主任は、各会計年度末において、各財産の状況を、第３条に定める区分に応

じて、企画財務局長が定める帳票その他の書類によって確認しなければならない。各財産

70



 

 

4 

 

について、その性質や重要性を踏まえ当該確認が必要と認められるときも、同様とする。 

 

（亡失、損傷の報告） 

第１２条 取扱主任及び取扱者は、その所管に属する財産が、災害その他事故により亡失し、

又は損傷したときは、直ちに、企画財務局長が定める事項を局長等に報告しなければなら

ない。 

２ 局長等は、前項の報告その他により、その所管に属する財産について、亡失又は損傷の

事実を知ったときは、その経過ないし原因に関する意見を付して、企画財務局長を通じて、

経理責任者にその旨報告しなければならない。 

 

 （借用財産の返却） 

第１３条 局長等は、契約等に基づき使用のために受け入れた当法人の所有に属さない財

産を、契約等の期間満了後、適切に返却しなければならない。 

 

（財産の処分の基本方針） 

第１４条 局長等は、その所有に属する財産を処分（返却を除く。以下、本条において同じ。）

しようとするときは、経済合理性の観点から、適正な対価による譲渡によりこれを行わな

ければならない（以下、本項に基づく譲渡を「有償譲渡」という。）。なお、経済合理性の

判断にあたっては、譲渡価格の多寡のほか、譲渡にあたり当法人に生じ得る費用負担につ

いて考慮に入れなければならない。 

２ 局長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、財産を無償で譲渡することができる

（以下、本項に基づく譲渡を「無償譲渡」という。）。 

（１） 前項に定める経済合理性を判断するにあたり、同項後段に定める費用負担の免除を

得られること等の事情が存することにより、特定の譲渡先に無償譲渡する方が、当該

譲渡先以外の者に有償譲渡を行うよりも、経済合理性の観点から適切と認められると

き。ただし、正当な理由なく当該譲渡先に対して特別の利益を与えることとなるもの

ではない場合に限る。 

（２） 前項に基づく適切な有償譲渡先が見当たらず、かつ、前号に基づく無償譲渡も行え

ない場合であって、経済合理性を踏まえ適切と認められるとき 

（３） 前２号に定めるほか、当法人の事業目的及び経済合理性を踏まえ、経理責任者が定

める要件を満たすとき 

３ 局長等は、有償譲渡及び無償譲渡のいずれもが困難であると認められる財産について

は、委託等による再生利用を行わなければならない。 

４ 前項の規定にかかわらず、同項の財産について、同項の再生利用が困難であるときは、

局長等は、これを廃棄することができる。 

５ 財産の処分方法の決定にあたっては、あらかじめ第１８条に定める財産管理処分委員
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会に付議し、その承認を得るものとする。 

６ 財産の処分に関する契約手続その他の事務については、企画財務局長が定める。 

 

（再生利用等に係る手続の特例） 

第１５条 使用中の財産又は取扱者の保管に係る財産が、破損等によりいかなる用途にも

供することができず、かつ、適正な対価による譲渡を行うことができない場合にあっては、

直ちに当該財産を再生利用等により処分することができる。 

 

（共同実施事業等に係る財産の処分） 

第１６条 第１４条の規定にかかわらず、国や東京都等との共同実施事業等に係る財産の

処分については、有償譲渡、無償譲渡、再生利用又は廃棄のうちから、企画財務局長が定

める関係機関等との協議を踏まえて決定する方法によるものとする。 

 

（債務の履行として行う財産の処分） 

第１７条 第１４条の規定は、同条第１項に定める財産の処分のうち、開催都市契約その

他の契約等に基づきその債務の履行として行うものについては、適用しない。なお、当

法人の債務としてかかる財産の処分を定める契約等を締結する場合は、あらかじめ次条

に定める財産管理処分委員会に付議し、その承認を得るものとする。 

 

（財産管理処分委員会の承認） 

第１８条 局長等は、次の各号に掲げる事項について、財産管理処分委員会に付議し、その

承認を得るものとする。ただし、付議を要しない財産として経理責任者が定めるものにつ

いては、この限りでない。 

（１） 財産の処分方法及び処分先の決定に関すること 

（２） その他財産の管理及び処分に関する重要なこと 

 

（管理処分台帳による記録等） 

第１９条 局長等は、財産の管理及び処分にあたっては、第３条に定める区分に応じて、

企画財務局長が定める管理処分台帳、又は局長等が企画財務局長と協議の上定める台帳

に記録して整理しなければならない。なお、台帳の作成にあたっては、数量を第３条に

定める品名等の区分ごとに一括して記録する等企画財務局長が定める方法によることが

できる。 

2 局長等は、前項の規定によりその所管に属する資産の管理をするときは、台帳附属資料

(企画財務局長が別に定める図面その他の資料をいう。)を保管しておかなければならない。 

３ 局長等は、登記又は登録をすることができる財産を調達したときは、速やかにその手続

をしなければならない。ただし、登記又は登録をする必要がないと認められる場合は、こ
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れを省略することができる。 

４ その他財産の管理に関する事務については、企画財務局長が定めるところに従って行

う。 

 

（事務引継ぎ） 

第２０条 人事異動及び組織変更等により取扱主任又は取扱者に変更が生じるときは、前

任者は、企画財務局長が定めるところに従って、速やかに、その事務を後任者に引き継が

なければならない。 

２ 前任者が事故のため引継ぎをすることができないときは、局長等の指定した職員が前

項の規定による事務の引継ぎをしなければならない。 

 

（経理責任者の検査) 

第２１条 経理責任者は、必要があると認めるときは、自ら、又は財産の管理を行う局等に

所属する職員の中から検査員を命じ、当該検査員をして、取扱主任又は取扱者の取扱いに

係る財産の管理及び処分事務について直接検査をすることができる。この場合において、

特に必要があると認めるときは、関係人に対する照会その他実地に調査をすることがで

きる。 

２ 前項の検査を行った検査員は、当該検査の状況及び結果を経理責任者に報告し、当該報

告を受けた経理責任者は、これらを関係局長等に通知しなければならない。 

３ 経理責任者は、第１項の検査の結果、関係局長等において是正すべき事項があると認め

るときは、当該関係局長等に対し、当該事項の是正を求めることができる。 

 

（局長等の監督責任) 

第２２条 局長等は、財産の管理及び処分事務について、当該局等の取扱主任及び取扱者を

監督しなければならない。 

 

（管理及び処分事務の例外措置） 

第２３条 局長等は、財産の管理及び処分事務において、本規程の定めによることが適切で

ないと認める場合は、企画財務局長と協議の上、別の取扱いを定めることができる。 

 

  第４章 雑 則 

 

（委 任） 

第２４条 本規程に定めるほか、本規程の運用に必要な書類、帳簿等の様式その他の事項は、

企画財務局長が定める。 
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附 則 

 

 本規程は、平成３０年１２月２０日から施行する。 
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公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 

監事監査規程 

平成２９年７月２４日 

理 事 会 決 定 

第 １ 章 総 則 

（目 的） 

第１条 本規程は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

（以下「当法人」という。）の監事の監査に関する基本的事項を定めることを目的とする。

監事の監査は、法令及び定款に定めるもののほか、本規程によるものとする。 

（基本理念） 

第２条 監事は、当法人の機関として、理事と相互信頼の下に、公正不偏の立場で監査を

行うことにより、当法人の健全な経営と社会的信頼の向上に努め、その社会的責任の遂

行に寄与するものとする。 

（職 能） 

第３条 監事は、理事の職務の執行を監査する。 

２ 監事は、理事の職務執行について、法令若しくは定款に違反する事実若しくはそのお

それのある事実若しくは著しく不当な事実を発見したとき、又は、理事からこれらの事

実の報告を受けたときは、その事実関係を調査し、当該理事に対し、これを是正するよ

う必要な勧告又は助言を行うものとする。 

（業務・財産調査権） 

第４条 監事は、いつでも、理事及び関係部署に対して事業の報告を求め、当法人の業務

及び財産の状況を調査することができる。 

（理事等の協力） 

第５条 監事が、前条の職務を遂行する場合は、理事又は関係部署の責任者はこれに協力

するものとする。 

第 ２ 章 監 査 の 実 施 

（監査事項） 
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第６条 監事は、次の各号に掲げる事項の調査・閲覧・立会・報告の聴取等により監査を

行うものとする。 

（１) 決裁文書等重要な文書 

（２) 重要又は異常な取引、債権の保全・回収及び債務の負担 

（３) 当法人と理事との競合取引又は利益相反取引 

（４) 財産の状況 

（５） 会計監査人の監査計画、監査状況及び意見 

（６） 会計監査人から提出を受けた会計監査報告 

（７) 決算方針及び決算期の計算書類等 

（８) 評議員会に提出すべき議案及び書類 

（９) その他監事が監査上必要とする事項 

 

 （会計監査人の選任等及び会計監査人との連携） 

第７条 監事は、法令の規定に従い、会計監査人に関する次の各号に掲げる議案を決定す

る。 

 （１） 会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する議案 

 （２） 会計監査人が欠けた場合で遅滞なく会計監査人が選任されないときにおける会 

計監査人の職務を行うべき者の選任に関する議案 

２ 監事は、会計監査人と連携を保ち、情報交換を行い、効率的かつ実効的な監査を実施

するよう努めなければならない。 

３ 監事は、会計監査人から理事の職務の執行に関して不正な行為又は法令若しくは定款

に違反する重大な事実がある旨の報告を受けた場合には、必要な調査を行い、理事に対

して助言又は勧告等の必要な措置を講じるものとする。 

 

（理事会への出席） 

第８条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならな

い。 

２ 監事は、理事会に出席できなかった場合には、その審議事項について報告を受け、又

は議事録、資料等の閲覧を求めるものとする。 

 

第 ３ 章   監 査 の 意 見 陳 述 等 

 

（理事会に対する報告義務） 

第９条 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認める

とき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認める

ときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。 
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２ 監事は、業務の執行に当たり、当法人の業務の適正な運営・合理化等又は当法人の諸

制度について意見を持つに至ったときは、理事に対し、意見を述べることができる。 

 

（監事による理事の行為の差止め） 

第１０条 監事は、理事が当法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反す

る行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当

法人に著しい損害を生ずるおそれがある場合には、その理事に対し、その行為をやめる

ことを請求することができる。 

 

（評議員会における説明義務） 

第１１条 監事は、評議員会において評議員が質問した事項については、議長の議事運営

に従い説明する。ただし、当該事項が評議員会の目的である事項に関しないものである

場合又はその説明をすることにより当法人その他の者の権利を侵害することとなる場合

その他一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則（平成１９年法務省令第２

８号）第５９条各号に定める場合は、この限りでない。 

 

（監事の任免・報酬に関する評議員会における意見陳述） 

第１２条 監事は、その選任・解任及び報酬について、評議員会において意見を述べるこ

とができる。 

 

第 ４ 章   監 査 の 報 告 

 

（計算書類の監査） 

第１３条 監事は、各事業年度に係る事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書

を受領し、これらの書類について必要な事項を監査する。 

 

 （会計監査人からの報告の監査） 

第１４条 監事は、会計監査人から計算書類並びにこの付属明細書を受領し、これらの書

類について監査事項を監査する。 

 

（監査報告書） 

第１５条 監事は、日常の監査を踏まえ、前二条の監査を経て、法令の規定に従い、監査

報告書を作成し、会長に提出する。監事間に異なる意見がある場合には、それぞれの意

見を記載する。 

２ 前項の監査報告書には、作成年月日を付し、監事が記名押印をするものとする。 
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第 ５ 章   雑 則 

 

（監査費用） 

第１６条 監事は、職務執行のため必要と認められる費用を当法人に対して請求すること

ができる。 

 

（補助機関） 

第１７条 監事の職務執行の補助機関としては、当法人の企画財務局が当たる。 

２ 前項の補助機関に関する事項については、監事と理事の協議によって定める。 

 

（改 廃） 

第１８条 本規程の改廃は、監事全員の合意により行い、理事会に報告する。 

 

附 則 

本規程は平成２６年１月２４日から施行する。 

 

附 則 

本規程は平成２７年１月２３日から施行する。 

 

附 則 

本規程は、平成２９年７月３１日付の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１

９４条に基づく評議員会において、第１号議案及び第２号議案「会計監査人の選任及び定

款等の改正について」が原案どおり承認可決されることを停止条件として、同日付で施行

する。 
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公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 

内部監査規程 

平成２７年１２月１８日 

理 事 会 決 定

第１章 総 則 

(目的） 

第１条 本規程は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

（以下、「当法人」という。）の内部監査に関する基本的事項を定めることを目的とする。

内部監査は、法令及び定款に定めるもののほか、本規程によるものとする。 

２ 内部監査は、当法人の制度、組織、業務活動等の有効性および効率性、コンプライアン

スへの適合性等を検証（点検、分析、照合、比較、評価、確認）し、改善のための提言ま

たは是正のための勧告を行い、資産の保全、業務効率および財務報告の信頼性の向上、健

全な業務の実現に貢献することを目的とする。 

（内部監査の対象範囲） 

第２条 内部監査の対象は、当法人の制度、組織、業務活動の全般に及ぶものとする。 

（内部監査の独立性） 

第３条 内部監査の機能は、被監査部門から独立し、制約を受けることなく業務を遂行でき

る組織としなければならない。 

（内部監査の組織） 

第４条 内部監査を実施する組織として、監査室を置き、事務総長の直属とする。 

２ 監査室長を監査責任者とする。 

３ 監査責任者は、必要に応じて監査担当者を置くことができる（以下、監査責任者及び監

査担当者を合わせて「内部監査人」という。）。 

（内部監査人の権限） 

第５条 内部監査人は、帳票、書類、及び資料の提出を求め、又は事実の説明その他内部監

査実施上必要な事項を聴取し若しくは回答を求めることができる。 

（内部監査人の遵守事項） 

第６条 内部監査人は、厳正・公正かつ的確にその業務を行い、内部監査の目的遂行に努力
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しなければならない。 

２ 内部監査人は、被監査部門に対し、日常業務を著しく阻害し、停滞させることがないよ

う配慮しなければならない。 

３ 内部監査人は、職務上知り得たことを、正当な理由なく他に漏洩してはならない。 

４ 内部監査人は、被監査部門に対し直接指揮・命令を行ってはならない。 

 

（専門家の利用） 

第７条 内部監査人は、内部監査の実施に当たって必要な知識、技能その他の能力を必要と

する場合には、事務総長の承認を得た上で、適切な助言と支援を他の部門及び外部の専門

家等から受けることができる。 

 

（被監査部門の協力） 

第８条 被監査部門は、内部監査が正確かつ円滑に行えるように、内部監査人に対し積極的

に協力しなければならない。 

 

第２章 監 査 の 計 画 

 

（内部監査基本計画の作成） 

第９条 監査責任者は、年次で内部監査基本計画を事務総長に提出し、その承認を受けなけ

ればならない。 

 

（内部監査実施計画の作成） 

第１０条 監査責任者は、個別の監査を実施する前に、内部監査基本計画に基づいて内部監

査実施計画を作成し、事務総長の承認を受けなければならない。 

 

第３章 監 査 の 実 施 

 

（内部監査の実施） 

第１１条 個別の監査は、内部監査実施計画に基づいて実施する。 

２ 前項のほか、理事会又は事務総長の命に基づく特命監査を実施することができる。 

 

（内部監査の方法及び監査証拠） 

第１２条 個別の監査は、原則として、現場に赴き、事実関係を直接検証することにより行

う。 

２ 内部監査人は、自らの監査意見を立証するのに十分な監査証拠を入手しなければなら

ない。 
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第４章 監査結果の通知・報告 

 

（内部監査結果の通知及び報告） 

第１３条 監査責任者は、内部監査実施結果を、被監査部門の責任者に通知する。 

２ 被監査部門の責任者は、内部監査実施結果に対する回答書（改善策）を監査責任者に提

出する。 

３ 監査責任者は、上記回答書(改善策)を加味した後、監査報告書を作成し、事務総長及び

コンプライアンス委員会に報告する。 

 

（フォローアップ） 

第１４条 監査責任者は、被監査部門が作成した改善策の状況を確認し、事務総長に報告

する。 

 

（緊急報告） 

第１５条 監査責任者は、監査の過程で重大かつ緊急を要すると認められる事実が明らか

になった場合は、監査報告書の作成に先だって、事務総長に報告しなければならない。 

 

第５章 監査関係書類の保管 

 

（関連書類の整理保管） 

第１６条 内部監査人は、内部監査実施の経過を監査調書に記録し保管しなければならな

い。 

 

第６章 監 査 の 品 質 管 理 

 

（内部監査に対する意見等の把握） 

第１７条 内部監査人は、個々の監査業務の品質向上に努め、内部監査の全体的品質を保

証できる体制を整備しなければならない。 

 

第７章    雑       則 

 

（委任） 

第１８条 本規程に定めるもののほか、必要な事項は事務総長が定める。 

 

（改廃） 

第１９条  本規程の改廃は、理事会の決議により行う。 
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附則 

本規程は、平成２７年１月２３日から施行する。 

 

附則 

 本規程は、平成２８年１月１日から施行する。 
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公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 

コンプライアンス規程

平成２７年１月２３日 

理 事 会 決 定 

第１章 総 則 

（目的） 

第１条 本規程は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員

会（以下「当法人」という。）のコンプライアンスに係る体制構築及び推進のために必

要な事項を定め、法規等を遵守、尊重することにより、当法人が社会的信頼を確保し、

大会の確実な開催と成功に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 本規程における用語の定義は次のとおりとする。 

(1) 「コンプライアンス」とは、業務上の運営及び行為に際し、法規等を守り、社会

からの要請に適合させることをいう。 

(2) 「法規等」とは、適用のある法令又は行政上の通達・指針等（外国におけるもの

を含む。）及び当法人の規程等をいう。 

(3) 「当法人の規程等」とは、「規程等管理規則」の定めに従って管理簿に登録され

た規程等をいう。 

(4) 「役員」とは、当法人の理事及び監事をいう。

(5) 「職員」とは、当法人の指揮命令下において業務を遂行するすべての者をいう

（アルバイト・パート、ボランティア職員を含む。）。

(6) 「構成員」とは、当法人の役員、職員、名誉会長、顧問会議構成員、専門委員及

び参与をいう。 

(7) 「取引先等」とは、契約等に基づいて当法人の業務運営及び行為を実施する者を

いう。 

第２章 コンプライアンス委員会

（委員会の設置） 

第３条 コンプライアンスに係る体制構築及び推進のため、当法人に、コンプライアン

ス委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（組織） 

第４条 委員会は、事務総長に直属し、当法人内の他の組織から独立した組織とする。 

２ 委員会は、コンプライアンス委員長（以下「委員長」という。）及びコンプライアン
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ス委員（以下「委員」という。）で構成される。 

３ 委員長は、当法人のチーフ・コンプライアンス・オフィサーをもって充て、委員会の

業務を統括する。 

４ 委員は、各局の局長から構成する。 

５ 委員長は、必要があると認めるときは、関係者または専門的な知見を有するものの出

席を求め、意見を徴することができる。 

 

（職務） 

第５条 委員会は、事務総長の指示に基づき、次に掲げる事項について検討、審議、又

は実施し、その結果を事務総長に報告することをその職務とする。 

(1) コンプライアンスに関する基本方針、計画及び体制の策定に関すること 

(2) コンプライアンスに関する規程等の策定に関すること 

(3) コンプライアンスに関する教育・研修の計画の策定及び実施に関すること 

(4) コンプライアンスに関する監督、検査及び監査に関すること 

(5) 前号の監督等により指摘した事項に対する改善策の検討及び提言に関すること 

(6) 前号の改善策又は再発防止策の実施状況のモニタリングに関すること 

(7) コンプライアンスに関する内部通報及び外部通報に関すること 

(8) その他コンプライアンスに係る体制の構築及びその推進に関すること 

２ 各部署は、委員会より、その職務に関連して協力要請があった場合には、それに協力

する義務を負う。 

３ 委員会は、その職務において監査（第１項第４号の監査を含むが、これに限られな

い。）を要する場合は、当法人の内部監査部門に実施させることができる。 

 

（委員会の開催） 

第６条 委員長は、１年度に２回以上、各委員を招集し、委員会を開催する。 

２ 委員会の開催には、委員の３分の２以上の出席を要するものとする。 

 

（決議） 

第７条 委員会の決議事項は、原則として出席委員の多数決によるものとし、可否同数

の場合は、委員長の決定するところによるものとする。 

 

（議事録） 

第８条 委員会の議事については、議事録を作成しなければならない。 

 

第３章 コンプライアンス委員会事務局 

 

（事務局の設置） 

第９条 委員会の活動を補佐するため、コンプライアンス委員会事務局（以下「事務

局」という。）を設置する。 
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（組織） 

第１０条 事務局は、コンプライアンス委員会事務局長（以下「事務局長」という。）及

びコンプライアンス委員会事務局職員（以下「事務局職員」という。）で構成される。 

２ 事務局長は、委員長が指名する。 

３ 事務局職員は、事務局長が指名する。 

 

（職務） 

第１１条 事務局は、委員長の指示に基づき、次に掲げるコンプライアンスに係る体制の

構築及び推進に関することをその職務とする。 

(1) 委員会の事務に関すること 

(2) コンプライアンスに関する研修の実施に関すること 

(3) コンプライアンスに関する相談・通報の対応に関すること 

(4) その他コンプライアンスに係る体制の構築及びその推進について必要な事項に関

すること（委員会の職務に含まれるものを除く。） 

２ 事務局職員は、前項に定める職務を実施する上で必要と認められる範囲において、当

法人における全ての部署・役員・職員を対象に、議事録、帳票、書類及び資料の提出

を求め、又は事実の説明その他必要な事項につきこれを聴取し、若しくはその回答を

求めることができる。 

 

第４章 コンプライアンスの推進 

 

（各局におけるコンプライアンスの統括及び推進） 

第１２条 各局におけるコンプライアンスの統括及び推進のため、各局にコンプライアン

ス統括責任者（以下「統括責任者」という。）を置く。 

２ 統括責任者は、原則として、各局の局長とする。 

３ 統括責任者は、コンプライアンス推進責任者（以下「推進責任者」という。）を自局

の部長級職員から、コンプライアンス推進担当者（以下「推進担当者」という。）を自

局の職員から、それぞれ指名して、自局のコンプライアンス業務を推進する。 

４ 推進責任者及び推進担当者は、委員会及び事務局の指示に基づき、各局におけるコン

プライアンスに係る体制の構築及び推進に関する業務を実施する。 

５ 推進責任者は、前項の業務の実施結果を統括責任者に報告し、当該報告を受けた統括

責任者は、委員会及び事務局の指示に基づきこれを委員会に報告しなければならな

い。 

 

（構成員の責務） 

第１３条 構成員は、常に、コンプライアンスの重要性を深く認識するとともに、当法人

に対する社会からの期待に適う、公平かつ公正な業務遂行に努めなければならない。 

２ 構成員は、常に、コンプライアンスに違反する行為を自ら行ってはならず、また、他
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者との間でコンプライアンスに違反する行為を共謀、指示、支援、幇助、教唆、示唆

又は黙認する行為を行ってはならない。 

３ 構成員は、次に掲げる場合であっても、コンプライアンスの違反となることにつき何

ら影響がないことを理解するとともに、常に、コンプライアンスの違反を未然に防止

し、また、コンプライアンスの違反を誘発する要因を取り除くよう努めなければなら

ない。 

(1) 法規等を知らなかった場合 

(2) 法規等に違反することにつき、故意又は重大な過失がなかった場合 

(3) 当法人の利益を図る目的で行った場合 

(4) 第三者の誘いを断ることができなかった場合 

 

（役員及び職員の責務） 

第１４条 役員及び職員は、他の構成員がコンプライアンスに違反する行為を行っている

ことを知った場合又は適切な措置をとらないためにコンプライアンスに違反する事態を

招くおそれが生じた場合は、当法人の規程等に従い、速やかにその事実を通報しなけれ

ばならない。 

２ 役員及び職員は、自らの行為がコンプライアンスに違反するかどうか判断に迷う場合

又はコンプライアンス違反となるおそれのある行為を要求された場合には、委員会、

事務局又は統括責任者に事前に照会、確認しなければならない。 

３ 役員及び職員は、前項において、緊急を要する場合、適切な通信手段がない場合な

ど、前項に定める照会等が困難であった場合は、事後速やかに委員会、事務局又は統

括責任者に報告しなければならない。 

４ 役員及び職員は、当法人の規程等に従い、継続的にコンプライアンス研修を受けなけ

ればならない。 

５ 役員及び職員は、当法人の規程等に従い、コンプライアンスに関して定期的に誓約書

を提出しなければならない。 

６ 役員及び職員は、取引先等が、常に、コンプライアンスの重要性を深く認識するとと

もに、当法人に対する社会からの期待に適う、公平かつ公正な業務遂行をするよう

に、取引先等を管理及び監督しなければならない。 

 

（評議員の責務等） 

第１５条 当法人の評議員は、その職務の遂行に際して、本規程の定め及びその趣旨を理

解し、遵守・尊重するものとし、当法人の役員及び職員は、評議員がこれを十分に理解

し、遵守・尊重するように働きかけなければならない。 

 

第５章 審査委員会 

 

（審査委員会の設置） 

第１６条 職員の懲戒処分に関する判断を行うため、当法人に、審査委員会を設置する。 
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（組織） 

第１７条 審査委員会は、事務総長に直属し、当法人内の他の組織から独立した組織とす

る。 

２ 審査委員会は、審査委員長及び審査委員で構成される。 

３ 審査委員長は、副事務総長とする。なお、副事務総長が複数名選任されている場合に

は、うち１名を事務総長が任命する。 

４ 審査委員は、原則として、各局の局長とする。 

 

（職務） 

第１８条 審査委員会は、事務総長の命を受け、職員の懲戒処分について、検討、審議

し、その結果を事務総長に報告する。 

２ 審査委員会は、委員会に対して、事務総長からの指示に関する事項について報告を求

めることができる。 

３ その他審査委員会の開催、運営に関して必要な事項は、別途事務総長が定める。 

 

第６章 雑則 

 

（委任） 

第１９条 コンプライアンスに係る体制及び推進に関して必要な事項は、本規程に定める

もののほか、コンプライアンス委員長が定める。 

 

（改廃） 

第２０条 本規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

付則 

本規程は、平成２７年１月２３日より施行する。 
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